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平成２２年 

第３回宿毛市議会定例会会議録第１号 

 

１ 議事日程 

    第１日（平成２２年９月１日 水曜日） 

午前１０時 開議 

   第１ 会議録署名議員の指名 

   第２ 会期の決定 

    ○ 諸般の報告 

   第３ 議案第１号から議案第２６号まで 

      議案第 １号 平成２１年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定について 

      議案第 ２号 平成２１年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第 ３号 平成２１年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第 ４号 平成２１年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

      議案第 ５号 平成２１年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳入歳出決算認 

             定について 

      議案第 ６号 平成２１年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

      議案第 ７号 平成２１年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第 ８号 平成２１年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

             て 

      議案第 ９号 平成２１年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１０号 平成２１年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１１号 平成２１年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

             いて 

      議案第１２号 平成２１年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定 

             について 

      議案第１３号 平成２１年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に 

             ついて 

      議案第１４号 平成２１年度宿毛市水道事業会計決算認定について 

      議案第１５号 平成２２年度宿毛市一般会計補正予算について 

      議案第１６号 平成２２年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正予算について 
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      議案第１７号 平成２２年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算について 

      議案第１８号 平成２２年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補正予算につい 

             て 

      議案第１９号 平成２２年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算について 

      議案第２０号 平成２２年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算について 

      議案第２１号 平成２２年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算について 

      議案第２２号 平成２２年度宿毛市土地区画整理事業特別会計補正予算について 

      議案第２３号 平成２２年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

      議案第２４号 平成２２年度宿毛市水道事業会計補正予算について 

      議案第２５号 宿毛市立小学校設置条例及び宿毛市立学校体育施設の使用料に関 

             する条例の一部を改正する条例について 

      議案第２６号 字の区域及び名称の変更並びに字の区域の廃止について 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

２ 本日の会議に付した事件 

   日程第１ 会議録署名議員の指名 

   日程第２ 会期の決定 

   日程第３ 議案第１号から議案第２６号まで 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

３ 出席議員（１５名） 

   １番 今 城 誠 司 君     ２番 岡 﨑 利 久 君 

   ３番 野々下 昌 文 君     ４番 松 浦 英 夫 君 

   ５番 浅 木   敏 君     ６番 中 平 富 宏 君 

   ７番 有 田 都 子 君     ８番 浦 尻 和 伸 君 

   ９番 寺 田 公 一 君    １０番 宮 本 有 二 君 

  １１番 濵 田 陸 紀 君    １２番 西 郷 典 生 君 

  １４番 中 川   貢 君    １５番 西 村 六 男 君 

  １６番 岡 崎   求 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

４ 欠席議員 

   な  し 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

５ 事務局職員出席者 

   事 務 局 長        岩 本 昌 彦 君 

   次    長  朝比奈 淳 司 君 

   議 事 係 長        岩 村 研 治 君 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 
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６ 出席要求による出席者 

   市 長  中 西 清 二 君 

   副 市 長  岡 本 公 文 君 

   企 画 課 長  岡 崎 匡 介 君 

   総 務 課 長        弘 瀬 徳 宏 君 

   市 民 課 長  滝 本   節 君 

   税 務 課 長  山 下 哲 郎 君 

   会計管理者兼 

   会 計 課 長 
小 島 秀 夫 君 

   保健介護課長  三 本 義 男 君 

   環 境 課 長        岩 本 克 記 君 

   人権推進課長  乾     均 君 

   産業振興課長  頼 田 達 彦 君 

   商工観光課長  津 野 元 三 君 

   建 設 課 長  安 澤 伸 一 君 

   福祉事務所長  沢 田 清 隆 君 

   水 道 課 長  豊 島 裕 一 君 

   教 育 委 員 長  松 田 典 夫 君 

   教 育 長        岡 松   泰 君 

   教 育 次 長 兼       

   学校教育課長 
出 口 君 男 君 

   生涯学習課長 

   兼 宿 毛 文 教       

   センター所長 

金 増 信 幸 君 

   学 校 給 食       

   センター所長 
岡 村 好 知 君 

   千 寿 園 長        村 中   純 君 

   農 業 委 員 会 

   事 務 局 長 
小 野 正 二 君 

   選挙管理委員 

   会 事 務 局 長 
島 内 千 尋 君 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開会 

○議長（寺田公一君） これより平成２２年第

３回宿毛市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行いま

す。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定

により、議長において西郷典生君及び中川 貢

君を指名いたします。 

 日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

 この際、議会運営委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長。 

○議会運営委員長（岡崎 求君） 議会運営委

員長。 

 ただいま議題となっております今期定例会の

会期につきましては、議長の要請により、去る

８月３０日、議会運営委員会を開きまして、今

期定例会に提案予定の案件等を勘案のうえ、慎

重に審査した結果、本日から９月１３日までの

１３日間とすることに、全会一致をもって決定

いたしましたので、以上、報告いたします。 

○議長（寺田公一君） お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、委員長報告のとおり、

本日から９月１３日までの１３日間といたした

いと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は、本日から９月

１３日までの１３日間と決定いたしました。 

 この際、諸般の報告をいたします。 

 閉会中の議員派遣については、お手元に文書

を配付いたしておりますので、これにより御了

承願います。 

 会議規則第６２条第２項の規定により、一般

質問の通告期限を、本日午後５時と定めますの

で、質問者は期間内にその要旨を文書で通告し

てください。 

 なお、事務的な報告につきましては、お手元

に配付いたしました事務報告書のとおりであり

ます。 

 市長から報告事項がありますので、発言を許

します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） おはようございます。 

 本日は、平成２２年第３回宿毛市議会定例会

に御参集をいただきまして、まことにありがと

うございます。 

 報告事項の説明をさせていただきます。 

 報告第１号の専決処分でございますが、職員

の起こした交通物損事故の和解及び損害賠償額

の決定に関する内容でございます。 

 本日、皆様のお手元に配付しています報告書

のとおりでございます。 

 報告第２号及び報告第３号は、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律、いわゆる財政健

全化法ですが、これに基づく健全化判断比率及

び資金不足比率についてです。 

 この報告は、財政健全化法第３条第１項及び

同法第２２条第１項により、財政の悪化状況を

見きわめる４つの健全化判断比率及び公営企業

の資金不足比率を明らかにし、監査委員の意見

を添えて議会に報告することが義務づけられて

いるものです。 

 お手元の報告書にありますように、財政健全

化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質

赤字比率につきましては、赤字になっていませ

んので、数値は出ていません。 

 また、実質公債費比率は２０．２％で、早期

健全化基準の２５％を下回っています。 

 なお、２５％以上が財政健全化団体に、また

３５％以上になりますと、財政再建団体に指定

されるということになっております。 
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 さらに、将来負担比率につきましても、１６

９．６％で、これは早期健全化基準の３６０％

を下回っています。 

 次に、資金不足比率については、いずれの特

別会計も資金不足ありませんので、数値は出て

いません。 

 このように、おおむね堅調な状況ではござい

ますが、今後、退職者の増加や、各種施設整備

等が控えておりまして、依然として厳しい財政

状況であることには変わりはないという認識の

もと、引き続き、効率的で適正な行財政運営を

推進していかなければならないと考えておりま

す。 

 議員の皆様方には、今後ともより一層の御支

援、御協力を賜りますようお願いを申し上げま

して、報告事項の説明といたします。 

 ありがとうございます。 

○議長（寺田公一君） 以上で、諸般の報告を

終わります。 

 日程第３「議案第１号から議案第２６号ま

で」の２６議案を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、提案理由の説明

の前に、一つ訂正をさせてください。 

 先ほど、早期健全化基準の３６０と言ったよ

うでございますが、３５０の誤りでございます

ので、まことに申しわけございません。訂正を

させてください。 

 提案申し上げました議案につきまして、提案

理由の説明をいたします。 

 議案第１号から議案第１４号までの１４議案

は、平成２１年度宿毛市一般会計及び各特別会

計並びに水道事業会計の決算認定をお願いする

ものです。 

 各会計の決算書とともに、監査委員の審査意

見書を添えて提出していますので、説明は省略

させていただきます。 

 議案第１５号は、平成２２年度宿毛市一般会

計補正予算です。 

 総額で２億２，７８２万５，０００円を増額

するものです。 

 歳入で増額する主なものは、地方特例交付金

が１，６３２万２，０００円、地方交付税が１

億８，５５９万４，０００円、繰越金が１億１，

６６６万８，０００円。減額するものとしては、

国からの支出金が３，７０８万７，０００円、

県からの支出金が１，１５１万９，０００円、

繰入金が４，５９６万８，０００円です。 

 一方、歳出で増額する主なものは、人事異動

に伴う人件費の調整のほか、総務費でＳＷＡＮ

テレビへの経営支援のため、ケーブルテレビ事

業経営安定化支援貸付金として２，０８２万円

を計上しています。 

 次に、地域の公共交通機関である鉄道及びバ

スの活性化を図ることを目的に、幡多地域の６

カ市町村及び四万十町が負担する事業補助金に

充てるため、地域公共交通活性化再生総合事業

負担金として、５８４万円を計上しています。 

 続きまして、財政調整基金積立金として１億

３，３６３万３，０００円を計上しています。 

 また、不況の影響により、法人市民税の還付

が多額となっているため、過誤納還付金として

８００万円を計上しています。 

 民生費では、特別養護老人ホーム千寿園の車

両購入等に係る費用に充てるため、特別養護老

人ホーム特別会計繰出金として３４２万５，０

００円を計上しています。 

 次に、介護福祉サービスの基盤整備を推進す

る一環として、認知症高齢者グループホーム

「宿毛の里」が、施設の防火対策のため、スプ

リンクラーの整備を行うことに対し、宿毛市地

域介護・福祉空間整備等補助金として４１２万

２，０００円を計上しています。 
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 続きまして、平成２２年３月末をもって廃園

となりました貝礎保育園の跡地の有効利用、及

び地域振興を図ることを目的に、敷地内へのあ

ずまや等整備、フェンス設置、及びトイレ改修

等の工事を行うため、貝礎保育園跡地整備工事

費として３１０万円を計上しています。 

 また、平成２２年３月の定例会におきまして、

予算計上していました生活保護システムリプレ

イス導入費の１，３５６万２，０００円ですが、

これは国との協議によりまして、補助対象外と

なった経費について、再度、精査したところ、

２７３万９，０００円が縮減できることとなっ

たため、１，０８２万３，０００円の予算とす

るとともに、県からの指導によりまして、予算

計上先の節を、当初の１５節工事請負費から１

８節の備品購入費へ組みかえを行っています。 

 農林水産業費では、本年度、直七生産組合が

整備しています搾汁施設について、食品衛生管

理の徹底を図ることを目的に、入荷場と作業場

との間に仕切り等の追加整備を行うことに対し、

宿毛市産業振興推進総合支援事業費補助金とし

て１６６万６，０００円を計上しています。 

 土木費では、市道延光寺線や、内外ノ浦線を

初め、市内各地区の市道の維持補修工事を行う

ため、市道維持補修工事費として８８０万円を

計上しています。 

 次に、平成２２年３月の定例会におきまして、

予算計上していました地域子育て創生事業補助

金でございますが、県との協議の中で、補助対

象箇所の増加が認められたことに伴い、新たに

駅前２号公園への複合遊具等の整備等に充てる

ため、原材料費として３７８万３，０００円を

計上しています。 

 続きまして、平成２１年度県営治山工事施工

中に、山奈町芳奈の駄馬川に積もった土砂を取

り除いたところ、本河川の護岸が崩れているこ

とが判明し、このたび、整備工事を行うため、

河川等環境整備工事費として２５０万円を計上

しています。 

 教育費では、平成２３年４月１日から、栄喜

小学校が小筑紫小学校へ統合されることに伴い、

遠距離通学となる栄喜小学校児童の送迎用スク

ールバス、これは２６人乗りでございますが、

これを購入するため、小筑紫小学校スクールバ

ス購入費として５００万円を計上しています。 

 次に、昨年度に引き続き、本市出身のソプラ

ニスタ岡本知高さんのコンサートを、平成２３

年１月１５日土曜日に開催するため、公演企画

手数料の１６８万円など、総額で２２３万８，

０００円を計上しています。 

 続きまして、平成２２年３月の定例会におき

まして、ふるさと雇用再生特別基金事業費補助

金の４，３４２万４，０００円を、学校給食事

業特別会計繰出金として、学校給食センターの

調理業務委託料に充てることとしていましたが、

本補助金が不採択になったため、全額を一般財

源に振りかえる措置をとっています。 

 一方、減額する主なものとしましては、人事

異動に伴う人件費の調整のほか、総務費として、

平成２２年６月の定例会におきまして予算計上

していました緑の分権改革調査事業が、残念な

がら採択になりませんでしたので、緑の分権改

革調査事業検討業務委託料の３４５万１，００

０円など、総額で４００万７，０００円を減額

しています。 

 議案第１６号は、平成２２年度宿毛市国民健

康保険事業特別会計補正予算です。総額で１，

４１８万１，０００円を増額しようとするもの

です。 

 内容につきましては、人事異動に伴う人件費

の調整のほか、後発医薬品であるジェネリック

医薬品の普及促進に向けた事業委託、及び平成

２１年度退職者被保険者等療養給付費等交付金

の確定に伴うものです。 
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 議案第１７号は、平成２２年度宿毛市定期船

事業特別会計補正予算です。総額で１５万６，

０００円を増額しようとするものです。 

 内容につきましては、人事異動に伴う人件費

の調整及び移動式クレーンの技能講習受講料負

担金の支払いに伴うものです。 

 議案第１８号は、平成２２年度宿毛市特別養

護老人ホーム特別会計補正予算です。総額で５

９７万３，０００円を増額しようとするもので

す。 

 内容につきましては、人事異動に伴う人件費

の調整及び利用者送迎用の車両購入等に伴うも

のです。 

 議案第１９号は、平成２２年度宿毛市学校給

食事業特別会計補正予算です。 

 内容につきましては、育児休業中の教員から、

誤って給食費を徴収していたため、同額分の給

食材料費を減額し、還付金に充てるもので、総

額予算の増減はございません。 

 議案第２０号は、平成２２年度宿毛市下水道

事業特別会計予算です。総額で１１万５，００

０円を増額しようとするものです。 

 内容につきましては、５年に１度行っている

生活排水処理構想図面の作成委託、及び平成２

２年度から加入した高知県農業集落排水事業推

進協議会への会費の支払いに伴うものです。 

 議案第２１号は、平成２２年度宿毛市介護保

険事業特別会計予算です。総額で５５０万円を

増額しようとするものです。 

 内容につきましては、平成２１年度に支払い

予定だった高額医療合算介護サービス費が、高

知県国民健康保険団体連合会のシステム処理の

遅延により、平成２２年度の支払いとなったこ

と、及び当該支払いのために、予算流用した高

額介護サービス費の増額補正に伴うものです。 

 議案第２２号は、平成２２年度宿毛市土地区

画整理事業特別会計補正予算です。総額で１８

３万７，０００円を増額しようとするものです。 

 内容につきましては、人事異動に伴う人件費

の調整のほか、高知県宅地建物取引業協会との

協定により、現在、歳入予算として計上してい

る保留地処分金の３％を、売買契約成立手数料

として計上する必要が生じたこと、及び図面作

成ソフトの購入等に伴うものです。 

 議案第２３号は、平成２２年度宿毛市後期高

齢者医療特別会計補正予算です。総額で３２万

４，０００円を減額しようとするものです。 

 内容につきましては、人事異動に伴う人件費

の調整、及び平成２１年度決算で生じた剰余金

を平成２２年度へ繰り越し、高知県後期高齢者

医療広域連合への納付金に充てることに伴うも

のです。 

 議案第２４号は、平成２２年度宿毛市水道事

業会計補正予算です。 

 まず、事業活動に伴う、発生するすべての収

益及び費用が計上される３条予算につきまして

は、中筋川ダム修繕に対する県補助金の増額に

より、収入で６１万８，０００円の増額。一方、

人事異動に伴う人件費の調整のほか、これまで

職員が行っていた簡易水道施設の点検管理を、

このたび業務委託すること、及び中筋川ダムの

電気系統の修繕に係る負担金の支払いに伴い、

支出で５５５万５，０００円を減額しようとす

るものです。 

 また、建設改良や企業債償還金等の支出及び

その財源となる収入が計上される４条予算につ

きましては、伊与野地区配水管布設がえ工事に

充てるための簡易水道事業債の増額により、収

入で１，２００万円の増額。一方、人事異動に

伴う人件費の調整のほか、伊与野地区の配水管

に一部石綿管がありまして、本年２月ごろから

修繕が多発していることから、急遽、布設がえ

工事を行うことに伴う支出で、１，１３０万４，

０００円を増額しようとするものです。 
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 議案第２５号は、宿毛市立小学校設置条例及

び宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例

の一部を改正する条例です。 

 内容につきましては、平成２３年４月１日か

ら、栄喜小学校が小筑紫小学校へ統合されるこ

とに伴い、両条例から栄喜小学校に関する記述

を削る必要があるので、２条例を一括で一部改

正しようとするものです。 

 議案第２６号は、字の区域及び名称の変更並

びに字の区域の廃止についてです。 

 内容につきましては、宿毛駅東地区土地区画

整理事業が平成２２年５月に工事完了したこと

に伴い、本区域内の細かく分かれた字を、駅前

町１丁目及び２丁目、並びに駅東町１丁目、２

丁目、３丁目及び４丁目に変更すること、並び

に現行の字の区域を廃止することについて、地

方自治法第２６０条第１項の規定により、議会

の議決を求めるものでございます。 

 以上が、御提案申し上げました議案の内容で

す。よろしく御審議の上、適切な御決定を賜り

ますようお願いを申し上げまして、提案理由の

説明とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○議長（寺田公一君） これにて、提案理由の

説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 議事の都合により、９月２日及び９月３日は

休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、９月２日及び９月３日は休会するこ

とに決しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 ９月２日から９月５日までの４日間休会し、

９月６日午前１０時より再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午前１０時２５分 散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（寺田公一君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） 皆さん、おはようござ

います。４番、松浦でございます。 

 それでは、通告いたしております事項につい

て、市長に対しまして、一般質問を行います。 

 今回、私が質問しようとする内容であります

が、市長の政治姿勢については、宿毛市が発行

いたしております広報「すくも」に係る問題、

そして６月議会で質問をいたしました買い物難

民の解決策に関連いたしますが、宿毛市におけ

る地域公共交通の充実並びにその対策について

であります。 

 まず、初めは、「広報すくも」についてお伺

いをいたします。 

 宿毛市が毎月発行いたしております「広報す

くも」は、全市民を対象とした広報誌でありま

す。 

 市民に対して、各種制度の周知や、説明、並

びに宿毛市の取り組みや行事案内等、市民生活

をする上で、なくてはならない、とても身近で

大切な広報誌であります。 

 そして、「広報すくも」は、宿毛市が作成し、

発行しているもので、公文書であります。しか

し、私の周りから聞こえてくるのは、公文書で

ある「広報すくも」や、広報に毎月掲載をされ

ておる市長雑感には、誤字等も見られるとのこ

とであります。 

 特に、市長雑感の内容について、大変疑問を

抱く方がおりまして、このような市長雑感を、

市民が指摘するように、市の公金を使ってまで

「広報すくも」に掲載をする必要はないのでは

ないかとのことでありました。 

 市長雑感の２００９年５月号で、市長は、市

民からゴーストライターはおるかとの疑問に対

して、「私にはゴーストライターはいません。

清書はしてもらいますが、他人に書かせたこと

はありません。」と述べられておりますように、

市長雑感は市長みずからの執筆に基づくもので

あると思います。 

 このような市民の疑問を受けて、私なりに市

長雑感の内容を調べてみました。 

 私は、２００９年２月号の市長雑感に掲載さ

れましたボランティア活動に係る問題について、

この場で一般質問をした経緯があります。 

 この質問を取材した高知新聞の記者は、「市

長の熱意もわかるけど、ただ突っ走るだけじゃ

なく、職員と手を添えて、一歩一歩、着実に進

むマラソン行政も必要であるという声も」との

記事に対して、早速、市長は２００９年４月号

で、この記事に対して、批判ともとれる内容の

文章を書いておりました。 

 そして、市長自身が得意といたしております

水泳にまつわる文書の掲載が多くあります。 

 中には、市長の家庭の話まで掲載をしていた

箇所もあるなど、市政とは全く関係がなく、市

長自身の自己宣伝に、市長雑感が利用されてお

るのではないでしょうか。 

 そして、政治的な問題では、市長自身の私見

に基づいた執筆となっております。 

 このような市長雑感を、今後も引き続き継続

して掲載をしようとしているのか、お伺いをい

たします。 

 そして、「広報すくも」が果たすべき役割を、

どのように考えているのかお伺いいたします。 

 「広報すくも」を見ますと、編集は企画課と

なっております。毎月、このように幅広い情報

を掲載しておりますので、編集作業も大変なも

のではないかと存じます。「広報すくも」を編
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集するに当たり、市長雑感も含めて、編集委員

会を設置してその内容について、詳しく検討さ

れておるのかどうか、お伺いいたします。 

 そして、誤字等をなくし、的確な情報を市民

に提供するための編集体制はどのようになって

おるのかお伺いいたします。 

 私たち議会でも、定例会ごとに発行いたして

おります議会だよりでは、５名の議員が編集委

員会を構成し、編集に当たっておるところであ

ります。そして、私ごとになりますけれども、

後援会や支持者の方々に対し、議会だよりを発

行し、配布をいたしておりますが、常に３名の

方に依頼をし、その内容や字句等について、点

検をいたしております。 

 次に、地域公共交通の充実とその対策につい

てであります。 

 先日、橋上地区で生活をされておる方から、

お電話をいただきました。橋上地区での生活実

態について話されましたが、主な内容は、先ほ

ど申し上げましたが、６月議会で質問いたしま

した買い物難民の問題についてと、交通弱者と

いわれております移動手段を持たない方々の地

域での生活をしていく上での地域公共交通の充

実を図っていただきたい。何とか解決をしてい

ただきたいとのことでありました。 

 移動手段を持たない高齢者を中心とする交通

弱者の皆さんは、市内の病院へ通院するときに

は、わずかな年金での生活でありますが、福祉

タクシー等を利用して病院へ行っておる状況と

のことであります。 

 そして、日常生活を送る上で欠かせない日々

の買い物にも、大変、不便を来しており、困っ

ておるとのことです。 

 大変、胸のつかえる話でありました。 

 地域の方々から、宿毛市の脆弱な地域公共交

通体系について指摘をされ、返答に困ってしま

いました。 

 私としても、これらの地域で生活をされてお

る方々の不便さを解決するためには、早急に地

域公共交通を充実する対策が求められておりま

す。 

 現在の橋上地区の現状は、皆さん御案内のと

おりに、公共の交通手段はなくなっております。

あるのはスクールバスのみではないでしょうか。 

 スクールバスは、御案内のとおり、その性格

上、児童生徒を中心とした運行形態であります。

朝の宿毛駅への便は早く、夕方、橋上へ帰る便

は遅いために、住民が利用するのには大変不便

であるとのことであります。 

 不便であるがゆえに、利用客も少ないのであ

ります。 

 ２１年６月議会において、中平議員が西町地

区における地域住民の生活実態をもとにしなが

ら、公共交通の充実について質問をされており

ます。宿毛市を見てみますと、過疎地といいま

すか、市の中心部から離れたところで生活をさ

れておる方々が、バスとか汽車等の公共交通を

利用しようとしても、それに連絡する手段がな

いのが現状であります。 

 このような宿毛市の現状を踏まえつつ、住民

の思いを市長としてどのように受けとめておる

のかお伺いいたします。 

 政治とは、弱い立場にある方々に思いやりを

持ってことにあたり、政治の光を当てることに

より、住民が安心をして生活のできる環境を整

備していくことが、本来の仕事ではないでしょ

うか。 

 憲法２５条には、健康で文化的な最低限度の

生活を営む権利を有すと明確にうたわれており

ます。つまり、生存権並びに生活権の保障であ

ります。 

 行政は、憲法の精神を生かし、責任を持って

住民の生存権を保障していく責務があるのであ

ります。 
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 市長も公共交通手段の確保対策については、

大変頭の痛い問題であると認識をされており、

非常に公共交通がないための不便さというもの

は、あると感じておられるとのことであります。 

 今回は、特に橋上地区の例を挙げて質問をい

たしましたが、この地域のみならず、公共交通

の空白地域で生活をされておる高齢者等の通院

や買い物、車を運転しない方々の日常生活の移

動手段を確保することにより、福祉や日常生活

の利便性の向上を図り、地域の活性化に寄与す

るためには、市民の目線に立った公共交通体系

の充実が求められております。 

 そこで、市長として、宿毛市における公共交

通体系はどうあるべきか、今後、どのような対

策を講じなければならないと思っているのか、

市長の考えなり決意をお伺いいたします。 

 あわせて、２３年度の予算編成に取り組もう

としておる時期ではないかと思いますが、この

課題の解決に向けて、具体的に検討し、来年度

予算に反映をしようとしているのかお伺いをい

たします。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、おはようござい

ます。松浦議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

 １分だけ時間をいただきまして、恐れ入りま

すが、きのう、実は宿毛市の総合防災訓練を湾

港のほうでさせていただきまして、関係者の皆

様、非常に暑い中を、皆さん、汗をだらだら流

しながら、消防団の皆様や、保安庁、そして警

察、そして地元の自主防災組織の皆様方、御参

加くださいました皆様と、非常に暑い中、防災

訓練していただきました。 

 いつ来るかわからないものに対して、備えを

するということは、非常に大切でございますか

ら、皆さん方で、地域であわせて、力を合わせ

てこういった訓練をして、いざというときに被

害が最小におさまるようなことで、ぜひ今後と

も、皆様方御一緒に防災訓練にも励んでいただ

ければありがたいというふうに思います。 

 きのうは、本当に、何回も言いますが、非常

な異常気象の中で、ああいった訓練をしていた

だきましたこと、本当にこの場をかりましてお

礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 松浦議員から、「広報すくも」についての、

私の雑感が、非常に問題であるというふうなこ

とをいただきました。 

 私、そういった問題意識を持っておりません。

私自身が、私、市のトップとして、市長でござ

いますから、自分が何を考え、何を思って、何

を、どういったものに対して感じているかとい

うことを、これをやはり市民の皆様にお伝えす

るのが、私の義務だというふうに思っておりま

すから、それを正直に書いておりまして、私、

私見と言いながらも、やっぱり市長としての言

葉でございますから、これは皆さんにも読んで

いただきたいし、見ていただきたいという思い

でいっぱいでございます。 

 これからも、皆さんにも自己宣伝と言われな

いような形で、ぜひ雑感は書いていきたいなと

いうふうに思っております。 

 「広報すくも」でございますが、これは市民

を対象にした、非常に重要な情報誌というふう

に、私は受けとめております。 

 「広報すくも」ばっかりじゃなくて、インタ

ーネットの宿毛市のホームページ、それからＳ

ＷＡＮテレビの行政チャンネルも、広報の手段

として使っておるわけでございます。 

 広報の内容につきましては、皆さん、ごらん

になったとおりでございますから、いろんな宿

毛市の中の情報、そしてまた宿毛市以外でも、

県の情報、市民にかかわるもの、そしてまた、

国からの情報も入っておりますし、また、皆さ
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んにぜひ、健康でいっていただきたいというふ

うなことで、健康になるための、健康診断もし

ましょう。それから、食事のこともこうやって

やりましょうというふうなことも、いろいろな

ものを知っていただきたいということで、掲載

をしていることでございます。 

 また、民間団体のほうからも、こういったこ

とを掲載していただきたいというふうなことも

ございます。掲載依頼のあり次第、できるだけ

速やかな広報にも努めておる、そういうところ

でございます。 

 編集体制でございますけれども、これは企画

課の職員が担当をしております。これ、記事の

配置等、いろいろ中身につきましては、それぞ

れの各課、さっき言いました市民団体の方、そ

して外部の行政機関の方々という方々が、皆さ

んに知っていただきたいものを、原稿として持

ち込んでまいります。 

 これを、やはり広報という形で皆さんにお知

らせするには、できるだけ見やすいことを心が

けておりまして、見やすいというより、読みや

すい、そしてまた注目して、見ていただきたい

というふうなことを心がけて、配置等につきま

しても、外部の広報編集アドバイザーの助言を

いただいて、この編集に務めているというとこ

ろでございます。 

 そんなことで、誤字もあるよというふうな指

摘もいただきました。誤字脱字、そういうのも

チェックしているつもりでございますけど、チ

ェックミスというのもございますし、また、今、

パソコンの変換というところで、字が変換ミス

というふうなところもございますし、チェック

し切れていないということは事実でございます

し、私も見る間に、字が間違っているよという

ふうなこともあったわけでございますけど、こ

れからも記事の表記について、字が間違うとい

うことは、非常に失礼なことでございますから、

担当課とも連携をして、また原稿もいただくと

き、そしてまた、印刷屋さんとの打ち合わせの

ときにも、当然のこととして、活字に誤りのな

いように努めてまいりたいというふうに思って

おります。 

 次に、地域公共交通でございます。松浦議員

から、るる指摘がありました。非常に、我々の

社会の中で、御存じのとおり、こういった過疎

地域になったり、非常に人口が少なくなってき

た地域というふうなところにつきましては、市

長会の会報であるとか、それから、インターネ

ットなんか見たり、いろんな交通関係の、国の

ほうの機関紙なんかもあります。 

 それから、セミナーをこうした、ああしたと

いうふうなものもございます。これは私のほう

も、そういったものには目を通しておりまして、

どうやったら、皆さんに公共交通を提供できる

か。 

 昔、人間がいっぱいいたときには、そこら辺、

ずっとバスが走ってて、公共交通としては、非

常に重要な役割を果たしていただいた。これか

ら、人が少ない、乗る人が少ない、そして利益

が上がらない、会社が成り立っていかないとい

うことで、徐々に徐々にこういった問題が顕在

化していたわけでございますし、そして、結果

的に、買い物難民が出るとか、地域の人が少な

いところには、人が、バスがだんだんだんだん

やめていったというふうな経緯は承知をしてい

るわけでございます。 

 これは、全国的な問題となっておりまして、

国はもとよりでございますが、県や市町村が連

携する中で、住民の利便性向上に向けた取り組

みをしていかなきゃいけない。いかなきゃいけ

ないんですが、なかなかこれが実現に至ってい

ないのは、現実でございます。 

 この地域で今、なされているところは、よう

やくと申しますか、土佐くろしお鉄道が開設さ
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れてから１１年ですか、１２年ですか。そうい

ったところで、鉄道の利便性というものは、あ

る程度、皆さんおわかりだと思いますし、これ

がまた、今、赤字になってきていると。非常に

乗る人が少なくなっているということもござい

ます。 

 一方で、道路を建設して、首都圏、いわゆる

高知県の首都圏から、今、３時間、２時間半か

かるところを、もっと、やはり利便性をやって

いただきたいというふうなことと、この鉄道に

乗る人の、また道路が便利になったら、片一方、

鉄道に乗らなきゃいけない。乗らないんじゃな

いかとか、そういったような問題も含んでおる

ところでございまして、現在、幡多地域でござ

います。これ、四万十町も含んだ幡多地域でご

ざいますが、高知西南地域公共交通協議会とい

うものができておりまして、広域的な視野に立

つ中で、利用客の増進と利便性の向上、これは

もうバスと鉄道の分野でございますが、２１年

度から実証実験を行っているところでございま

す。 

 ちょっと、今年度のものを紹介をさせていた

だきますと、宿毛市に関係したものは、土佐く

ろしお鉄道の始発及び終着の宿毛駅までの特急

列車乗り入れ。それから、バスにつきましては、

宿毛市関連では平田駅から幡多けんみん病院ま

でのシャトルバス運行、こういったものを行っ

ているところでございます。 

 そのほかのメニューを申し上げますと、地域

公共交通サポータークラブというのを設立して

いこうじゃないかということが、今年度の予算

も、この協議会の中で計上されております。 

 それから、広報とかＰＲを実施していこう。

それから、「乗って残そう」のキャンペーンと

いうことで、これ、中村駅が中心になっており

ますけれども、駅まつりであるとか、企画列車

の運行であるとか、そういうものを予定をして

おります。 

 それから、これがいいかどうかは、ちょっと

私も疑問のあるところもありますが、くろしお

鉄道の定期券購入者にポイントを付与する。こ

れをある量販店のところと提携をしまして、ポ

イント制をしていこうだとか、そういうものも

ありますし、あと、わかりやすい時刻表をつく

っていこうというふうなものの印刷関係。 

 それから、くろしお鉄道を増便していただき

たいということでの、お金の配付と、そういう

ふうなことですね。 

 それから、あと大きなところでは、キャラク

ター車両を導入しようじゃないか。まあまあ、

観光関係も含んで、キャラクターの車両を導入

しようと。 

 それから、イベントで使用できる車両へ改修

したらどうか。 

 例えば、私も提案しているんですけれども、

鉄道には、今、人と貨物、荷物です。それしか

乗せてませんけど、せめて自転車を乗せてくれ

ないだろうかという話をしております。 

 我々でも、自転車が乗れれば、ここから乗せ

ていって、高知市内を自転車で走れるというふ

うな利便性もあるんじゃないかなというふうな

こともあります。 

 それから、駅の券売機、無人のところの券売

機能を高めようじゃないかとか、そんなような、

いろいろメニューは出しているわけでございま

す。 

 それから、これは松浦議員のおっしゃる指摘

のほうと、もう一つ、違った視点だと思います。

これは、いわゆる公共交通、バスを存続させよ

う。くろしお鉄道を存続させようというキャン

ペーンのほうです。 

 これは、松浦議員のおっしゃるのは、やっぱ

り地域公共交通を確保しようというふうなこと

でございますから、もうちょっと違う視点かも
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しれませんが、一応、この紹介もさせていただ

きます。 

 そして、もう一つ、これ県全域で地域の公共

交通を考えようじゃないかというふうな取り組

みが、ことしなされました。ようやくでござい

ますけれども、知事が主催をしまして、高知県

公共交通の経営対策検討会、どうしても地域の

公共交通を確保するためには、採算の問題がど

うしても出てきます。 

 １人、２人が乗るバスでは、何とも採算がと

れない。これを、じゃあ全部、税金で賄うかど

うかというふうなところもありまして、実は、

高知県公共交通経営対策検討委員会というのが

できまして、知事からの委嘱によりまして、一

つ設置目的を申し上げさせていただきますと、

県内の公共交通を取り巻く環境が厳しい状況に

ある中、地域の生活を支える移動手段として、

また本県の産業を支える重要なインフラとして、

公共交通を将来にわたり維持、確保していく方

策を、知事の諮問に応じて審議するため、高知

県公共交通経営対策検討委員会を設置するとい

うものでございます。 

 これでようやく、宿毛市だけの問題もござい

ますし、また、県全体の公共交通を考えていか

なきゃいけないんじゃないかというふうな大き

な視点であろうと思います。 

 この委員さんには、実は、私も指名をされて

おりまして、学識経験者で学校の先生方、そし

て高知商工会議所の専務さん、それから中小企

業診断士さん。それから、国のほうからは、四

国運輸局のほうから４名の方、鉄道の関係、バ

スの関係という形、自動車ですね。それから、

市町村長では、高知、土佐、宿毛の市長と、い

の町の町長が出ております。住民代表といたし

ましては、ＮＰＯ高知市民会議の方お二人と、

ごめん・なはり線を考える会の代表、そしてま

た、高知のまちづくりを考える会の代表という

方。 

 それから、バスで２社、汽車で２社、３社で

ございますね。土佐電気鉄道、四国旅客鉄道、

くろしお鉄道というところでございます。 

 やはり、根本的な形での問題を考えなきゃい

けないんじゃないかというふうなものが、よう

やくにして出てきているというのが状況でござ

いまして、公共交通機関の存続なくしては、住

民の利便性の向上はないということで、根本的

に県内の交通、隅々までをどうしていくかとい

う議論も進めているところでございます。 

 学校の先生方は、いろんな情報を持っており

ますので、その方々の情報、そしてまた、一般

の高知市内の、いわゆる県都でございます。こ

この便利さ、そして我々、地方におる者の、今、

松浦議員がおっしゃったような、いわゆる買い

物難民があるというふうなところを根本的に考

えていこうじゃないかと。今は、スクールバス

で代替と言っては何ですけど、スクールバスと

一緒になった、混乗という形をとらせていただ

いておりますけど、これをもう一つ、一歩進め

て、例えば朝夕の送りだけじゃなくて、もう一

つ、昼に。例えば、病院のある時間に、そのス

クールバスを利用した形でできないかどうか。

経費の問題も、もちろんございますけど。 

 こういったことを、真剣に取り組まなきゃい

けない、そういうふうな路線をやっぱりつくっ

ていくということも大切かなと。 

 それには、住民のニーズがどれだけ、どの時

間にあるかというふうなことも、私は調査をす

る必要がありますし、ほとんどが病院だよとか、

買い物だよというふうなことでありましたら、

その買い物のためにどうやっていくかとか、そ

ういうことを考えていって、予算化をしていく

ということが大切だろうと思いますし、また、

現在は、民間交通でございますから、これを公

共交通が担ってもらっております。そういった
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ところに、今、市からも補助金を出している状

況でございますから、この補助金が有効に活用

されているという形のバス運行というものを、

チェックしながらやっていかなきゃいけない。 

 来年度予算に向けての取り組みも、今、聞か

れましたけれども、やはりこういうことを、も

っと具体化していかないと、ただ話だけしてい

る、補助金出しているからちゃんとやってくれ

と、相手任せにするんじゃなくて、もう少し、

みずから考えて、自分たち、住民がどういうふ

うなことを要求しているかというものを、やっ

ぱり自分たちから交通関係者にお願いをしてい

く。そしてまた、こういうものに対して、補助

金を出していくことに対しての、議会の御承認

をいただくというふうなものが、私自身は大切

だというふうに思っているわけでございます。 

 我々の地域、本当に日本の末端のほうの地域

でございますから、非常にこの問題が顕在化し

ていることは、もうここにおられる皆さんも、

市民の皆さんも十分御承知のことだと思います。 

 どういった形で、我々行政として、この足の

確保をしていくか、そういうことも非常に重要

な課題というふうに、私はとらえておるところ

でございます。 

 また、議員の皆様方からも、具体的にこうし

たらどうだというふうなことの、これによって

解決ができるというふうなところがございまし

たら、ぜひ御協議をいただきますよう、お願い

申し上げまして、答弁とさせていただきます。 

○議長（寺田公一君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） 若干、再質問をさせて

いただきたいと思いますが。 

 広報の編集については、企画課が中心になっ

て、いろいろなアドバイザーの意見も聞きなが

ら、編集をしておるということでございます。 

 そこで、確認の意味で問わせてもらいますが、

この「広報すくも」を編集するに当たり、市長

自身が書いた市長雑感についても、その対象に

なっておると思うんですけれども、そのことに

ついてお伺いいたします。 

 市民の皆さんから、いろいろ僕のところに届

くのは、やはり公金を使っておるという部分で、

市長の所見とか、私見とか、そこらあたりを、

公金で使っておると。 

 公金で使っていることに対して、一定、疑問

が出てきておるということでございます。 

 自身のことについて書くのであれば、ホーム

ページなり、ブログ等で行うほうが、より自然

かなという思いがいたしますので、この点につ

いてもお伺いをいたします。 

 さらに、公共交通の関係ですけれども、先日、

議会改革の調査特別委員会として、伊予市、並

びに鳴門市へ調査にお伺いしました。 

 そういう意見交換の中で、両市とも公共交通

の問題について、真剣に考えているようであり

ました。 

 伊予市では、デマンド交通システムの導入を

計画しておりました。そしてまた、鳴門市は、

現在の市営交通を廃止をして、将来的には、福

祉部門も取り入れた方向での検討をしようとし

ておりました。 

 このように、全国的に地域公共交通体系につ

いて、取り組みがなされております。市長は、

前に、私のこの問題について質問をする中で、

デマンド交通システムの導入につきましては、

住民の方の利便性とか、運行の効率等を調査す

る中で、研究してまいりたいと答弁をされてお

りますが、デマンド交通システムの導入につい

て、どのような調査を今日までされてきておる

のか。また、研究がなされたのか、お伺いをい

たします。 

 また、高齢化が進む今日にあって、住民ニー

ズを把握する中で、時代の要求にあった、宿毛

市にとって最適な公共交通のあり方について、
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地域公共交通会議等による議論を含めて、検討

していかなければならないとも言われました。 

 住民ニーズをどのような方法で把握しようと

しているのかお伺いいたします。 

 住民の必要最低限度の生活路線の確保、及び

利便性の増進について、協議することを目的と

して、地域公共交通会議が設置されております

が、この会議の議論の中で、解決に向けて、ど

のような検討がされたのか、お示しをいただき

たいと思います。 

 そして、この構成メンバーに住民、地区長さ

んも入っておると思うんですけれども、地区長

さんだけではなしに、こうした地域で生活をす

る上で困っておる生の声を、この会議に参加を

していただいて、対策を講じることも必要かと

思いますが、このように、実際に生活をされて

おる地区の皆さんを、代表をメンバーに加える

ことはできないものか、所見をお伺いいたしま

す。 

 そして、地域公共交通の充実の必要性は、単

に病院への通院とか、買い物対策等の移動手段

の観点には限らんと思うんです。 

 もう一つ大切な、本当に大切な側面があるの

であります。それは、お年寄りの交通事故防止

対策という観点であります。 

 公共交通体系が充実をしていない本市の現状

では、日常生活をおくる上で、自家用車は必需

品でありまして、お年を召した方が運転をされ

ておるのを、多く見受けられます。これもいた

し方ないことであります。 

 しかし、最近では、高齢者の交通事故が多く

発生をいたしておりまして、交通安全運動にお

いて、高齢者の交通事故防止が重点的な取り組

みともなっております。 

 公共交通が充実されれば、高齢者が車を運転

する機会が少なくなり、交通事故防止につなが

るものと考えますが、市長の所見をお伺いをい

たします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、松浦議員の再質

問にお答えします。 

 広報のことでございます。 

 広報そのものは、公金使って作成しているの

は、これは十分、皆さん御存じのとおりでござ

います。 

 私、先ほど申し上げましたように、自己宣伝

ということではなくて、やっぱり公人たる市長

が何を考え、何を思って、どんなことを思って

いるかは、皆さんに知らせるのは、これは先ほ

ど言いましたように義務だというふうに思って

おりますから。 

 だから、そういうことのみでございます。 

 また、私、あんまりホームページをつくった

り何か、この能力がないものですから、自分で

ものを書くよりしょうがないというところでご

ざいまして。メールなんかも、あんまり見てい

るひまというものが、あんまりない状況でござ

いますので、そこら辺で、私自身は自己宣伝を

しているわけじゃなくて、市長として思ってい

ることを広報という媒体を使って、皆さんに知

っていただくということが、私は大切だという

ふうに思ってます。 

 それから、次のデマンドシステムとかの導入

でございますけれども、デマンド交通システム、

いろんなところでの導入事例がございます。 

 先ほども言いましたように、市長会報である

とか、交通セミナー誌だとか、そういうものも

ありまして、それから、今、四万十市で運用さ

れております。 

 導入の方法と導入自治体、それぞれ、さまざ

まです。当市のように、行政区域が広くて、集

落が分散した状況。 

 御存じのように、中心市街地を、今、空洞化

しておりまして、外部へ向かっての買い物、量
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販店が展開しているというふうな状況でござい

ます。 

 こういった形で、導入する場合には、その運

行経路が長くなったり、複数路線の設定が必要

となってくるんじゃないか。そんなことで、調

査しまして、現段階では、他にみあいの例はな

くて、困難じゃないかなというふうなことを考

えておるわけでございます。 

 これ、先ほど申しましたように、住民サービ

スにつながるように、四万十町を含む、先ほど、

幡多全域で全体をとらえて取り組みを検討して

いって、いろんな実証実験を今しておりますの

で、その中で、宿毛市に合う最適性というんで

すか、そういったものを見出して、協議をして

いって、提案をしていきたいなというふうなこ

とを思っております。 

 それから、公共交通協議会の委員でございま

すけれども、これは各自治体から住民代表、そ

れから市町村長、それから高等学校長協会、そ

れから交通機関、公安委員会、国土交通省、そ

れから県、それから財団法人の高知県観光コン

ベンション協会で組織されておりまして、いろ

んな意見を出し合った形で検討がなされている

という状況です。 

 住民代表ですが、これは地区長連合会、それ

から社会福祉協議会、商工会議所等に所属され

る方で構成されて、広く皆さんの意見が反映さ

れた中で、検討がなされていると思います。 

 また、やはり住民ニーズの把握につきまして

は、公共交通のいってないところの地区の方と

いうものは、非常に大切じゃなかろうかという

ふうに思います。 

 また、高齢者の事故防止対策というふうなも

のも出ました。この公共交通協議会の中でも、

話題にものっておりまして、高齢者の事故防止

対策として、免許を返納された方に対して、格

安の定期券なり、その乗車券なり、こういった

ものを発行するサービスを既に実施しておると

ころでございますけど、現段階での利用者が、

今、非常に少ないということです。 

 別の視点からのサービスを、協議会の中でも、

今、検討をしておると。どうすれば、高齢者す

べての方が運転がもう不安定になっているとい

うわけではございませんが、万が一のときのこ

とを考えた場合に、御自分で判断をしていただ

かなきゃいけない。その免許返納とかですね。 

 そういったものの問題がございまして、そう

いった方々に、先ほどの話に出てますように、

どうすればその方の交通器具といいますか、そ

の方の足になっていけるのか、そういったもの

が、まだ把握がされてない部分があるんじゃな

かろうかというふうに思います。 

 先ほど言いました、住民ニーズの把握という

ところ、そういうところがもう一つ、ちょっと

弱いかなというふうなところがございますので、

どういった形で把握をきちんとできて、その対

策はとれるかということを、やっぱり考えてい

かなきゃいけないかなと、そんなふうに考えて

ます。 

○議長（寺田公一君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） 広報の関係ですけれど

も、ここで、私なりの意見といいますか、市民

から届いた意見を申し上げ、改善を求めたとこ

ろですけれども、市長の答弁を見ますと、この

点については平行線になるかなという思いがい

たします。 

 そういった市民の皆さんの声があるというこ

とを踏まえて、今後の掲載については、十分、

気をつけた掲載をお願いをしたいというふうに

思います。 

 それと、紙面の充実の関係で１点、提案をさ

せていただきたいと思いますけれども。 

 私たち議員が、ここで一般質問をする中で、

市の考えなり、市長の考えなり等、現状につい
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て理解をすることができるわけですけれども、

１万部近く印刷されておるというふうに思いま

す、この広報。そうした面で、広報の中で、宿

毛市の現状、少子高齢化の問題とか、介護の問

題、医療体制の問題、そして税金の問題とか産

業振興の問題、いろいろ課題があるわけですけ

れども、宿毛市の現状は、今、こうですよと。

こういう実態ですよということを、市民に広く

ピーアールいいますか、お知らせをするという

か、そういった情報も、ぜひ取り入れていただ

きたいというふうに思います。 

 それと公共交通の関係ですけれども、これも

るる、市長のほうから答弁をいただきました。

知事のもとで委員会が設置されておるという中

で、委員として任命をされておるということで

あります。 

 ぜひ、そうした会の中で、宿毛市の現状につ

いて、市長も一定、理解をしておるというか、

把握をしている部分があると思いますけれども、

ぜひこの問題について、本当に住民の立場に立

った宿毛市の現状を踏まえて、意見を述べてい

ただき、還元をしていただくよう強く求めまし

て、一般質問を終わります。 

○議長（寺田公一君） １番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君） １番、一般質問を行い

ます。 

 先ほど、松浦議員からもありましたが、私の

所属する議会改革調査特別委員会では、３月議

会で設置されて以降、積極的な議会改革に向け

て、議論を行っておりますが、今回、自治基本

条例の制定と、議会改革をテーマに、７月２９

日に愛媛県伊予市、７月３０日に徳島県鳴門市

に行政視察をすることができました。 

 両市の先進的な取り組みを視察し、委員一同、

大いに刺激を受けたところであります。 

 日常的に政策等の調査、研究には必要な資料、

情報は各種の文献、インターネット上から収集

しますが、実際に該当施策を立案、実施する場

合の課題、プロセス等は、実際に行って、見て、

聞かないとわからない点がたくさんあります。 

 そうした意味で、行政視察の意義は、大変大

きいものがあると思います。 

 この行政視察で学んだことをきょうの主なテ

ーマに、質問に入ります。 

 初めに、自治基本条例についてであります。 

 今回、行政視察に訪問いたしました伊予市で

は、制定済み。鳴門市では、その策定が最終段

階になっておりました。 

 この自治基本条例の制定する自治体がふえて

いる背景は、２０００年４月に地方分権一括法

が施行され、地方分権がスタートし、従来は国、

都道府県、市町村、住民の関係は縦の関係でし

たが、この地方分権により、国、都道府県、市

町村が対等の立場になり、地方自治体は独自で

決定できる範囲がふえ、自立性を持つ地方政府

としての位置づけを持つことになりました。 

 この地方主権改革が進展すれば、おのずと地

方公共団体間で行政サービスに差が生じてくる

ものであり、地方公共団体の首長や、議会の議

員を選ぶ住民の判断と責任は、極めて重大にな

り、地方主権改革は、単なる制度の改革ではな

く、地域の住民がみずからの住む地域を、みず

からの責任でつくっていくという、責任の改革

であり、民主主義そのものの改革であるとされ

ております。 

 住民や首長の、議会のあり方や責任も変わっ

ていかなければならないとされております。 

 全国共通のガイドラインというものが通用し

なくなり、自治体でそれぞれの地域事情にあわ

せたまちづくりについて、明確なルールが必要

となり、全国の自治体で自治基本条例が制定さ

れております。 

 地方分権一括法の施行から１０年を迎え、現

在、国においては、地域のことは地域に住む住
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民が決める、地域主権を早期に確立する観点よ

り、地域主権戦略会議を内閣府に設置して、こ

の６月２２日に地域主権戦略大綱を閣議決定す

るといった状況になっております。 

 地域分権が進展する中で、自己責任と自己決

定に基づく自治体運営を進めていくための本市

の自治の基本ルールとなる自治基本条例が必要

であると考えるが、その必要性と、これまでの

取り組みについて、お聞かせ願いたい。 

 次に、総合計画策定についてであります。 

 先ほどの自治基本条例においても、行政運営

の原則として、総合計画の位置づけを適切に規

定することによって、総合計画が実効性のある、

有効な計画になると思われますが、この総合計

画について、昨年の９月議会においても質問さ

せていただきましたが、当時は新計画策定の工

程と手法はまだ決定していない。現計画を検証

する中で、知恵を出し、工夫をして取り組んで

いくと答弁されておりましたが、本年度、次期

計画の策定が始まっていると思われますが、４

点ほど質問したいと思います。 

 １つ目として、現行の計画の検証について、

どのような反省点、問題点があったのか。 

 ２つ目として、次期計画策定の工程、手法に

ついて、どのような策定計画になっておるのか。 

 ３つ目として、通常、この総合計画の策定に

は、大変な時間を要するものであり、本年度、

あと半年となり、年度内に基本構想、基本計画、

実施計画、すべてを策定可能なのか。 

 ４つ目、最後として、今回の策定で、市民ニ

ーズ、及び市民の意識をどのような方法で把握

するのかをお聞かせ願いたい。 

 次に、行政評価システムについてであります。 

 この行政評価と説明責任も、自治基本条例に

市政の運営の原則として各地の自治体の条例に

組み入れられております。 

 伊予市においても、第１４条、行政評価とし

て執行機関が行う事務事業などを、妥当性、有

効性、効率性の観点から評価し、成果志向の行

政運営を目指すとされております。 

 そして、第１６条説明責任として、執行機関

は政策の立案、実施及び評価に至る過程におい

て、その経過、内容、効果について、市民にわ

かりやすく説明する責任を果たさなければなら

ないとされております。 

 本市の行政評価に対して、以前、一般質問を

行った際には、庁内での評価に終わっており、

本当に公平、客観的な評価がなされているか、

市民目線に沿った行政運営となっているかとい

った課題はあると答弁をいただきましたが、そ

の後、当市の行政評価について、どのように改

善されているのかをお聞かせ願いたい。 

 また、市民にもわかりやすい説明責任につい

て、どのように取り組んでいるのかをお聞かせ

願いたい。 

 最後に、教育長にお尋ねいたします。 

 平成２２年度全国学力・学習状況調査の結果

についてであります。 

 高知県全体の結果については、県教委より説

明資料が公表されておりますが、この報告によ

りますと、小学校では全国平均に、今回、到達

いたしまして、平成１９年度からの正答率の伸

び率は全国６位となっております。 

 中学校では、全国最下位レベルではあります

が、はっきりとした上昇傾向が見られ、正答率

の伸び率は全国１位の結果であり、県教委の教

育改革の取り組みが成果としてあらわれる結果

となっております。 

 質問紙調査についての課題は、保護者や地域

とのかかわりについては、全国平均と比較する

とまだ低く、ここに課題があると報告されてお

りました。 

 宿毛市のこの全国学力・学習状況調査につい

て、宿毛市教育委員会として、どのような分析
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をされていて、どのような課題があり、その改

善策についてお聞かせ願いたい。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、今城議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 自治基本条例の件でございます。いろいろ行

政視察に行ってきて、実際に見てきていただい

たということで、的確な御質問だというふうに、

私は思いました。 

 今城議員の言葉の中に、全国共通のガイドラ

インというものは、もう今は効力を発揮しない

ということにおいては、私も非常に今、感じて

いるところでございまして、例えば東京の人口

がたくさんいるところと、宿毛市と同じもので

あるかといったら、また全然違う。 

 だから、政府もそういった対応をしていただ

かなきゃいけないのは、今の世の中になってき

ているんじゃないかなというふうなことも思い

ます。 

 それから、自治体、分権一括法なんかで、国

も県も市も対等という形、これにつきましては、

庁内でも県と対等にわたりあって物事をやって

いくということが非常に大切だというふうなこ

とで、これまでも取り組んでおるところでござ

います。 

 自治基本条例、最初にさきのほうに制定した

飯山市でしたっけ、ああいったところ等の条例

もいただいたり、インターネットでとったりし

て、勉強もさせていただきました。 

 住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定

めた条例でございます。現在、その条例を制定

する自治体がふえていることも承知をしており

ます。 

 私どもも、いずれこの自治基本条例たるもの

をつくっていかなきゃいけないかなというふう

な思いは持っているところでございますが、条

例を制定した自治体の内容を拝見をしておりま

すと、市民の権利とか、市民の参加、それから

協働、住民投票などについて、定められている

ケースが多いような気がいたします。 

 現在、当市の取り組みでございますが、条例

の内容に即した形では、市政の情報発信として

の毎月の広報であるとか、住民の意見を市政に

取り入れる方法として、年に１回の市政懇談会

の実施を初めとしまして、個人の方へは、電子

メールの活用とか、市役所玄関にもボックスを

設置しまして、市役所への御意見を賜るという

ことにはなっております。 

 また、各種の施策に対して、パブリックコメ

ントとかアンケート調査を実施もしてきました

が、市民の方々の御意見が少ない状況でござい

ます。これ、現実ですね。 

 それから、こういったことを考えますと、行

政に対する関心がいま一つではないかというふ

うに感じております。こういうことを言うと、

おまえたちの宣伝が足りないんだというふうな、

情報公開が足りないんだということを言われる

かもしれませんが、いま一つ御意見が少ないか

なということは思っております。 

 基本条例の制定でございますけど、先進地で

は、通常、２年ほど要する、多大な事務作業で

あるというふうに思っております。 

 現在の当市の状況を考えますと、自治体と市

民との関係でございますが、各種の法律、条例

でおおむね担保されているんじゃなかろうかと

いうふうに考えますので、今現在、あえて基本

条例を制定する必要ないんじゃないかなという

ふうには考えていますが、これから国と地方の

役割分担というものは、明確になってくるんで

はないかなというふうに、また明確にしていた

だかなきゃいけないんじゃないかなというふう

に、私自身も思っております。 

 こういった形で、明確化されまして、地方分
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権の推進が急に進むというふうな変革期でもあ

るというふうに、私は思ってますので、引き続

き自治基本条例についての調査研究、いわゆる

いざというときにこの条例がきちんと発行でき

る体制で取り組まなきゃいけないかなと、そん

なふうに考えておるところでございます。 

 次に、総合計画の策定でございます。総合計

画、実はまだ計画そのものができ上がっており

ません。案がですね。 

 策定に向けた取り組み状況でございます。現

在、全計画の策定手順であるとか、実施計画で

掲げられている事業内容等について、調査検討

を行っている段階でございます。 

 今後の計画策定に当たっては、昨年の第３回

の定例会で答弁しておりますが、審議会形式に

よる方法を考えておりまして、工程につきまし

ては、現段階でこうこうですという、現実のこ

とをちょっとお示しづらいところがあります。

まだお示しできませんが、本年度内に作成でき

るように努力をいたしていきます。 

 また、市民ニーズの把握方法につきましては、

ホームページとか、広報に掲載するなどで周知

を図るとともに、必要な項目については、パブ

リックコメントを求めていきたいというふうに

考えております。 

 いずれにしても、計画を策定することが目的

というわけじゃなくて、やはり計画に基づいて、

それを実施していくことが大切だというふうに

思っておりますので、この総合計画、実現可能

な計画づくりに向かって努力していきたいとい

うふうに考えます。 

 次に、行政評価システムでございますが、こ

れの運用状況につきましては、以前から担当課

での評価を予算編成に反映させるという形で行

っていますが、内容につきましては、見直しを

行いながら実施しています。 

 見直し内容としましては、現在は新規の事業

が少なくて、多くの事業が現状維持という評価

となっております。調査票の作成について、職

員の事務量の負担が非常に多くなっております。 

 また、単純に数値での評価が困難なものもあ

ることなどの理由から、２２年度当初予算から、

継続事業については各担当の方向性を示した上

で、事業ごとについて見直しを行ったかどうか、

見直しを行った理由、行わなかった理由などを

記載する様式に変更しております。 

 評価につきましては、まず、担当課による自

己評価を行いまして、総務課、財政のほうでご

ざいますが、総務課による内部評価を経まして、

市長が最終判断をするという形で実施しており

ます。 

 外部評価につきましては、現行の議会による

決算審査において、事業に対する評価も受けて

おります。第３セクターによる評価、今のとこ

ろは考えておりません。事業評価表の利用に関

しても、内部での予算編成についての利用のみ

でございますので、公表は行っておりませんが、

行政評価の結果を反映させたものが予算の提案

となっておりますので、説明はできているんで

はないかというふうに考えております。 

 しかしながら、行政評価システムについては、

今後も事業評価の精度の向上、活用方法の検討

は必要と考えておりまして、評価対象事業、評

価方法等につきましては、見直しを行いながら、

市民目線に沿った、よりよい行政運営に向けて

実施していきたいと、そのように考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、今城議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 今年度の学力・学習状況調査は、新政権下の

民主党の方針によって、昨年での悉皆調査、す

べての学校で調査を行う方法から、抽出により
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ます調査方法と、希望によります調査方法の２

つの調査方法で実施をいたしました。 

 県が公表をいたしました調査結果につきまし

ては、抽出による結果報告に基づくものであり

ます。宿毛市におきましては、抽出調査の学校

数が大変少ない状況でありました。それで、よ

り正確を期すために、抽出校以外の学校でも実

施をいたしましたので、その８月末に希望実施

の調査の結果も届きましたので、両方の結果を

あわせてお答えをいたします。 

 大きな傾向といたしましては、小学校におき

ましては、調査開始以来、国語、数学ともに全

国平均、もしくは全国平均を少し下回る程度で

推移をしておりましたし、それから、今年度に

つきましては、十分、全国の真ん中くらいには

位置をしております。 

 それから、本年度も例年と同様でありますけ

れども、少し改善が見られたかなという程度に

あります。 

 中学校におきましては、県と同様、昨年度ま

では年を追うごとに改善が見られておりまして、

全国平均を少し下回る程度となっておりました

けれども、本年度におきましては、国語、数学

ともに全国平均を、残念ながら下回りまして、

特に数学に課題が見られました。 

 特に、応用であるだとかいう問題で、少し子

供たちがつまずきが見られたのではないかと思

っております。 

 それから、学力向上の対策方法といたしまし

ては、全県下的には「早寝・早起き・朝ごは

ん」のスローガンを策定をいたしまして、基本

的な生活習慣の確立であるだとか、教員の指導

力の向上、これは授業改善の取り組みというこ

とにつながると思いますけれども、取り組んで

まいりました。宿毛市におきましても同様であ

ります。 

 また、宿毛市におきましては、特に重点目標

といたしまして、「宿毛の子は人の話を目で聞

ける子」というスローガンをつくりまして、学

習規律を確立をいたしまして、子供たちが真剣

に、学習に取り組める環境づくりを推進をして

まいりました。 

 具体的な取り組みといたしましては、県の事

業であります教科のミドルリーダーの育成事業

であるだとか、中学校の数学、英語の授業改善

プロジェクト事業であるとか、それから算数、

数学の単元テストの実施であるとか、学習シー

ト等の活用、宿毛市の教育研究所が主催をして

おります研究主任会とか、中学校の教科担当者

会、それから各教科の研究会での授業にかかわ

る研修会等を実施をしてまいりました。 

 校内研修の中でも、西部教育事務所等の指導

主事を招聘をいたしまして、外部の目も入れな

がら、授業改善を進めてまいりました。 

 各校においても、基本的な学力の定着のため

に、全校一斉で行う読書活動であったり、計算、

漢字等の時間を設定する、帯タイムで、こまを

のけまして、教育カリキュラム以外に帯タイム

をつくりまして、計算、漢字等の時間を設定す

るなどの独自の取り組みも行っております。 

 その他、家庭学習、宿題につきましても見直

しを図るとともに、生活点検等を年間数回、実

施をいたしまして、規則正しい生活の定着が図

れるように取り組みをしてまいりました。 

 こうした取り組みにより、これまで一定の成

果を見られておりましたけれども、今年度は、

先ほど申しましたように、中学校においては、

全国との差が開いたことにつきましては、大変

残念に思っております。これから、できるだけ

早く、調査結果を細かく分析調査をいたしまし

て、授業で十分理解が足りなかった部分を、し

っかりと把握して、授業の改善を図ったり、そ

れから放課後の加力学習等を実施する中で、復

習等の対策を講じまして、今までの取り組みを
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再点検をする中で、危機感を持って学力向上の

取り組みを行ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君） １番、若干、再質問を

させていただきます。 

 自治基本条例についてですが、おおむね現行

の条例で網羅されているので、その必要性は薄

いような答弁に聞こえました。 

 ほかの、あとの質問の総合計画、行政評価に

ついて、それをどのように行政は運営していく

のかと。担保された条例はないと。 

 やっぱり、行政運営の原則として、総合計画、

行政評価があって、それをしっかりと市民にも

説明責任を果たして、やっていきますよという

ふうな、自分はその運営の原則について、書か

れたものが少ないので、自治基本条例も必要じ

ゃないかと思い、提案をしております。 

 今までの職員は、本当にガイドラインに、国、

県から与えられたガイドラインに沿って、忠実

に仕事をすることは得意中の得意なんですけど、

みずから考えて改善していくということは、非

常に弱い。やはり、これからは地方が自由にで

きるんだから、自分たちで考えて、自分たちの

まちをよくしていくような、そういう職員をふ

やして、そういうスキルが高い職員をふやして

いかないかん。 

 それで、その成果をしっかりとはかって、ど

うだったかということを評価していく行政シス

テムも必要です。 

 現在の状況は、少し後退しているんじゃない

か。答弁で、少し前向きなことも、語尾のほう

でありましたけど、しっかりとやっていくとい

うような答弁が欲しかったと思います。 

 自治基本条例についての再質問は以上です。 

 それから、総合計画についてですが、どうも

ほかの市町村を見ておりますと、この計画には

２年ぐらいかけて、練りに練った計画を、市民

と一緒につくっております。 

 あと半年では、もう絶対にできません。 

 総合計画は、何年後には、これを実現してい

きますという市民の現状を踏まえたものを、改

善していく工程表でございます。予算編成にも

リンクしていかないかん。それが今回、切れて

しまう。 

 切れてしまうといっても、前の計画は、そん

なに活用されていない。規律式で、展開できな

いような計画、これが問題あるという検証も反

省もされていない。 

 プラン・ドゥー・プラン・ドゥー、チェック

とアクションがない。そういう計画です。 

 もう、せっかくつくるんだったら、本当にい

いものをつくっていただきたい。時間をかけて、

市民との審議会形式もいいですけど、本当に市

民の声を聞くような計画をつくっていかなきゃ

いけない。それが、現在の職員で、少し荷が重

たいようでしたら、コンサルティングを受けて

もいいと思います。これは無駄なお金じゃない

と思います。学ぶことも必要だと思います。 

 その点について、再質問をいたします。 

 それから、行政評価についても、新規事業が

少ない。継続事業が主だから、少し省略したよ

うに聞こえましたけど、職員の荷が重たいとい

うこともありますけど、しっかりとした、その

成果主義を検証していくのは、この行政評価シ

ステムですので、新規事業をするかしないかの

判断ではなしに、その事業が適切かどうかの成

果度を図るものですので、省略しちゃいかん。

しっかりと図っていかないかんと思いますが、

その辺を市長、再答弁お願いします。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、今城議員の再質

問にお答えをいたします。 
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 自治基本条例、後ろ向きの答弁をしたつもり

はございませんが、条件を許して、先ほども申

し上げましたように、地方と国、県なりの役割

分担というものが、私、ここに、ポストについ

てから、ずっとそれを思っているんですが。 

 地方分権、分権といいますけど、県のほうか

ら来るのは、全然、何か権利がないようなもの

ばっかりというふうな、ほとんど年に１回もあ

るのか、３年に１回あるようなものぐらいしか

ありません。 

 だから、国は何をして、地方が何をするんだ

ということが、やっぱりこの役割分担と一緒で、

非常に大切な時期で、これからどうしてもそう

なってくると、私は思っております。 

 国会のほうで、いろいろ国の役人であるとか、

国会議員のほうで、いろんな事業仕分けなんか

もしておりますし、そういったものがこれから

具体的に出てくるのかなと。我々も市長会を通

じて、こういったものは、市の役目じゃないか、

県の役目じゃないかとか、そういったものも、

少しずつ言ってきているわけでございますので、

やはりそこら辺の役割分担を、しっかりした上

で、この基本条例というものを定めていこうか

なというふうな気持ちが強かったものですから、

今、今城議員がおっしゃったような、行政運営

の基本原則なんだというところを、少し表にし

っかり出してない答弁であったとは思います。 

 これから、この自治基本条例につきましても、

やっぱり職員のこともありました。私のスロー

ガンが、庁内的には、やる気で知恵出し一工夫

してくれということを、ずっと言ってきている

わけでございまして、そういったものを、いわ

ゆるガイドラインをこわしていく、そういった、

何のために我々、行政をやっているかというこ

とを、やっぱり考えていただきたいという部分

がありまして、そういったスローガンを、ちょ

っと出しているわけでございます。 

 自治基本条例につきましては、本当に行政面

の基本原則、これ、けど原則つくって守れない

のでは何ともならないというふうなこともござ

いますので、しっかりしてできるものを条例化

していく。 

 この条例に盛り込むべき事項については、そ

れぞれ、いろんなところの例文というものがご

ざいますけど、それを盛り込んだ形のものの、

自分なりの案的なものは、一応、あるわけなん

でございますけれども、やはり皆さんの中で、

いろいろな案を出していただくというものが大

切かなというふうな状況でございます。 

 先ほどの答弁につきましては、ちょっと引っ

込んでいるんじゃないかなみたいなことをおっ

しゃられました。これは現状を正直に申し上げ

させていただいたということでございます。 

 それから、総合計画については、おっしゃる

とおりの、もう何年もかかっているというふう

なところでございます。ただ、これにつきまし

ては、現状の計画については、それを検証しな

がらという部分もございますので、ダブってい

る部分もございます。そういったもので、その

ダブっている部分を、今、検証しながら、それ

を計画案としてまとめていこうと。 

 本当に、職員の中でできなきゃ、コンサルに

任せてもいいんじゃないかという御発言ござい

ましたけれども、私自身は、コンサルというの

は、外部の人たちに任せるというか、これが市

内の方ならまだいいかもしれません。外部の、

市外の方のコンサルに任せるというふうなこと

は、少し、今までやってきた経緯から、自分た

ちで考えて、自分たちで物事をつくっていくと

いうことが大切じゃないかなというふうなこと

で、外部といったら職員に悪いんですけど、国

土交通省からも職員を入れたりして、こういっ

た意見を入れながら、手法としてもいろんなも

のを、彼らにも少しずつものを言ってもらいな
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がら、検証しているつもりでございますから、

できるだけ頑張ってやっていきたいというふう

に思いますので、ぜひまた、今城議員のほう、

また議員の皆様方にも、いい知恵、こんなのを

計画にしたらどうだとか、そういうものを入れ

ていただければありがたいというふうに思いま

す。 

 先ほどの話では、やっぱり、しっかり頑張っ

てつくれというふうなことだろうというふうに

思いますから、頑張ってその総合計画を策定す

るように努めてまいりたいというふうに思いま

す。 

 行政評価にしてもしかりでございます。一応、

今のある現状を壊すというばっかりじゃなくて、

いいものは伸ばして、やはり要らないものは省

いていくというのが、評価をしていくべき、一

番頭の中にある根本的なことだろうというふう

に思います。 

 先ほども申しました、やっぱりやる気でやら

なきゃ何ともなりませんので、やる気で、知恵

もある人たち、皆さん、知恵あると思いますか

ら、こういったことをしながら、自治基本条例、

総合計画、そしてまた、行政評価というふうな

もの。また、ほかのものもいろいろ、多々あり

ます。そういったものに、全部生かしていきた

いと、このように考えます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） １番今城誠司君。 

○１番（今城誠司君） しっかりとやるという

答弁から、あとの再質問はないわけですけど、

我々議員もしっかりやらなければならない。こ

の自治基本条例についても、議員提案の政策条

例も可能です。いろんな勉強をしてやっていき

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（寺田公一君） この際、午後１時まで

休憩いたします。 

午前１１時２０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時００分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ７番有田都子君。 

○７番（有田都子君） ７番、一般質問をいた

します。 

 心はだれにも見えないけれど、心づかいは見

える。思いは見えないけれど、思いやりはだれ

にでも見える。温かい心も優しい思いも、行い

によって初めて見える。 

 灼熱の太陽の照りつけるこの夏、ふと見つけ

たかそけき涼風を感じることのできたある紙面

の文字でした。 

 脱藩の道を駆け抜け、土佐人からただの日本

人となり、さらにさらに地球の半周をも駆ける

ほど走りに走って、日本のために、日本を救う

ために大仕事をなし遂げた、思いを行いによっ

て示してくれた愛すべき龍馬をまねようなどと、

そんな大きなことを言うつもりはありません。

ただ、ちょっぴりでもいい、毎日、毎日の中に、

子供の中に、大人同士の中に、いいところ、ほ

めてあげたいところ見つけをするという心づか

いをしていったらなと、あってはならない文字、

いじめ、自殺、虐待の文字を目にするとき、一

筋の涙とともに、ついつい思ってしまうこのご

ろです。 

 前段の長きことをおわびしつつ、その前段の

思いにつなげて、１点目、手話の普及について、

市長へお伺いいたします。 

 私どもの社会には、働き盛りの大人もいれば、

小さな子供、高齢者も、また病気や障害のため

に、何らかの支援が必要な人、本当にいろいろ

な人々が生活しています。 

 そのいろいろな人々が、社会を構成する一人

として、対等かつ平等に、自分の望む生活がで
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きる地域社会こそが、当たり前の社会、ノーマ

ルな社会であるという考え方、１９５０年代の

終わりにデンマークで起こったこのノーマライ

ゼーションの考え方は、やがて障害者福祉の基

本理念として、世界の国々に支持され、日本に

おいても、昭和５６年国際障害者年を契機に、

障害の有無に関係なく、人として尊重され、と

もに生きられる社会を築いていく活動の大切な

柱として、行政、民間レベルともに啓発、普及

してきたのです。 

 このたび、当宿毛市において、手話奉仕員養

成講座が開催されることは、聴覚に障害を持つ

方々への理解、コミュニケーションの機会の増

加につながるという点からも、意義ある事業だ

と考えます。 

 平成１４年、１５年に実施されてより、今回

まで休講となっていた講座ですが、せっかくの

今回の開催、多くの参加者による充実した講座

であってほしいと願っています。 

 単に「広報すくも」への掲載のみで終止する

ことなく、学校関係、ＰＴＡ関係、医療関係、

ボランティア団体等へポスター掲示も含む周知

への活動を展開していただきたいと思います。 

 また、市の職員の方々も、多数、受講してい

ただけたらと願われてなりません。 

 市庁舎を訪れる視聴覚障害の方々と、手話に

ての対応、コミュニケーションをとる意味から

も、手話に通じた職員が多数いてくれることは

心強い限りですし、市民への簡単な手話指導に

も当たってもらえるという、すばらしいことに

もつながってくるのではないでしょうか。 

 社会福祉協議会への委託という形であっても、

実施を決断された、市として手話の普及につい

ての思いをお伝えください。 

 ２点目、花へんろウォークの今後について、

市長へお聞きいたします。 

 宿毛のへんろ道を知るための市民講座的意味

と、道案内させていただくというお接待の意味、

また、世界遺産化への意識の高揚を図る意味な

どを内蔵したへんろ道ウォークが、市教育委員

会の積極的な、温かい取り組みのもと、市のイ

ベントとして、出発させていただき、今年度３

回目が実施されようとしています。 

 １回目、平成２０年度は、市民対象にて、同

年１１月、延光寺より観自在寺方面の長短２コ

ース。 

 ２回目、平成２１年度は、市外の方々へも募

集の幅を広げ、１５０名ほどの参加者にて、観

自在寺より延光寺までの１コースにて実施され

ました。 

 延光寺にては、御住職初めお寺の皆様が完歩

された一人一人をお迎えいただくという、心の

こもった姿。８０歳を超える御婦人が完歩の感

激に涙する姿等々、多くの感動場面が今もまだ

脳裏に新しく残っております。 

 私も、１回目はショートコースへの参加を、

２回目は所属しております商工会女性会員とし

て、延光寺にて豚汁、ぜんざいのお接待をとい

う形で参加させていただきました。 

 今回、３回目となる花へんろウォーク、１回

目、２回目ともコースと内容に変化がありまし

た。今回の実行の決定は承知しておりますが詳

細については把握ができておりません。今回の

ウォークの内容、また、今後の続行という視点

からの方向性等、ウオーキングの今後について、

現段階でお伝えしていただける内容について、

お話いただきたいと思います。 

 続きまして、３点目、潮干狩り場の再生への

取り組みについて、市長へお尋ねいたします。 

 坂ノ下あたりから小筑紫、湊方面の海岸沿い

の干潟に、いま一度、アサリ掘りのにぎわいを

という骨子の質問をさせていただいてより、２

年ほど経過いたしました。 

 その間、春、各地でアサリ掘りに興じる大人、
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子供の楽しげな行動を目にするとき、宿毛も必

ず、この取り組みに花咲くときがくるとの思い

を胸に持ち、またの質問の機を待っておりまし

た。 

 しかし、この８月、千葉県習志野市の干潟の

一部で、連日の猛暑で海草のアオサが大量に腐

敗し、アサリやヤドカリなどが大量死していた

ことが、東邦大学の調査で判明したというニュ

ースを知るに及び、今議会で一度、取り組みの

状況をお聞きしようとの思いにて、質問項目に

入れさせていただきました。 

 前回の市長のお答えは、アサリを放流して、

そこで潮干狩りができることは、家族団らんと

もなるすばらしいこと。漁協、漁業指導所、Ｐ

ＴＡとも話し合いを持ちつつ、稚貝の入手先の

検討等もする中で、できるだけ実現に向けて考

えていきたいというものでした。 

 この干潟を再び、生きた潮干狩り場として蘇

らせていくためのきょうまでの取り組みを、今

日までの取り組みを、お答えできる範囲、お願

い申し上げます。 

 次に、４点目、子ども議会の再開について、

お尋ねいたします。 

 平成１３年１１月、この議場にて中学生によ

る子ども議会がもたれて以来、この議場に子供

たちの高らかなる意見発表の声は響いておりま

せん。 

 平成１９年９月議会において、第２回目の子

ども議会の実施をと一般質問にての提案という

形をとらせていただきましたが、学校の計画や

ニーズを把握して、校長会で話し合いを進めな

がら検討していく旨の、教育長よりのお答えの

まま、今議会を迎えてしまいました。 

 この議場にて、思いや意見を発表することが、

子供たちにとってどれほどの力、効果となるか

はわかりません。しかし、少なくとも、この場

にて発表するという経験を持つこと、また発表

する子供たちの言葉に真摯に耳と心を傾ける市

長、教育長初め執行部、我々議員という大人の

姿を、逆に子供たちの目から見たとき、決して

マイナスの印象を味わうことはないと信じます。 

 今、余りにも命が軽視され、口にすることす

ら辛い子供たちの悲しい現実があります。子供

たちの声を、思いを聞く場は、これでもういい

という限界もなければ、決まった形もないはず

です。 

 今のこの社会の中で、生きていかなければな

らない子供たちが、現実にしっかり目を向け、

心に宿した思いを思いっきり吐き出し、その場

の一つにこの子ども議会がなってくれればと願

われます。 

 再開に向けてのお考えを、市長、教育長にお

伺いいたします。 

 １回目、最後の質問となります５項目め、有

害図書等有害環境の浄化活動について、教育長

へお聞きいたします。 

 今、情報化社会や生活習慣というものは、

我々大人が過ごした思春期とは全く異なった環

境にあるといっても過言ではないと思います。 

 夜遅くまでの塾通い、インターネットや携帯

電話の普及、深夜営業の書店、コンビニエンス

ストアの増加等々、青少年に有害な情報を手に

入れる機会がふえております。 

 そして、それぞれの分野において、さまざま

な問題、課題が生じていることも事実です。子

供はまねぶ、つまりまねをして育っていくとい

う条理を考えたとき、大人のあり方が問われる

ことは言うまでもないことですが、大人の中に

問題が山積しているゆえに、浄化活動に苦慮す

るという実情にあるということも伺えます。 

 しかし、青少年の健全育成のためには、青少

年を取り巻く教育環境を整えていく責任が、大

人にはあるはずです。 

 今回は、多くの課題の中から、青少年にとっ
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て有害と解される雑誌を初めとする図書類、図

書の自動販売機に限っての質問とさせていただ

きますが、書店等への対応、児童生徒へのかか

わりの状況など、青少年育成センターの活動を

中心軸にした教育委員会の浄化活動について、

お伝えください。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、有田都子議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 まず最初に、手話の普及の件でございます。

今月号の「広報すくも」にも、４ページに掲載

をさせていただいております。 

 聴覚障害の方との交流促進と、手話の普及啓

発のため、日常会話程度の手話表現技術を習得

した手話奉仕員を養成する講座を、１０月より

でございますが、宿毛市総合社会福祉センター

で開催することとしています。 

 これ、週１回ということでございますけど、

詳細、週１回が何曜日なのかはちょっと書いて

いなかったと思いますけど、今年度、それから

来年度ということで開催をされるわけでござい

ます。 

 講座は、今年度の、先ほど申しました入門課

程でございますね。今回が、これは３５時間。

来年度が、基礎課程ということで、４５時間行

いまして、修了者には修了証書を交付しまして、

高知県の開催する手話通訳者養成講座への受講

資格が与えられるということになっているわけ

でございます。 

 手話奉仕員を養成することによりまして、広

く市民へ手話を広めていくとともに、聴覚障害

の方が市役所に来られた際にも、御迷惑をおか

けすることのないように、職員の積極的な参加

も呼びかけてまいる予定でございます。 

 手話というのは、日常的に使わないと、なか

なか講座を受けただけで、そのときには、多分、

頭の中、体が覚えていると思いますが、なかな

か、ずっと使っとかないと、すぐ忘れるような

部分もあるようでございます、私が聞いている

ところによりますと。 

 これからも手話通訳だけでなくて、日ごろか

らの見守りとか、声かけなどと、いざというと

きのためには、日常の地域づくりというものも、

非常に大切というふうに考えておりますので、

聴覚障害の方を含めた地域福祉の向上に取り組

んでいかなければならないかなということを考

えておるわけでございます。 

 それから、非常に、きのう、災害のための防

災訓練をやったわけでございますが、記憶に新

しいのが、ことしの２月でしたっけ、チリ地震

のときですね。あのときに、サイレンとか、防

災無線とかで呼びかけはしますけど、海岸にい

る人たちが、まず逃げなかったというところが

ございます。 

 これは、聴覚に障害をもたれているのかどう

か、ちょっとこれはつかめておりませんけど、

サイレンとか、防災無線が聞こえない人だって

いるじゃないかという御指摘を受けました、そ

の後、すぐにですね。 

 やはり、そういったところの方々に対しまし

ては、今後、登録をしていただいて、例えばメ

ールを直接送るだとか、そういう対策をしなき

ゃいけないということで、取り組んでまいりま

した。これは、一つの、いわゆる災害時におけ

る聴覚の不自由な方々に対して、災害、いわゆ

る防災が起きた旨を、即知らせてあげなきゃい

けない。これは、非常に大切なことだというふ

うに思っております。 

 警報なんかが、全然聞こえない方ですね。 

 テレビを見てれば、テレビにテロップが流れ

ますから、それはわかるとは思うんですけど、

やはりそういった方々がおられるということを、

きちんと把握した上での防災対策もするという
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ことも、非常に大切なことだというふうに思い

ます。 

 また、聴覚ばっかりじゃなくて、目の御不自

由な方もおられます。そういった方々につきま

しては、災害時の要援護者台帳、そういった台

帳にも登録をしていただきたいなというふうに

思っておりまして、登録していただいた方には、

それなりの対応を図って、周知するということ

が必要だというふうに考えておるわけでござい

ます。 

 次に、花へんろウォークの今後ということで

ございまして、有田議員が先ほど申されました、

１回目、２回目ということなもんですけど、実

は、私どもは、１回目が、ことしやったのが１

回目だというふうに認識、本当はしているんで

す。 

 前回、一番最初にやりましたのは、延光寺か

ら観自在寺のほうへ行くというルートでござい

ました。 

 これで、１回、試行をやったわけでございま

して、その延光寺から観自在寺へ行ったときに

は、いわゆるお接待の心といいますか、そうい

うものは観自在寺まで行って、宿毛のボランテ

ィアの方々に行ってもらってやるというわけに、

なかなかいかないんじゃないかということで、

本格的には、私ども、第１回と言っているのは、

逆打ちの観自在寺までバスで行っていただいて、

そこから帰って、延光寺でお接待をいただいた

ということで、これが全体としての、宿毛市の

へんろウオークかなというふうに思っているわ

けでございまして、結構、ことしの１月ですか、

しましたときには、非常に南国市とか宇和島市

とか、そういったよそからの方々もお見えにな

りまして、それでその後、だるま夕日も観賞に

行きましょうということで、ちょうどその日は

だるま夕日が出た日でございましたから、ウォ

ークとだるま夕日を市外の方、市内の方にも楽

しんでいただいたというふうな状況でございま

した。 

 ふだん歩くことのないようなへんろ道、特に

うちの場合は、今回は観自在寺からこっちへ来

るときは、松尾峠を下る、のぼりよりもくだり

のほうが、非常に辛かったんじゃないかなとい

うふうに、私自身は思っておりますけど。 

 やはり、沿道の片島中学校であるとか、満倉

小学校であるとか、そんな子供たちのかわいら

しいお接待とか、延光寺での婦人部の方々がお

ぜんざいとか、豚汁とかで、非常にお接待を受

けたということで、大変うれしかったというふ

うな感想もいただいております。 

 私どもがいう第２回でございますけど、来年

の１月１６日に行う予定でございます。 

 これ、第１回、ちょっと１回、２回がずれと

ると思いますけど、ことしやった観自在寺から

延光寺までの２８キロのコースだけを、ことし

やりましたが、来年の１月１６日は、より多く

の方に参加していただきたいという思いで、も

う１コースを設けまして、宿毛市総合社会福祉

センターから貝塚のへんろ道を経由しまして、

延光寺まで歩く、これは約１３キロぐらいでご

ざいますが、この短いコースも新たに加えるこ

ととしているということでございます。 

 また、今議会で予算計上をしておりますが、

地元出身のソプラニスタの岡本知高さんのコン

サートを、前日の１月１５日、土曜日でござい

ますが、ここで実施をいたしまして、コンサー

トとウオーキングをあわせて宣伝していこうと。

ポスターとかチラシを作成しまして、皆さんに

広報して、全国的に知名度のある岡本さんでご

ざいますから、四国内にあるファンの方にも、

宿毛でのウオーキングに参加していただきたい。 

 音楽を聞いていただく、コンサートの岡本さ

んのファンにもウオーキングをやっていただき

たい。また、ウオーキングに来られる皆さんに
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も、岡本さんのコンサートにも参加していただ

きたいというふうな、ダブルのことを思ってお

りまして、全国に向けて幅広く広報したいとい

うふうに考えております。 

 これがまた、宿毛市のＰＲにもつながってい

くんじゃないかなというふうなことでございま

して、今後も健康づくりはもとよりでございま

すが、へんろ道文化に対する理解と関心を高め

ていただいて、そのよさを再認識する機会とし

て、宿毛花へんろウォークを継続していきたい、

このように考えております。 

 次に、潮干狩り場の再生への取り組みでござ

います。私自身も前回、答弁したと思いますが、

できる限り、この潮干狩りをすることはいいこ

とだというふうに思っておりまして、実現をし

ていくといいなというふうなことは思っており

ます。 

 全国的に、アサリの漁獲量は減少していると

いうふうに報告されておりまして、高知県の主

な漁獲場所は、須崎の浦ノ内湾と、高知の浦戸

湾でございまして、浦ノ内湾内では、過去の新

聞報道も出ていましたように、ここ数年は、極

端な不漁でございまして、深刻な状況になって

いると聞いておるわけでございます。 

 宿毛市でも、以前は伊与野川の河口とか、松

田川の河口におきまして、皆さんで潮干狩りで

にぎわっていたということでございますけど、

アサリがほとんどとれていない状況でございま

す。とれても、もうほんの小さいことだという

ふうに聞いております。 

 アサリ資源の減少は全国的でございまして、

地域ごとにその原因はさまざまではあるという

ふうに聞いておるわけでございまして、一説に

は、ナルトビエイという、エイによる食害。そ

れから、人による乱獲、それから海水温の上昇

によります環境悪化など、はっきりした原因が

究明できていないのが現状でございまして、宿

毛湾でのアサリ減少の理由についても、解明で

きていないのが現状でございます。 

 高知県の水産試験場が、浦ノ内湾でのアサリ

稚貝の調査とか、漁獲量の減少に関する調査を

行っておりまして、これらの情報については、

宿毛漁業指導所などと連携をして、情報収集を

行っている状況でございます。 

 試験放流も担当課において検討はしたようで

ございますが、放流場所とか、放流後の管理体

制などの問題がありまして、現実には行われて

おりません。 

 また、松田川河口とか、伊与野川の河口にお

いて、アサリ資源を把握するために、課の中の

職員、担当課の職員によりまして、実態調査を

実施しましたが、伊与野川の河口においては、

１個もとれませんでしたということです。 

 それから、取るほうが悪いというわけじゃな

いとは思いますが、１個も、そのときはなかっ

たということです。 

 それから、松田川河口のアサリも、全く捕獲

できませんでしたが、ここではタイワンハマグ

リに似た大型の二枚貝が数多く捕獲できまして、

松田川河口では、そのアサリにかわって、この

大型の二枚貝が多く繁殖しているんじゃないか

ということが、そのときの実態調査でわかった

ということでございます。 

 アサリが生存できる、我々のこの海岸にある

のかどうかということは、非常に、今から見き

わめる必要があるんじゃないかと。稚貝の放流

とかいうこともありますが、そういった中では、

本当にもう生存できる環境にあるかどうか。 

 例えば稚貝を放流したとしても、それが育た

なきゃ何ともなりませんし、そこの稚貝を放流

したら、それだけで育ったけど、次は全然だめ

だったとか、いう話になると、何ともなりませ

んので、来年度から、宿毛漁業指導所と連携を

しまして、伊与野川河口でのモニタリング調査
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を行う計画をしております。 

 モニタリング調査の結果を解析しまして、原

因が解明できて、アサリの成長も見込まれる条

件が整えば、直接放流によるアサリ資源の増産

も可能ではないかなというふうなことも考えら

れますので、宿毛市ふるさと寄附金を活用した

りして、ふるさとの郷愁を感じる事業と。咸陽

島潮干狩り事業など、取り入れて実施したいな

というふうなことを考えておる状況でございま

す。 

 いずれにしましても、とれないというところ

が、どういう原因があるのかというのが、なか

なかつかめていない。海岸線では、宿毛湾全体

が磯やけ状態にございますし、やはり藻場が非

常に少なくなっておる状況がございます。 

 私自身も、今ある宿毛湾港の防波堤に、人工

の藻場育成ということを県のほうにもお願いし

て、やってもいただいておるわけでございます

けど、やはり魚の生きる藻場があるとか、磯焼

けが解消されるとか、そういうものがないと、

なかなか、アサリにしてもやっぱり海のもので

ございますから、そこら辺がとれるようになら

ないんじゃないか。これはもう、私の素人考え

でございますけど、海の再生というものは、非

常に必要になってくるんじゃないか、そういう

ふうなことを思っているわけでございます。 

 次に、子ども議会についてでございます。 

 有田議員おっしゃった、子供たちにみずから

の思いを多くの人の前で発表する機会を提供す

ることは、大変有意義なことではないかという

ふうには思っております。 

 その方法の一つとして、子ども議会を開催す

ることも考えられますが、開催するに当たりま

しては、教育委員会とか、学校現場での調整が

必要であろうというふうに考えますので、その

調整がついて、例えば子供の代表がここに来て、

何か発表するとか、いろんな、我々に聞くとか、

いうふうなものがあれば、子ども議会への参加

については、私はやぶさかでないというふうに

思います。 

 ただ、学校現場でのいろんな調整がきちんと

つかないと、なかなか難しい面もあるかもしれ

ません。ここはまた、教育長のほうから説明を

させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、有田議員の

子ども議会の再開についてという一般質問にお

答えをいたします。 

 この件につきましては、平成１９年、議員か

ら御質問をいただきまして、市内の小中学校の

校長先生と意見交換をしてまいりました。 

 私も、子供たちがこの議会で、議場で、自分

の思いをしっかり伝え合う中で得られるであろ

う、いろいろな力を得られるであろう、そうい

うことについては、十分、十分というか、大切

なことだと思っておりますし、有意義な体験活

動になろうと思います。 

 しかし一方、今現在、ゆとり教育からの転換

という国の方針を受けまして、必要な時間数を

確保しなければならない現状の中では、子ども

議会を開催いたしましても、参加できますのは、

一部の児童生徒であります。 

 その反面、議会を開催するまでに、子供たち

はもとより、先生方も一定の準備が必要であり

ますし、また、先ほど申しましたように、現在

の厳しい教育課程を編成をする中で、その時間

を確保することにつきましては、かなり困難な

状態であるという意見が、学校現場から多く出

されております。 

 子ども議会の開催につきましては、先ほど来

申し上げてますように、有意義なものであると、

私も考えておりますけれども、児童・生徒会活

動を一層充実をさせ、その活動を通じて、自分
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たちの伝える力を向上させるような取り組みを

進めるほうが、時間的なことも考えて、いいの

ではないかという意見も、学校現場から寄せら

れております。 

 議員御指摘のように、昨今のニュースの中に

は、虐待等により、子供たちが犠牲となる痛ま

しい事件や、子供たちからのいじめ信号を、大

人たちが見落としてしまったことにより、大切

な命が絶たれるといったニュースも報道をされ

ております。 

 学校現場においても、子供たちの状況を敏感

にキャッチをし、子供たちの思いを十分聞き取

ることの大切さを、しっかりと認識をしていた

だき、宿毛から悲惨な犠牲者が出ないように、

学校現場のほうにしっかりと要請をしてまいり

ます。 

 子供たちの意見発表の場の確保といたしまし

ては、校長先生からの意見の中にもありました

ように、児童会、生徒会活動や、人権作文発表

会であるだとか、弁論大会などの取り組みをい

たしておりますので、それを充実してはどうか

という意見が出ております。 

 また、教育委員会としても、子供たちの思い

を聞き取る方策といたしまして、学校等とも調

整の必要があると考えておりますけれども、例

えば、私どもが学校に出向いていって、子供た

ちの意見交換の実施を試みるのも一つの方法で

はないかとも考えております。 

 いずれにしても、子供たちの思いをくみ取る

こと、そういう活動につきましては、教育委員

会としても、大変大切なことであると認識をし

ております。 

 今後とも、校長先生、教職員とも意見交換を

行いまして、学校現場や子供たちに負担の少な

い、よりよい方法で模索をしてまいりたいと、

こんなふうに考えております。 

 続きまして、有害図書等、それから有害環境

の浄化活動についての御質問でございますけれ

ども、有害図書等の自動販売機の販売につきま

しては、市内で２カ所、確認をしております。 

 高知県青少年保護育成条例第９号において、

自動販売機を生業とするものは、青少年の健全

な育成を阻害をしないよう、設置場所及び管理

方法について、配慮することに努める旨の規定

はありますけれども、現状の法令の中で、市の

教育委員会が設置業者に有害図書等の販売規制

を要請をするということは、かなり難しい問題

であると考えております。 

 設置をされている２カ所につきましては、定

期的に宿毛市の青少年育成センターの職員が見

回りをしております。 

 今後とも継続して、巡回等の活動で取り組み

をしていきたい。 

 そのほか、いろいろな方法があれば、それも

検討をしてまいりたいと考えております。 

 市の教育委員会の取り組みといたしましては、

高知県青少年保護育成条例の第８条に、有害図

書の販売は青少年が有害図書を閲覧、購入等が

できないように努める旨の規定がされているこ

とから、これまでも宿毛市の青少年育成センタ

ーの職員が、コンビニであるとか、書店などの

販売店を個別に回って、子供への有害図書が販

売、閲覧等のされることがないように、協力の

要請をしてまいります。 

 現在、有害図書等が不法に投棄されることを

防止をする目的で、回収箱として赤ポストなら

ぬ白ポストの作成を、宿毛工業高等学校の生徒

たちに自主作成のお願いを、そういう活動のお

願いをしております。 

 完成後につきましては、市内に設置をいたし

まして、有害図書の適正な回収に努めることに

しております。 

 今後も、宿毛市青少年育成センター職員の見

回り等によって、子供等が有害図書等を購入、
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閲覧することがないような、適正な対応をして

まいりたいと、このように考えております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ７番有田都子君。 

○７番（有田都子君） ７番、再質問をいたし

ます。 

 ５項目にわたります一般質問に対しての御答

弁、ありがとうございました。 

 全体的に前向きの取り組みの心を感じられて、

敬意を覚えます。 

 １番目の手話の普及についてでございますが、

これは、私自身も今回、この手話の講座に参加

させていただき、たとえそれが入門段階だけで

あっても、参加させていただきたいという思い

を持っておりますが、本当に今、御答弁にもあ

りましたように、もちろんさまざまな、それぞ

れの御障害をお持ちの方、その方に対しての、

いろいろな、こういった一つの手段ということ

に対して、コミュニケーションを図る、そして

地域で交流を持つための手段というものに対し

て、力を注いでいくことも大事でありましょう

けれども、あくまでも日ごろの地域の触れ合い、

地域の支え合い、そういう思いやりを持った目

で見守っていく、そして交流をしていくという

ことが、基本になるということを御答弁にもあ

りましたけれども、本当にそれと表裏一体で、

なしていかなければならないことだと思います

が。 

 この手話につきましては、先日も奈半利のほ

うで、小学校のほうへ手話サークルの方が出向

いていって、その手話の大切さをお教えなさる。

そして、手話のことをお伝えしているニュース

もありましたけれども、やはり聴覚に障害のあ

る人の中からできたものです、手話は。ですか

ら、本当にコミュニケーションをとる場合に、

大切なものであると思いますので、今後ともそ

の、今回だけに終わらずに、継続して続けてい

っていただきたいという思いもあります。 

 また、今、御答弁にもありましたように、職

員の方々にも、参加するように促すということ

をお伝えいただきまして、非常にうれしく思っ

ておりますが、本当にそういった形で、いろん

な方が、自由な形で、本当に平等な形でコミュ

ニケーションをとっていける世の中になったら

なという思いでおります。 

 いずれ私、手話のほうの講座に入らせていた

だいて、またそこでいろいろ思うことありまし

たら、質問という形をとらせていただく日が来

るとは思いますが、今回、この点に限りまして、

１項目めにつきましては、再質問はさせていた

だきません。 

 ２点目の花へんろウオークの件でございます

が、本当に、一番最初は、市民の講座的な意味

ということもありまして、道の勉強ということ

もあったので、正式の花へんろウオーキングと

いうものは、市長申されますように、私がとら

えております２回目が１回目という、そういう

形になるかとも思います。そこは私のほうが訂

正させていただきますが。 

 その花へんろウオークの件について、本当に

職員の方々、皆さんも本当に御協力いただきま

して、すばらしい１日を、せんだっても送れた

わけですけれども。 

 この中で、お接待のことについて、再度、ち

ょっとお聞きさせていただきたいと思います。 

 お接待は、実はこの１回目ですか、この花へ

んろウオーク、市長のおっしゃる１回目の延光

寺のお接待については、映画「はりまや橋」を

商工会女性会が受けさせていただきまして、そ

の余剰金といいますか、収益でもって１６０食

の豚汁とおぜんざいをお接待させていただきま

した。 

 つまり、市民の皆様が御観賞いただいたもの

で、市民の皆様の御浄財でさせていただいたと
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いうことにもなるわけですけれども、労作は、

労働というんですか、おつくりさせていただい

たのは、商工会女性会１０名ほどでございまし

たけれども、今回、私どもも会をもちまして、

この花へんろウオークが続く限り、世界遺産に

向かって運動、動きを進めている商工会女性会

として、この花へんろウオークのお接待は、責

任を持ってやっていきたいということを決議、

決めておりますが。 

 その中で、材料的な面、いろいろ経費的な面

については、余りこの場で、そういうことを出

すのははばかれるんですけれども、一度、きち

っとそういったことの内容でわかっている点、

お接待についてわかっている点がありましたら、

さらにちょっとお伝えいただきたいことと、こ

の今回、岡本さんのコンサートをされる、前夜

祭的にされるということ、それはすばらしい試

みだとも思いますが、これは常に、これから後

も、花へんろウオークの続く限り、こういうセ

ットの形でもたれようとお考えなものなのか、

そこのあたりもちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

 それからまた、ちょっと前後になりますが、

この花へんろウオーク、今、２回続いておりま

すが、これから後も申しますが、子ども議会な

どのように、一度あって、また長い間中断して

というようなことではなくて、しばらく、ここ

四、五年のスパンで見た場合に、しばらくこの

花へんろウオークを続けていこうという計画性

がおありか、その点についての御答弁を、２項

目めについてはお聞きいたします。 

 それから、３点目の潮干狩り場の再生ですが、

本当にいろいろと御研究もなさって、御努力も

いただいているということも伺えたわけですけ

れども、温暖化はますます進んでまいります。

本当にことしの暑さというものは、常識では考

えられない暑さになっておるわけですけれども、

そうしたときに、これからさらによく研究して、

調べてということが、なかなかその期間、いつ

かは断を下さなければならない。いつかは、も

しその稚貝を放流するとかいう事業をするもの

とするならば、いつまでも研究を延々と続けて

いくのは、一方、温暖化がこれだけ進む過程の

中では、やはりそれを全くあきらめてしまわな

ければならないときがくるかもしれませんが、

そういった意味で、もし可能性があるものなら、

スピーディーな取り組みに当たってほしいとい

うのは、私の思いであります。 

 早急なる、またそして熱心なる、いろいろな

研究をなさっていただいて、ぜひともこの潮干

狩り場が本当に市民のための体験のできる家族

団らんの場としたい。市としてもしたい、その

思いがおありなら、取り組みにスピーディー性

を持たせていただきたいという思いがあるわけ

ですけれども。 

 そういった、もし決定というか、この段にお

いて、潮干狩り場に取り組む家庭で、ここで本

当に取り組んでいくという、そういう時期につ

いては、また市民、また我々にもきちっとお伝

えいただくことができるかどうかということも、

またちょっとお聞きしたいと思います。 

 それから、次の、子ども議会でございますが、

１９年のときの質問の後のお答えと同じような

形のお答えをお聞きしたような気がするわけで

すけれども、本当に、大人は今、子供の心を、

もっと、本当にこういう、小学３年生で、これ

は口にするのは辛いがですが、自殺ということ

が、小学３年生です。 

 そういう、本当に時代、こういうことがある

こと、日本はどうなってしまったのか。私は、

本当に、毎日の新聞に、子供が命をはかなくす

る記事が、本当に多くあります。 

 子供たちは、言いたいこといっぱいあると思

うがですよ。二、三歳、３歳、親に捨てられて



 

－ 37 － 

亡くなった子供たちが、本当に、もししゃべれ

るなら、言いたいことが山ほどあると思うんで

す。いっぱいいっぱい、子供の中から。 

 ですから、この今の御答弁は、あくまでも学

校のカリキュラム、つまり忙しさだとか、先生

方サイド、そして父兄とは言いませんけれども、

学校が、教育委員会サイドのお考えの御答弁と

思えて仕方がないがですが。もちろん、このご

ろ、ゆとり教育から学力、学問中心というんで

すか、カリキュラム中心的になってきたことも、

私も把握してます。 

 先生方が忙しいこともわかっております。そ

の忙しさの解消のために、長野県では、教育委

員会主催の研修会を一切やめて、子供を見詰め

る時間を持とうというように動いているところ

もあります。 

 そういうふうなことで、とにかく、私自身、

先生方の忙しさ、大変さもよくわかりますけれ

ども、今まで、私が質問させていただいたのは、

子供をとにかく見てくれ。見てほしい。子供の

心を見詰めてほしいということを、再三、いろ

んな形で質問にも出させていただきましたが、

そういった意味で、一度、その教育委員会や先

生方、校長会だけの判断ではなくて、子供たち

に、この子ども議会をやることについて、どう

いう思いを持っているか。子ども議会について

の認識というものに対して、子供に投げかけて

いただけないでしょうか。一度。 

 そして、別にこの場が、特別にそれだけが意

味をなすということは、先ほども申したように

あるとはわかりませんけれども、こちらでまた、

放送もあります。世の親たちに言いたい、世の

親たちに言いたい。地域の大人たちに言いたい。

先生方に言いたい。そして、友達に言いたい。 

 友達に言いたい。仲よくしようよ、言いたい。

そういう子供たちの胸を、この議場で発表する

という機会を持つことが、私はどうしてそれほ

どちゅうちょすることがあるのかと思えてなり

ません。 

 現実、一度、ここで本当に私たち聞かせてい

ただいたときは、子供たちの親を見詰めるしっ

かりとした姿勢の声をしっかり聞くこともでき

ましたし、私は、この議場で一度、ぜひ立って

ほしいという思いがあるわけでございますけれ

ども。 

 今、ここですぐにお答えはいただけないと思

いますけれども、ぜひ一度、この子ども議会に

ついて、子供たちに投げかけていただけないか

と、そういうことを一度、ちょっとお聞きした

いと思います。 

 今すぐここで、どうしてもやってほしいとい

う押し問答をしていくのは、また前回の熱中症

のときと同じような形になるかとも思いますけ

れども、もう少し期間の中で、子供たちにも投

げかけてほしいということをお伝えさせていた

だきます。 

 それから、有害図書等有害環境の浄化活動に

ついて、見回りとかもろもろ、浄化活動には努

めているとありますけれども、その見回りをし

たときの子供たちの状況といいますか、その有

害図書にかかわった子供たちの状況というもの

が、何か見受けられてはないのかということの

御報告を欲しいと思います。 

 そして、その有害図書の自動販売機でありま

すが、教育委員会としては、これを撤去の方向

にいくというお覚悟はありませんか。そのこと

を、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 以上、再質問をいたします。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、有田議員の再質

問にお答えをいたします。 

 最初、花へんろウオークの件でございますが、

四国八十八カ所を世界遺産にという取り組みは、

四国の商工会議所等いろいろと、皆さんが取り
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組んでおられることは、重々わかっております。 

 うちもその一端、８８分の１を担うわけでご

ざいますから、これが世界遺産登録したという

ことでありましたら、ありましたらと言うより、

ある前に、いろんな条件を整備をしなきゃいけ

ないということもわかっております。 

 その条件について、婦人会の皆さん方がいろ

いろ御努力されているということも、十分承知

しております。 

 そのお接待費の費用の負担ということでござ

いますが、ことし１月にやっていただきました、

これ、ぜひ女性会の皆さんには、昨年はその映

画の収益ということを、ボランティアしていた

だいたわけでございますけれども、これは当初

予算に、材料費だけでございますが、計上をし

ておりますので、それを使ってやって、ぜひ婦

人部の皆様が、参加される方々に少しでも楽し

い思いをしていただけるように、また今年度も

お願いしたいというふうに思っております。 

 それから、これにかかわる話でございますけ

ど、花へんろウオークをやるについて、やはり

へんろ道が草ぼうぼうであるとか、標識もない

とか、そういうふうなことじゃあ、また困りま

すから、事前には担当のほうで、今回も事前に

一度歩いていただいて、標識が曲がってないだ

とか、変な道に行ってもらうと困りますし、そ

れから、道が危なくないかとか、そういうふう

なことについては、事前に調査をしてまいりた

いというふうに思っております。 

 次に、これは今回、岡本知高さんとのコンサ

ートとセットということで、宿毛を売っている

わけでございますけど、いつもセットでいくの

かという御質問でございます。 

 岡本知高さんも、世界じゅうを駆け回って活

躍をされておりますから、ことしは、呼びかけ

ましたら、この日で十分間に合って、そしたら

セットでいこうという形になりました。 

 できましたら、セットで毎年やっていただけ

ると、本当はいいんですが、なかなか、いつも、

毎年セットというわけには、なかなか相手の都

合というものを確認しておりませんので、ここ

で、はい、毎年やりますということには、なか

なかならないと思いますが、岡本知高さんのコ

ンサートは、ここ宿毛市が生んだ世界的なソプ

ラニスタでございますから、単独ででも、ぜひ

定期的な公演にさせていただければありがたい

なという思いは持っております。 

 これもまた、岡本知高さんのほうとの折衝ご

とになろうかと思いますけど、そういう思いで

はおります。 

 それから、花へんろウオークを一、二回限り

かという話でございますけれども、これはもう、

やっぱりずっとやっていきたいと。花へんろウ

オークとして始めて、１回、２回やるわけでご

ざいますから、これを１回、２回やって、はい、

さようならというわけには、なかなかいきませ

んし、宿毛の売るチャンス、市外の方々が今、

こうやって２回目のときはふえておりますから、

そういうふうなことを考えますと、ぜひ、その

時期にだるま夕日を一緒に売っていくというこ

とも含めて、できればこれを定例化していきた

いなという気持ちでおります。 

 それから、次に、潮干狩りの件でございます

から、すぐ取り組んでくれと申しましても、先

ほど申しましたように、やはりすぐ稚貝を放流

して、それが死んじまうような状況だったら、

何ともならない。何のためにお金を投入するか。

稚貝を購入するにも、やはりある程度の予算が

要りますので、そのときには、やるときを知ら

せろとおっしゃいましたけれども、これはもう、

議会のほうにお諮りして、ぜひ稚貝放流のお金

を計上しないと、議会の承認を得ないと、実施

できないものでございますから、できましたら、

今の漁業指導所とかのお話をさせていただいて、
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稚貝を放流して、多分、大きくなって、皆が取

れるんじゃないかというふうな、ある一定の確

約と申しますか、そういったものがいただいた

時点で、ぜひ皆さんに予算化を諮りたいと、こ

ういうふうに思っておるわけでございます。 

 また、先ほど申しましたように、じゃあ、そ

れを放流して、来年もそのままいけるのかとい

うふうなことも、やっぱり必要なことだろうと

思います。 

 すぐ取り組めというふうなお話だったもので

すけど、できれば、漁業指導所等のお話し合い

の上の中をもって、できましたら、稚貝放流を

やってみようという決断のときが来ましたら、

すぐに予算化をするお願いを、議会にもしてお

きたいというふうに思います。 

 それから、子ども議会のことでの御発言がご

ざいましたので、教育委員会への投げかけもあ

ろうかと思いますけど、私も、それでは大人の、

先生のお話だけもいいんでしょうけど、それは

学校の中において、子供たちの意見も聞いてみ

るというのも、いいんじゃないかなというふう

に思います。 

 また、それもやっぱり、ある一定、先生方が

御指導のもとにやっていかないと、子供だけの

判断ということも、なかなかいかないんじゃな

いかなというふうなことは、私としては思いま

す。 

 また、学校現場を掌握する教育委員会のお話

も聞かなきゃいけないと思いますので、あとは

教育長のほうからお答えさせていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、有田議員の

再質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に、子ども議会の開催の件であり

ますけれども、それに関連をいたしまして、今

の子供の心が疲れている。その様子をしっかり

と、教育委員会も学校も認識をしてほしいとい

うお話もありましたけれども、私も校長会の、

毎回の校長会、月に１回の校長会がありますけ

れども、学力向上の取り組みもそうですけれど

も、心の教育の対応について、いつもお願いを

しております。 

 その中では、道徳教育の充実ということで、

それはマナーであるだとか、それから規律だと

か、そういう修身のようなことも大事であるけ

れども、やはり子供の琴線に訴えるような教材

を活用しての話し合い活動であったりだとか、

それから、先生の体験であったりだとか、やっ

ぱり疲れている子供に心の栄養を与えるような

活動をしてもらいたい、そういう話は、いつも

しております。 

 それから、学校現場の先生に、子供の状況に

ついて、把握をしてもらいたい。アンテナを高

く張ってもらいたい。きょうは、お父さん、お

母さんにしかられて、しんどい思いをして学校

へ来たと。お父さん、お母さんがけんかをして、

夕べから辛い思いをして学校へ来たと、いろい

ろな思いを持って、家庭を連れて、子供は来て

おりますので、いつもはきつい言葉でも耐えれ

る子供が、きょうは心にそんな栄養がないので、

ちょっと自暴自棄になったりだとか、心の弱い

子は疲れてしまって、友達に対して涙ぐんだり、

言葉のちょっとしたことで涙ぐんだりして、し

おれていくということもありますので、そのこ

とにつきましては、校長会等で、それから学校

等、学校訪問の中でも、いつも指導をしており

ますので、そこの点はよろしくお願いします。 

 それから、子ども議会のことですけれども、

確かに子ども議会の中で、自分の思いを発表す

る。これは言いたいことがあるので、いろいろ

出てくるかもわかりませんけれども、やっぱり

子ども議会。子ども議会で話をする主な目的は、

やっぱり自分の思いを自分の言葉で、しっかり
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した表現力で相手に伝える。説得する心、コミ

ュニケーション能力を身につける、それが第一

義的だと考えております。 

 この中で、自分の思いを伝えて、自分の気持

ちがわかってもらいたいという素直なことは、

なかなか出にくいのではないだろうか。それは

また、違う場所でやるほうが効果があるのでは

ないかと、僕は思っております。 

 この中でも、いろいろ自分の言いたいことを

議会の皆さんに聞いてもらうということもある

かもしれませんけれども、やっぱり内面的なこ

とは、余り人に話しにくいことがありますので、

友達の中でしっかりと聞いてもらう。そういう

取り組みも並行しながら、確かに心の中で、心

の中にいっぱい、日ごろためていることを発表

するということも大事でありますけれども、そ

ういうこともあわせて、指導もしていきたい。 

 それから、子供にそのことを、アンケートと

いうか、意見を聞いたらどうかということもあ

りますけれども、校長先生とも、学校の皆さん

とも、意見も聞きながら、私が独断先行的に子

供の意見を聞くというわけにもまいりませんの

で、学校の先生の意見も聞きながら、やらせて

いただきたい。 

 教育委員会が子供の意見を聞いてやるという

ことはいかがなものかと。みんなの先生が、あ

る程度、それを受けてくれるようであれば、学

校現場の意思も大切にしながら、実施していき

たいと。私は、決して後ろ向きな考えではない

ので、先生や子供たちがやる気があるならば、

市長も話をしてもらいましたように、ぜひ、子

ども議会をやったらどうかという考えでもあり

ますので。再度、１９年度とは、先生方も随分、

メンバーかわりましたので、先生方の意見を聞

かせていただいて、私の判断でやっているとい

うことではありませんので、御了解をお願いし

ます。 

 それから、もう１点、見回り等で、どういう

ことが気がついたかということですけれども、

自動販売機の見回り等に、中学生がいたことが、

その近所に中学生がいたことが、１回あったと

いうことで、注意を、学校にも連絡をして、子

供たちも連絡をしたと。注意をしたと、そうい

う事実がありました。 

 それから、先ほど、自動販売機を撤去するこ

とはどうかということですけれども、先ほど申

しましたように、なかなか教育委員会が自動販

売機を、業者とかけ合って撤去させていくとい

うのは、なかなか難しいと思いますので。なか

なか、商売いうこともありますので、ちょっと

考えさせてください。ちょっと、私の意見では、

難しいと思います。私一人の判断では難しいと

思いますので、皆さんに協議をしていただいて、

対応していきたいと、こういうふうに思います。 

 それから、自動販売機で、いろいろなために

ならないものを購入するということもあるかも

しれませんけれども、もう一つは、ネット上で

購入するということもあって、これが根深い、

大変、対応の難しい問題である。そのことが、

自動販売機から買うことよりも、数も多くて、

対応が難しいといわれておりますので、そのこ

とについては、学校、保護者等にお願いをして、

取り組みをしたいと、こんなふうに思います。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ７番有田都子君。 

○７番（有田都子君） ちょっと、先ほど、市

長のお話もありましたけれども、再質問した折

の私の言葉、ちょっと誤解されていると思うん

ですが。 

 すぐ今、即、いろいろなことを考えずに、も

う放流という形に持っていって、事業に取り組

んでほしいというようにおとりになられたかも

しれませんけれども、そうではなくて、いろい

ろな実情、そして研究、もろもろに生育が可能
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かどうか。それをお調べになることに取りかか

ることを、早急に、より詳しく、そういうこと

に取り組んでいただいて、そしてゴーというサ

インが出るころに、また、やろうというときに、

またお知らせいただきたいいう意味のことでご

ざいました。 

 そういうことで、前向きのお取り組みのお答

えをいただきまして、その時期を本当に待って

おります。 

 それから、おへんろの点で、私が本当にお聞

きするのを漏らしておった面もあるんですけれ

ども、道の修理とか、そういった、草の清掃と

かを心がけてくださるということに対して、あ

りがたく思います。 

 それから、子ども議会の件ですけれども、あ

くまでも教育委員会がみずから学校に出向いて

いって、教育委員会と対子供たちとの話し合い

で、子供議会をどう思うかとかいう、そういう

ことを言っているわけではございません。あく

までも、教育委員会から学校へお知らせいただ

いて、そして学校から、きちっと子供たちの、

本当に思いを聞いてほしいということをお伝え

したわけでございます。 

 それで、これはちょっとあれですけれども、

フィンランドは本当、子供を真ん中に、社会の

軸の真ん中において、社会をつくっていこうと

いう、本当に子供に優しい社会づくりの率先を、

トップを走っている国ですけれども。 

 ここでは、家庭や保育園や学校では、要望や

意見を次々と質問する子供に対して、大人が、

子供だから黙っておけとか、頭ごなしに対応す

るのではなく、根気強くこたえている光景は、

少しも珍しくない。それが至るところで見られ

ているとあります。 

 こうして子供たちは、幼いときから大人たち

とのやりとりを通じて、自己の尊厳を築いてい

くと、そういうことも、私、目にしましたけれ

ども、本当に、今言ったように、子供の心が弱

っているとかいうよりも、二、三歳の子供、か

ぎを閉めて出ていっていく大人を、その中学生、

高校生も大人を見ているんです。大人社会を見

ている。大人の今の姿をいっぱい見ている。 

 自分はもちろん、いじめに直接遭ってない生

徒かもしれないけれども、いじめの子供をかば

おうとして、かばいきれずに死んでいく子供た

ちの情報を知っているんです。 

 ですから、今の世の中に、いろんな矛盾や物

事に、不合理に対して、子供たちは、それほど

幼くもばかでもありません。しっかりと、我々、

むしろ大人が子供から学ぶべきことはたくさん

あるわけです。ですから、子供たちが、ここで、

議場で物おじして言わないだろう。一部の人だ

けの代表だろう。それは、そうではないと私は

思っております。 

 みんなで話し合ったことを、ここで話す。議

員も１６名の議員が、市民の皆さんの声を受け

て、ここで発表させていただいているわけです。

ですから、今、ここでまたこの押し問答になっ

てもあれでございますけれども、どうか、学校

を通じて、子供たちがこの子ども議会に対して、

どういう思いを持っているのかということを、

ぜひとも一度お聞きいただきたい、それをお願

いしたいと思います。 

 また、時間をおいて、できることなら質問さ

せていただきます。 

 それから、自動販売機の件ですけれども、今、

本屋さんで、本当に大人の、アダルトというん

ですか、大人の本に対しては、きちっとフィル

ムをして、フィルムというか、セロハンで包ん

で、奥の特別のところに区分けしております。 

 しかし、店頭で、コンビニなどが、その境の

ような、私も余り見たことはないんですけども、

ちょっと子供には見せたくないような雑誌が、

無造作に置かれているというようなこともあり
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ます。 

 いろいろそういう基準にするには、何ページ、

卑わいなとか、残虐なシーンとか、何ページあ

る本に限るとかいう、一つの基準があるようで

すけれども、そういったことで、ぜひとも、今

回はいろいろ、ネット、もちろんいろいろある

と思いますけれども、先にもおことわりしたよ

うに、図書販売機に関しての質問ということで

振らせていただいておりますけれども、その点

についての、子供に悪影響のないような、これ

からの見回り、もろもろ、書店へのかかわりを

していただきたいと思っております。 

 ともかく、本当に温かく生きていきたい。本

当に子供たちをこれ以上、悲しい思いをさせる

ことのない世の中づくりを、みんなでしていき

たい。ただそれが、私の毎日の心をとらえてい

ることでございます。 

 これ以上の質問はいたしませんが、本当に御

答弁、いろいろありがとうございました。 

 以上で終わります。 

○議長（寺田公一君） この際、１５分間休憩

いたします。 

午後 ２時０９分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 ２時２６分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 ２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君） ２番、通告に従いまし

て、一般質問をいたします。 

 初めに、第３回宿毛花へんろマラソン２０１

１について、お伺いをいたします。 

 平成２１年３月２２日に第１回宿毛花へんろ

マラソン２００９を初めて開催をし、平成２３

年３月２０日、日曜日に、第３回目の宿毛花へ

んろマラソンが開催される旨の広告を、「広報

すくも」の８月号で見ました。 

 その「広報すくも」の中で、今まで、１回目、

２回目と実施をしていました５キロ、３キロの

種目を廃止し、新たに１０キロの種目を設ける

との記載がありました。 

 また、今までフルマラソンの募集人員につい

ても、１，０００人、１，０００名でしたが、

今回から１，５００名と５００名も多く募集枠

を広げております。 

 そこでお伺いをいたします。 

 どうして３キロ、５キロの種目を廃止し、新

たに１０キロの種目を設けたのか、お伺いをい

たします。 

 また、フルマラソンについても、募集人員を

１，５００名に増員していますが、第３回宿毛

花へんろマラソン２０１１の目標人員について

も、あわせてお伺いをいたしたいと思っており

ます。 

 次に、宿毛市立学校施設整備等基金条例につ

いて、お伺いをいたします。 

 平成９年に宿毛市立宿毛小学校図書館基金条

例が制定をされています。設置の趣旨は、平成

９年に兵頭健吉氏から、宿毛市立宿毛小学校図

書館の図書の充実を図るために寄附された２，

０００万円を、円滑かつ効果的に運用をし、基

金の運用から生ずる収益を、宿毛市立宿毛小学

校図書館の図書購入費に充てるものであります。 

 平成２０年３月に、宿毛市立宿毛小学校図書

館基金条例を、市内すべての小中学校の教育振

興や、施設整備に活用するために、全文を改正

をし、新たに宿毛市立学校施設整備等基金条例

を制定をしております。 

 そのときの基金の活用方法については、小中

学校１５校への自動体外式除細動器ＡＥＤの購

入のためとお聞きをしております。 

 宿毛市立学校施設整備等基金を取り崩し、Ａ

ＥＤを購入したのかどうかをお伺いをいたしま

す。 
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 次に、現在の宿毛市立学校施設整備等基金の

運用方法はどうなっているのかを、あわせてお

伺いをいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、岡﨑利久議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 宿毛花へんろマラソン２０１１の件について

でございます。 

 １回目、２回目と実施しました内容と、違っ

てきておりますことにつきまして、これ、実行

委員会のほうで決定した事項が、今回、８月号

のほうに載っております。 

 まず、答弁をする前に、第２回、第１回も含

めてでございますが、宿毛花へんろマラソン大

会につきましては、市民の皆様の御協力をいた

だきまして、無事に大会を実施できましたこと

を、改めてこの場をかりてお礼を申し上げます。 

 現在、第３回の花へんろマラソン大会へ向け

て、取り組みを進めております。実行委員会の

ほうで、この要綱を定めたわけでございますが、

これ、後の定員の関係にも影響してきますが、

ゲストとしては、宇佐美彰朗さん、それから千

葉真子さんをお招きすることが、ほぼ決定をし

ておりまして、これを広告、要綱にもうたえる

ということになっております。 

 全国から、できるだけ多くのランナーの方に

参加していただきたいというふうに考えており

して、またぜひ、第３回大会につきましても、

市民の皆様の御協力をお願いを申し上げます。 

 それでは、まず、１点目の種目の変更でござ

いますが、実行委員会で決定されました。 

 これまでの２回の大会では、フルマラソン、

そして５キロの部、３キロの部の３種目で開催

してきたわけでございます。 

 それは、それまで行っておりました正月のロ

ードレースにかわる大会として、フルマラソン

とあわせて５キロの部、３キロの部を継続して

実施いたしたわけでございます。 

 第１回大会では、高校生、中学生、小学生の

参加について、第１回大会を盛り上げていただ

くために、各学校や関係団体にもお願いを申し

上げ、５キロの高校生の部に４３名、３キロの

部に１４３名の参加をいただき、一定の人数を

確保することができました。 

 しかしながら、第２回大会につきましては、

５キロの高校生の部が１５名、３キロの部が９

７名と、大きく減少しまして、高校生や小中学

生の積極的な参加が少なく、時期的にも、学校

として取り組むことが難しく、参加者を確保す

るのが非常に厳しい現状でございました。 

 また、一般ランナーの声として、５キロより

も１０キロ、あるいはハーフを走りたいとの意

見が多くありまして、このような現状を踏まえ

て、他の大会等も参考としまして、実行委員会

の中で、いろいろ協議した結果、第３回大会で

は、５キロの部、３キロの部を廃止し、新たに

１０キロの部を設け、フルマラソンと１０キロ

の２種目で開催することといたしました。 

 次に、参加者でございますが、第３回大会で

は、フルマラソンの定員を１，５００名として

おります。最終目標では、今までが９００名と

いうことでございますので、ここを上回る方々

が３回大会では来ていただけるんではなかろう

かというふうなことも含めまして、１，５００

名まで来るというのは、なかなか難しいかもし

れませんが、せめて１，０００名以上というふ

うな思いを持っております。 

 これには一つ、仕掛けがございまして、先ほ

ど申し上げましたゲストランナー、ゲストを有

名な宇佐美さんと千葉さんということで、既に

広告にもうたうことができました。 

 それと、今まで来た方々に、実は来年もぜひ、

来ていただきたいということで、ある仕掛けを
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しておりまして、その皆さんが、多分、ランナ

ーをまた連れてきていただけるだろうというふ

うなこともございます。 

 それから、１，０００名という定員にしたと

き、１，０００名以上がお見えになったとき、

受け入れできないということがございます。そ

ういったものの枠取りというふうなものも含め

まして、一応の目標を１，５００名。採算性の

問題もございますし、たくさん来ていただけれ

ば、採算も非常に助かるというふうなこともご

ざいまして、この１，５００という定員という

ことを設定したというふうなことでございます。 

 私のほうでも、いろいろ小学生、中学生がど

ういった大会が年度、いわゆる年間であるかと

いうことも、ちょっと調べさせていただきまし

たら、この一覧表、ちょっとございますが、こ

ういった形で調べたら、４月から２月までの間

ですけれども、小中学生の幡多地域だとか、こ

の市内大会だとかで、１５回ほど大会がござい

ます。このマラソンを除いてですね。 

 そんなこともありまして、小中学生の大会は、

この辺の大会で担保できるんではなかろうかと

いうふうな判断もしたということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、岡﨑利久議

員の一般質問にお答えをいたします。 

 宿毛市立学校施設整備等基金条例についての

御質問でありますけれども、平成１９年度に、

宿毛市の教育環境の充実を図ることを目的とい

たしまして、兵頭健吉氏が、母校であります宿

毛小学校の読書活動の充実のために、御寄附を

いただいた資金を、宿毛市内の子供たちのため

に活用させていただくことはできないか。兵頭

健吉氏の御遺族に相談を申し上げましたところ、

快く御承諾をいただきました。 

 しかしながら、当時の基金は、宿毛小学校の

図書購入の財源のみに使用可能でありまして、

かつ原資を取り崩さずに、運用益のみで活用で

きるものとなっておりましたので、平成２０年

３月に議会の議決をいただきまして、宿毛市立

学校施設整備等基金条例に改正をさせていただ

いたものであります。 

 平成２０年度におきましては、学校現場にお

ける子供たちの安全対策を図るために、市内の

全小中学校にＡＥＤの整備を行う事業を実施を

するために、その財源として活用をさせてまい

りました。活用することといたしました。 

 別途財源を確保することができるようになり

ましたので、結果的には、基金を取り崩しては

おりません。また、その後、宿毛市立学校施設

整備等基金の運用状況につきましては、条例改

正前と同様に、利息分のみを宿毛小学校の図書

の購入資金として充当をさせていただいており

ます。 

 平成２１年度の実績といたしましては、金利

が低い状況が続いておりますために、預金利息

が３万６円となりましたので、３万円を宿毛小

学校の図書の購入費として、残りの６円を基金

に繰り入れをいたしております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君） ２番、再質問をいたし

ます。 

 まず、第３回宿毛花へんろマラソン２０１１

についてですけれども、５キロ、３キロの種目

を廃止した理由、並びに１０キロを設けた理由

について、市長より詳しい説明を受けました。 

 確かに私も見てみる中で、１回目よりも５キ

ロないし３キロについては、参加人数のほうが

減少しております。 

 でも、５キロについては、さほど減少はして

ないんですよね。７名ぐらいしか減少してない

ので、３キロ、５キロを思い切って廃止した理
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由が、ちょっと、学生が参加するのに、ちょっ

と不便であるとか、そういうこと以外では、ち

ょっと考えられないんですけれども。 

 まだ２回しか行ってない宿毛花へんろマラソ

ンですので、実行委員会で決定をして、３キロ、

５キロをやめて１０キロに移行した経緯があり

ますので、今からとやかく言う必要性はないと

思いますけれども、先ほど申しましたように、

やっぱり参加者を目標数値までに走っていただ

くような、いろいろな工夫をやっぱりすべきで

はないかと僕自身は思ってますので、今回、１

０キロ、フルマラソンと２つの種目になりまし

たけれども、募集、フルマラソンについては１，

５００名、１０キロについては３００名でした

か、これぐらい、目標数値を高くもって、１０

キロのほうを新たに設けたわけですから、３０

０名に近い人数の方の参加をできるような方法

を、いろいろととっていただきたいと思います。 

 先ほども市長から話がありましたけれども、

宿毛ロードレース、以前やっていたレースを、

これもやめた経緯として、参加者が減少したた

めに、この宿毛花へんろマラソンに移った経緯

がありまして、そのとき、宿毛ロードレースは

１０キロ、５キロ、３キロと３種目がありまし

て、１０キロについては、採用されずに３キロ、

５キロについて、宿毛花へんろマラソンで移行

した経緯があります。 

 それで、先ほど、市長から答弁がありました

ので、了としますけれども、やっぱり小学校、

中学生とかが、この宿毛花へんろマラソン、走

るために練習をしているとか、楽しみにしてい

るような方々もいないとは言い切れないので、

やっぱりその人のための代替的な大会があれば

なと思いましたけれども、今、市長のほうから

答弁があったとおり、年間１５回ほど、そのよ

うな大会があるのであれば、代替的な大会を、

再度つくる必要はないのかなと、今、思ってお

ります。 

 次に、１０キロについての対象者を、ちょっ

と聞いておりませんので、高校生以上なのか、

一般になるのかを教えていただきたいと思いま

す。 

 次に、目標人数について、再度お伺いをいた

しましたけれども、先ほど、市長が言ったとお

り、ことしは多分、今大会が、昨年の参加者を

上回るような大会になりそうな感じでございま

すし、上回っていただきたいと思います。 

 参加者がたくさんになると、やっぱりボラン

ティアで参加していただく人が多く要ると思い

ます。 

 ９月の「広報すくも」の中でも、ボランティ

アの募集をしていましたが、第１回目ないし第

２回目に参加していただいたボランティアの人

数について、わかればですけれども、教えてい

ただきたいと思っております。 

 次に、宿毛市立学校施設整備等基金条例につ

いてですが、今、教育長よりいろいろと説明を

受けました。 

 当初、ＡＥＤの購入を目的として、条例の変

更をされて、いうことを説明を受けたわけです

けれども、そのときに、基金を取り壊すことな

く、今、一般財源で補うことができたという答

弁でして、そして、現在も宿毛市立宿毛小学校

へ基金の運用益については、図書購入費のため

に充てているとお聞きをいたしました。 

 条例を改正する以前の条例。宿毛市立宿毛小

学校図書館基金条例と同じ目的、または同じ運

用方法でされているのであれば、以前と同じよ

うな、故人の遺志をくみ取るような形で、以前

のような条例に変更することはできないのかど

うか、一度、お聞きしたいと思います。 

 以上で、２回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、岡﨑利久議員の
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再質問にお答えをいたします。 

 宿毛花へんろマラソン、ぜひ昨年以上の方に

参加していただきたい。また、１回目、２回目

ということで、この宿毛の地まで来ていただい

た９００名の方々、この方々には、当初、１回

目、２回目もゲストランナーのことがちょっと

間に合わずに、そのポスター等にお名前を出す

ことができませんでした。 

 こういった状況が１回、２回ありました。今

回は、ゲストランナーといいますか、ゲストの

方を、宇佐美さんと千葉さんに来ていただける

ことを、ポスターにお名前を出すことができま

した。 

 そういった形で、もう少しこの辺でふえるん

じゃなかろうかというふうなことがございます。  

 それから、実は、先ほど、少し仕掛けをしま

したということにつきましては、ぜひ、次も、

ことし参加した方には、来年の３月にも、ぜひ

参加していただきたいという思いがありまして、

実は、夏に頑張ってますかというふうな残暑見

舞いを出させていただきまして、その方々から

の反応が非常に高いということでございまして、

恐らく９００名は突破するんじゃなかろうかと

いうふうな予測を立てているわけでございます。 

 そういったことも含めまして、いろいろやっ

ぱり仕掛けをしながら、定員をふやして、たく

さんの人に来ていただいて、採算面もございま

すが、できるだけの持ち出しが少ない形をとっ

ていくのも、一つの方法ではなかろうかという

ふうなことで、対応しているわけでございます。 

 これは、実行委員会の皆様方が、いろいろな

ことも考えていただいたり、執行部ともいろい

ろな話をさせていただいた上で、いろいろ検討

させていただいておるわけでございます。 

 まず、一つは、これからも参加者に気持ちよ

く、たくさんの方々に参加していただける土俵

づくりというものを、これからもみんなで一緒

になって考えていこうというふうな取り組みを

しているわけでございます。 

 それには、宿毛市民の方々が、ボランティア

をたくさんしていただいて、よそから来た方々

が、気持ちよく走っていただいて、気持ちよく

帰っていただいているのが現実でございますの

で、これはやはり、絶やすことなくやっていく

ためには、市民の方々のボランティア協力が一

番大切なことだというふうに、私は思っており

ます。 

 第１回目、第２回目についてのボランティア

の方々が、市の職員等も含めまして、関係する

方々、第１回大会では、１，１９９名の方にお

手伝いを願っております。 

 それから、第２回大会が１，１９０名の参加

もいただいておりまして、次の第３回大会につ

きましても、ぜひ、皆様の御協力をお願いした

いというところでございます。 

 それから、先ほど申されました１０キロの対

象者につきましては、生涯学習課長のほうから、

後で御説明をさせていただきますので、よろし

くお願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、岡﨑利久議

員の再質問にお答えをいたします。 

 宿毛市立宿毛小学校図書館基金条例から、宿

毛市立学校施設整備等基金条例に条例を改正し

て以後、ＡＥＤ整備の財源とすることなく、ま

たそれ以外の教育施設等の整備に対しても、基

金を取り崩していないという実績でもあるのな

らば、もとの条例に戻すべきではないかという

御質問でありますけれども、現在の条例につき

ましては、兵頭健吉氏の御遺族の御承諾をいた

だきまして、市内の小中学校における教育の振

興を図ることを目的に、議会の議決を得て、改

正をしたものでありますから、現在、基金の取
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り崩しがなされてないという理由をもって、直

ちに改正をすることは難しいのではないかと考

えております。 

 また、この基金の運用につきましては、市長

部局とも協議をする中で、この基金を安易に取

り崩すことではなくて、必要なときに活用させ

ていただいて、それから財源の許す限り、基金

に積み増しをして、基金を充実をさせ、宿毛市

の教育の振興に活用していきたいとの考えであ

りますので、ぜひ御理解をいただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（金増

信幸君） 生涯学習課長、２番、岡﨑利久議員

の再質問にお答えをいたします。 

 第３回宿毛花へんろマラソン２０１１の１０

キロの部の対象についてでございます。 

 １０キロの部、１６歳以上。ただし、中学生

を除く３００人の定員として、募集することと

いたしております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（寺田公一君） ２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君） ２番、再質問をさせて

いただきます。 

 宿毛花へんろマラソンについてですけれども、

１点、提案をさせていただきたいと思います。 

 四万十町では、四万十川さくらマラソンとい

うマラソン大会を、宿毛花へんろマラソンと同

じ時期に、同じ時期といいますか、開催が２年

前から行われてまして、ことし、四万十川さく

らマラソンも３回目を迎えるわけですけれども、

ここの特別賞として、四万十にちなみまして４

１０番の選手に対しまして、景品等を贈呈して

いる経過がございます。 

 宿毛花へんろマラソンについても、そのよう

な取り組みをされてはどうかという提案を、１

点したいと思いますので、市長の答弁をよろし

くお願いいたします。 

 あと、ボランティアの人数等についても、市

長から詳しく説明を受けました。今回も、１，

０００名以上のボランティアの方に、参加でき

るようにお願いをしたいと思います。 

 あと、教育長に先ほど説明がございました、

宿毛市立学校施設整備等基金条例についてでご

ざいますが、なかなか条例改正については難し

いとのことですけれども、難しいが、基金につ

いては、なるべく使わない方向性で、必要なと

き活用させていただいて、基金等を故人の遺志

に沿うような形で、使わないというか、なるだ

け２，０００万円については、そのまま、現状

維持のままさせていただくいうような答弁がご

ざいましたので、これについては、もう答弁の

ほうは求めませんので、先ほどの宿毛花へんろ

マラソンについて、１点だけ市長の答弁をお伺

いしたいと思います。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、岡﨑利久議員の

再質問にお答えをいたします。 

 四万十町でも、同じ時期にというか、１週間

か２週間違いで、実は、メール等を見ましたら、

全国のランナーの発信するメールを見ますと、

どうも宿毛花へんろと近いので、どっちに行っ

たらいいかというと、何となく東に近い四万十

あたりのほうでとまっているというふうなとこ

ろがあります。 

 そういったところで、これはいかんというふ

うなことで、できるだけ西のほうまで来てもら

いたいという思いがありまして、それでは、ラ

ンナーの皆さん、夏に暑いですけど、余り走っ

てないかもしれませんので、残暑見舞いを出し

て、ぜひ冬に来ていただきたいというふうなこ

とをやったわけでございます。 

 それから、四万十、４１０番ということがご
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ざいますが、実は、先ほどトリックアート展を

８４ターミナルでやりまして、非常に多くの方

が見に来ていただきまして、利益が上がりまし

た。 

 ただいま決算書を持っておりませんが、利益

が上がって、宿毛市にも幾ばくかのお金が入っ

てくるようになろうかと思います。 

 ここで、当初予定してなかったんですけど、

８，４００人目の方に、実は「はなちゃん」か

ら商品をお渡しをしたような経緯もございます。 

 この花へんろマラソンも、「はなちゃん」が

ぬいぐるみでおりますので、はなちゃん賞とい

うのを構えております。 

 できるだけ、こちらにちなんだような番号と

か、そういったもので、宿毛の商品を持って帰

っていただくのがいいんじゃなかろうかという

思いはありまして、花ちゃん賞ばかりでなくて、

実行委員会の皆さんで、また検討もしていただ

いて、ほかにもいい商品が出るようであれば、

そういった特別賞といったものも考えていって

もいいというふうに思います。 

 また、これは実行委員会のほうにもお願いを

しまして、どこかいいものはないかとか、そう

いうものもやっていってたら、また楽しいとい

う思いを持ってきていただける人がふえるんじ

ゃなかろうかと、そんなことも考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ２番岡﨑利久君。 

○２番（岡﨑利久君） ２番、以上で一般質問

を終わります。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（寺田公一君） お諮りいたします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会したい

と思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決し

ました。 

 本日は、これにて延会いたします。 

午後 ２時５７分 延会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○副議長（中平富宏君） これより本日の会議

を開きます。 

 日程第１「一般質問」を行います。 

 順次発言を許します。 

 ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） おはようございます。

５番議員の浅木です。ただいまから一般質問を

行います。 

 質問通告に従い、質問を進めてまいります。 

 まず、１番目に、市長の政治姿勢についての

１項目、熱中症対策についてであります。 

 この夏は、異常気象とも言われる猛暑の中で、

前月末までに全国で４万６，７２８人が熱中症

となり、病院へ搬送されています。 

 この熱中症が原因で、死亡にまで至った人が、

全国では４９６人にもなりました。この死者数

は２００４年の新潟県中越地震や、昨年、大問

題となった新型インフルエンザによる死者数を

はるかに上回っております。高知県下でも被害

が発生し、この幡多地方でも熱中症の犠牲者が

出ております。 

 熱中症で倒れた人の特徴は、６５歳以上の高

齢者が半数以上を占めるとともに、低所得者層

に多くの被害が見られます。 

 また、太陽が照りつける屋外よりも、夜間に

部屋の中で熱中症が多発しております。このこ

とは、自律神経の機能が低下している高齢者が、

冷房設備もない高温多湿の屋内で、寝ている間

に熱中症になっているようであります。 

 低年金、低収入のため、冷房設備がつけられ

ない。あるいは、故障したエアコンの修理代が

ない。また、電気料金がはね上がるので、冷房

を使わずに我慢するなど、貧しい世帯に熱中症

が多く発生しています。 

 消防庁は、９月になっても暑さが続くと予想

し、警戒を呼びかけています。 

 また、温暖化が進行しつつある今日、今年の

ような異常気象が短期に繰り返す心配も指摘さ

れております。 

 このため、今年の残暑対策だけではなく、来

年以降の猛暑に対する早期対策の必要性も想定

し、質問いたします。 

 こうした非常事態に対して、国や県が率先し

て、国民の命と暮らしを守る政治を実行する必

要があることは当然のことであります。また、

宿毛市でも、生活困難のため、熱中症が発生し

やすい環境での暮らしを余儀なくされている方

もあります。 

 こうした人々の生活に、最も近い宿毛市行政

として、市民の命を守るためにどう取り組むの

か、次の点についてお尋ねします。 

 まず、１番目に、こうした異常な猛暑で、熱

中症が多発している現状を緊急事態と位置づけ、

早急に危機管理の対策を講ずるべきではないか。 

 ２番目に、市民に対して、熱中症予防の広報

や注意の喚起、警報活動の強化をするべきでは

ないか。 

 ３番目に、老人世帯やひとり暮らしの高齢者、

身体が不自由で生活が困難な世帯への訪問や、

安否確認等の援助をする必要があるのではない

か。 

 ４番目に、低所得者に対し、クーラー設置費

用や修理代、電気料金の補助など、支援対策を

どうするか。 

 ５番目に、生活保護世帯には、一時扶助でク

ーラー設置や修理の費用を支給することはでき

ないか。 

 ６番目に、電気料金滞納者に対し、支払い期

限の猶予など、電気供給停止を慎重にするよう、

電力会社に働きかけるべきではないか。 

 続いて、大きな２項目の地デジ難視聴対策に

ついてであります。 
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 政府がアナログテレビ用の電波をとめると宣

言している来年７月までに、１０カ月余りとな

りました。しかし、現在の見込みでは、全国的

に地デジの難視聴が全面的に解消されるめどは

立っていません。予定どおりアナログ電波を停

止すれば、多数のテレビ難民が発生すると指摘

されています。 

 テレビ電波を地デジに切りかえる事の起こり

は、２００１年７月２５日、時の政府が国会へ

提出していたテレビ電波をアナログ電波から地

デジに切りかえる電波法改正案を、日本共産党

以外の政党が賛成して成立させたことにありま

す。 

 あれから１０年目となる来年の７月２４日に、

アナログ電波の停止を強行しようとしているも

のであります。 

 地デジへの切りかえには、何千億円もの国費

を使い、そして国民には高価なテレビに加え、

アンテナや録画機など、多大な出費を押しつけ

るものであります。 

 高所得者には１０万や２０万の出費は大した

ことではないようでありますが、５万や６万の

年金生活者にとっては、大きな負担であります。 

 国策として無理やり地デジにかえるのであれ

ば、低所得者への支援を十分に行うべきであり

ます。 

 地デジ電波が届かない地域の方、地デジ受信

機を買えない国民からは、我々からテレビまで

取り上げるのかと怒りの声があがっています。 

 そうした声を受けとめ、私は次のことを質問

します。 

 １番目に、現在の宿毛市での地デジ電波受信

状況であります。 

 四国総合通信局は、今年の６月現在、地デジ

の難視聴が、高知県下では１９市町村で５４地

区、５８７世帯あると発表しました。 

 宿毛市の場合、共聴アンテナ施設の改修、ケ

ーブルテレビへの加入促進等を進めてきました

が、それでもアナログ電波は、受信できるのに

地デジ電波は届いてない地区があるようですが、

その地区数と世帯数はどうなっているのか。 

 ２番目に、アナログ電波停止時に、宿毛市で

の地デジ難視聴地域が残されるのかどうかにつ

いてであります。 

 来年のアナログ電波を中止するときに、それ

までアナログ電波は届いていたのに、地デジに

なると電波が届かない地域、地デジ難視聴の地

域が残るのかどうか。 

 ３番目に、経済的弱者に対する地デジ受信装

置の支給についてであります。 

 総務省が生活保護世帯とＮＨＫ受信料免除世

帯に、チューナーとアンテナを支給することに

なっています。 

 しかし、手続が複雑なため、まだ申請手続を

していない世帯があるようです。 

 支給対象者と支給手続の仕方についての、具

体的な説明を求めます。 

 ４番目に、アナログ電波停止時期の延期につ

いてであります。 

 現在のような地デジ対策が不十分なままに、

来年の７月にアナログ電波を停止すれば、地デ

ジ電波が届いていないとか、経済的理由で地デ

ジ受信機が買えない等の理由で、全国では数百

万世帯がテレビ難民になると予想している学者

もいます。 

 イギリスは、１９９８年に地デジ放送を開始

しましたが、２０１２年までアナログ放送も継

続し、逐次、切りかえているようであります。 

 日本政府にも、せめて二、三年でもアナログ

電波の送信を継続するよう、求めるべきではな

いか。 

 ５番目に、地デジ切りかえをねらった悪徳商

法についてであります。 

 地デジ悪徳商法の被害相談が、全国消費者セ
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ンターに寄せられています。 

 市民が悪徳商法にだまされないよう、注意を

喚起する必要があるのではないでしょうか。 

 続いて、大きな３番目の、住宅用火災警報器

の設置についてであります。 

 ２００３年ごろには、住宅火災による全国の

死傷者が、年間約１，０００人を超え、そのう

ち逃げおくれによるものが、約６００人となっ

ていました。 

 火災の発生を早く知り、すぐに避難すること

で、多くの命が守られます。 

 こうしたことから、２００４年５月に、消防

法が改正され、一般住宅への火災警報器設置が

義務づけられました。新築住宅については、２

００６年６月以降、建築時に設置することが義

務づけられました。 

 また、それ以前に建てられた住宅についても、

２０１１年の６月までには、火災警報器を取り

つけなくてはならないことになっています。 

 設置期限が迫る中で、消防庁としても、自治

体と連携し、早期設置に取り組んでいるようで

ありますが、宿毛市の現状と期限内の設置完了

の方策について、お尋ねします。 

 その１番目に、住宅への火災警報器設置状況

についてであります。 

 消防庁の普及率推計によると、今年の６月現

在、全国では５８．４％であります。ところが、

高知県は全国最下位の３４．１％となっており、

普及を急ぐ必要があります。 

 そこで、宿毛市の設置状況がどうなっている

かお尋ねします。 

 ２番目に、設置を早めるため、行政としての

支援策であります。住民の命を守るため、早期

設置を目指し、各自治体が助成策を打ち出して

います。 

 ２００８年第４回定例議会で、私は神奈川県

や北海道の自治体が進めている支援策を紹介い

たしましたが、今日では、高知県下の自治体で

も、積極的な支援策が取り組まれています。 

 宿毛市としても、こうした助成措置を講じ、

警報器の設置を促進すべきではないか、お尋ね

します。 

 次に、教育行政について、教育長にお尋ねし

ます。 

 １番目に、学校での熱中症対策についてであ

ります。 

 熱中症の危険性については、市長への質問で

明らかにしましたが、教育現場におきましても、

熱中症による被害が出ています。子供や教職員

の健康と命を守るための対策について、伺いま

す。 

 １番目に、児童や生徒の屋外競技やクラブ活

動で、熱中症を発生させない対策についてであ

ります。 

 猛暑の真っただ中ともいえる８月中旬の東京

では、野球の練習試合をしていた中学の野球部

員９人が、１２時前に意識がもうろうとしてき

たため、病院に搬送されました。幸い、命に別

状はなかったようであります。 

 しかし、どの子も、いずれも熱中症と見られ

ています。同じ日に、埼玉県では、高校の野球

部員７人が、午後１時ごろ、練習中に倒れ、病

院に運ばれ、熱中症と診断されました。 

 このうち、３人は入院加療となっています。 

 この二つの学校の共通点は、気温が３７度に

もなる日中に、なぜ練習をさせたのかという疑

問であります。 

 指導者が熱中症の危険性や予防対策について

の知識があったのかが、疑われます。 

 宿毛市の学校現場においても、体育の授業や

クラブ活動、運動会の練習時などに、類似事件

が発生しない対策がとられているかどうかにつ

いて、お尋ねします。 

 なお、きのうも浜松市の高校で、３２度の暑
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さの中で、３００メートル走をさせたところ、

女子生徒１６人が熱中症になり、病院に搬送さ

れたという記事が出ています。 

 次に、２番目の問題です。学校の冷房設備の

設置についてであります。 

 教職員は、猛暑の８月にも冷房設備のない職

員室で仕事をしていました。こんなエアコンも

ない環境不良の職場で仕事をしていたならば、

教職員にも熱中症が発生するおそれがあります。 

 職員室で倒れなくても、昼間の暑さによるス

トレスと、疲労で、自律神経が不調となり、帰

宅後に倒れる可能性もあります。 

 現在の宿毛市立小中学校の冷房設備の現状に

ついて、御説明をいただきたい。 

 この市役所本庁を初め、市内の公共的職場の

ほとんどに冷房設備があります。しかし、学校

には、冷房がないところがあります。熱中症か

ら教職員の健康を守り、また業務の能率増進の

ためにも、真夏に使う部屋だけでも、市内の全

校に冷房設備をするべきではないか。 

 教育現場の冷房設備設置についての計画をお

示し願いたい。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○副議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、おはようござい

ます。浅木議員の一般質問にお答えをいたしま

す。 

 通告でこられたことと違う部分もあったりす

るものですから、ひょっとしてピントがずれて

はいけないとは思っておりますが、きちんと答

えたいと思っております。 

 浅木議員が、今、おっしゃいましたけど、貧

しい人が発症しているというふうなことですけ

ど、私のほうで調べた部分では、貧しいとか裕

福だとかいう部分はないんじゃないかなという

ふうに思います。 

 まず、宿毛市で、この夏、暑さによります体

調不良を訴えた、熱中症が疑われる救急搬送者

数が、全部で１５名おります。月別では、６月

に１名、７月に８名、８月に６名の、計１５名

となっておりまして、そのうち、熱中症が直接

の原因であるとされた死亡者はいませんでした。

ということを、まず報告をしておきます。 

 先日も、防災訓練で、非常に暑い中でありま

したけど、皆さんが熱中症にかからず、大分、

我々としてはほっとしたところもございます。 

 ただ、後で、我々、土のうの片づけに、積む

以上に片づけのほうが大変だったもので、あと、

帰ってから、非常に水不足になってたような、

私の状況もございました。 

 非常に、土のうの片づけをしていただいた

方々には、もう本当にこの場をかりてお礼も申

し上げたいというふうに思います。 

 浅木議員のほうから、緊急事態と位置づけて、

早急に危機管理体制を講ずるべきだというふう

なお話がございました。 

 皆様方には、その熱中症症状というのは、い

ろいろなマスコミなんかでも報道されておりま

すので、そういった症状が見られたら、できる

だけすぐに病院で受診をしていただきたい。そ

してまた、救急車も呼んで、対応していただき

たいというふうなことを呼びかけたいと思いま

す。 

 それから、危機管理体制ということでは、そ

の都度、その都度、関係機関と協議をしまして、

状況に応じた対策を講じてまいりたいと、この

ように考えております。 

 ２点目の、市民に対しての喚起でございます

が、これは、御存じと思いますけど、毎日、昼

の１２時半に、申し上げますと、ことし５月か

ら熱中症による救急搬送が非常にふえています。 

 日ごろから十分な休憩と、小まめな水分補給

を心がけましょうと、市民向けに周知を行って

いるところでございます。 
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 また、先ほど申しましたように、非常にやっ

ぱり、マスコミのほうも多く取り上げておられ

ますので、市民の方々は、こういった熱中症に

かからないための、御自分での対策はとってお

られるんじゃないかなというふうなことは、思

っておるところでございます。 

 また、高齢者向けに市内７カ所で行われてい

ます健康相談とか、保健師による訪問活動時に

は、必ず熱中症の注意を喚起して、正しい知識

を持って、予防に心がけていただきたいという

ことを申し上げております。 

 それから、次に、３点目でございますが、ひ

とり暮らしの高齢者等の安否確認については、

今回の熱中症による非常事態にかかわらず、日

ごろから地域包括支援センター並びに民生委員

の方々が、高齢者等の自宅を訪問して、見守り

活動を含む生活相談を行っているところでござ

います。 

 また、４月からは、災害時の要援護者台帳へ

の登録を呼びかけまして、災害時のみならず、

日常的な見守り活動を強化する取り組みを行っ

ているところでございます。 

 次に、低所得者層に対してのクーラー設置だ

とか、修理費用だとか、電気料助成だとか、一

時扶助で生活保護世帯に対して、クーラー設置、

修理費用が支給できないかというふうなことで

ございます。 

 できましたら、私自身の気持ちとしては、全

員に買ってあげたいというふうな気持ちはござ

いますが、なかなか制度的に、こういうことが

できるというふうな状況になっておりません、

ということを申し上げておきます。 

 それから、電力会社に対して、電力供給停止

をしないようとか、支払い猶予の働きかけをし

てもらいたいということにつきましては、これ

については、会社と電気利用者個人の契約でご

ざいまして、そのような支援策は、会社独自で

顧客に提供するものであるというふうに考えて

おりますから、滞納している個々の状況等も、

市としては判別できないところがございます。 

 市から電力会社に対しての働きかけというの

はできませんので、御理解願いたいというふう

に思います。 

 それから、次の地デジの難視聴対策でござい

ます。 

 まず、地デジのまだ対策が終わってないとい

うところが、還住薮、楠山の尾返地区、それか

ら古屋野、鵜来島、京法、伊与津の６地区で、

８２世帯というふうに把握をしております。 

 これ、まだ改修が、いわゆる共聴組合、共聴

施設の改修が終わってないというふうにとらえ

ていただいて結構だと思います。 

 共聴施設の改修は、共聴組合が事業主体とな

りまして、受益世帯が３万５，０００円を負担

しまして、不足する分を、国、県、市が補助す

るということになっています。 

 それぞれの今後の改修の状況でございます。

還住薮、尾返、古屋野の各地区の共聴施設につ

きましては、今年度改修が終わるように、国に

対して補助金の申請手続中でございます。 

 それから、鵜来島地区は、改修事業費を世帯

で割りますと、世帯の負担金が３万５，０００

未満となることがわかりましたので、補助金を

活用せずに自主改修を行う予定というふうにな

っています。 

 京法地区でございますが、受信点調査の結果、

近くに地上デジタル放送を受信できる箇所があ

りません。そのために、衛星放送を使用しまし

て、５年間在京の地上放送が受信できる地デジ

難視対策衛星放送対象リスト、これホワイトリ

ストと呼ぶそうでございますが、これに掲載さ

れ、現在、受信に向けての申請書類を、京法地

区長にお渡しをしているところでございます。 

 それから、伊与津地区の共聴施設は、代表者
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の方からＳＷＡＮテレビへの加入の方向で話が

まとまったというふうに聞いています。 

 以上のような状況から、現状の共聴施設につ

いては、来年の７月までには地上デジタル放送

が受信できる状況になるということでございま

す。 

 それから、経済的な理由で地上デジタル放送

が受信できない方への簡易地デジチューナー無

償給付の対象要件と、申請方法を申し上げます。 

 今月の広報を見ていただければわかると思い

ますが、総務省から簡易地デジチューナーの無

償給付が受けられる方の対象要件につきまして

は、ＮＨＫ受信料が全額免除されている生活保

護世帯の方、それから障害者手帳をお持ちの方

がいる市町村民税非課税世帯の方、社会福祉事

業施設に入所されている方が対象となります。 

 これ、総務省が主体でございまして、申請方

法につきましては、当市の福祉事務所の窓口で

申込書を配布しておりますので、手続をお願い

したいというふうに思います。 

 それから、４番目でございますけれども、国

において、平成２０年７月の地上デジタル放送

への完全移行に向け、取り組んでおるところで

ございますので、その方向で、やっぱりここで

やめるというわけには、なかなかいかないんじ

ゃないかなということで、国の方針として、そ

の方向で取り組むべきというふうに考えており

ます。 

 そのためには、地上デジタル放送の完全移行

に向けて、残り１年を切っておりますので、市

民の皆様も、地上デジタル放送について疑問と

か不安がございましたら、今月の回覧文書でも

配布しておりますけど、テレビＣＭでも、数多

く流れています総務省テレビ受信者支援センタ

ー、これ、デジサポというふうに、通称呼ばれ

ておりますが、ここへ早急に相談していただく

ようお願いをいたしたいと思います。 

 それから、地上デジタル放送に関する悪徳商

法ということでございますけど、これ、企画課

のほうに消費者の窓口がございますが、こうい

う悪徳商法に遭われたというふうな方が、相談

に来たケースは、現在のところございません。 

 市民の皆様も、ここで注意を喚起をしていた

だいて、これからそういった悪徳商法に遭わな

いように、少しでも怪しいと思われた場合には、

契約をしない。それから、訪問者の運転免許証

など、身分が確認できるもので、氏名、住所、

免許番号などを聞くなどの自己対処をお願いし

たいというふうに思います。 

 次に、住宅用火災報知器の設置の関係でござ

いますが、これは先月実施しました、区長さん

を中心としました市政懇談会で、同じ質問も出

ております。 

 宿毛市内の警報器の普及率でございます。２

１年９月に、これは平成２１年９月でございま

すが、片島地区を対象に調査を行っております。 

 これは、片島地区だけで８．６％という普及

率でございまして、この調査、先ほど、浅木議

員がおっしゃられた、全国、それから高知県の

数字に、これがいっていると思います。 

 この片島地区１地区のみを調べたものでござ

いまして、宿毛市全体を調査したものではござ

いません。 

 有効な調査方法がないので、具体的な調査が

私どもにはできていません。現時点では、全体

の普及率を把握できていないのが現状でござい

ます。 

 いずれにしても、この片島地区の８．６％と

いう数字があらわすように、普及率は非常に低

いというふうに推測されております。 

 今後、来年６月の設置の義務化に向けて、住

宅用火災警報器の普及活動はもとよりでござい

ます。普及率の把握に努めたいと考えておりま

す。 
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 ちなみに、来年の６月１日までに設置をしな

ければならないというふうになっておりますが、

罰則規定はございません。 

 また、この住警器と申しますか、簡単に申し

ますと、これに支援をするという方策でござい

ます。各家庭、これはこの機械が非常に種類が

多うございまして、各家庭のニーズに合ったも

のを、その家庭で合うものを、やっぱり買って

いただいてよろしいんじゃないか。 

 設置については、建物の所有者だとか、管理

者等に義務づけられたものでございますから、

住警器の金額についても、２，０００円程度で

あるということから、各家庭に合ったこの警報

器を選んで、御自分で購入していただくのがよ

ろしいかなというふうに思っているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○副議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） おはようございます。

教育長、浅木議員の学校における熱中症の現状

と対策についての一般質問に、お答えをいたし

ます。 

 ８月末現在で、中学校におきましては５件、

小学校で１件、熱中症と思われる症状が見られ

たという報告を受けております。 

 中学校の５件につきましては、いずれも部活

動中に発生をしたものでありますけれども、そ

のうち２件は、直ちに体を冷やし、安静にして、

保護者にも連絡をとって、病院で対応をしたと

いうことであります。 

 それから、小学校の１件につきましては、教

職員が勤務中に気分が悪くなって、帰宅をした

というものでありますけれども、熱中症である

かどうかということは、明らかにはなっており

ませんけれども、熱中症の症状であったという

報告を受けております。 

 翌日には、回復をしたということであります。 

 それから、熱中症の対策といたしましては、

毎年６月に、各学校に熱中症の予防に関する通

知をいたしております。ことしにつきましても、

通知文書を出すとともに、国が作成をいたしま

したリーフレットであるだとか、ＤＶＤの配布

を行い、教職員並びに児童生徒に熱中症の予防

対策の周知徹底を図っております。 

 熱中症は、そのときの気温、温度だけでなく

て、体調によっても発生をするといわれており

ますので、休息である、部活動をする中では、

特に炎天下の中で行われますので、休息をしっ

かりとって、小まめな水分を補給を行うととも

に、児童生徒の健康管理を行うと、平素からの

しっかりした対応、指導についての要請をして

おります。 

 熱中症の症状が見られた場合についてであり

ますけれども、各学校には、日ごろから氷であ

るだとか、アイスパックなども用意しておりま

すので、子供の状態によっては、保健室で対応

もできるようになっております。 

 その対応と言いますと、涼しい場所で横にさ

せるだとか、衣類を緩めるであるだとか、アイ

スパックで冷やしながら、経過観察を行うと。 

 状況によっては、救急車を呼ぶなど、養護教

諭を中心に、適切な対応ができるように養成を

しております。 

 また、今年度は例年にない猛暑が続いており

ますことから、体育祭などの行事についても、

２学期が始まる前に、熱中症に関する注意の喚

起、予防の周知徹底を、再度、行っております。 

 次に、夏季休業中に教職員自身の熱中症対策

と、仕事の能率を上げるための対策として、冷

房設備の設置につきましては、現在、宿毛市内

の小中学校１５校ありますけれども、そのうち

職員室に設置をしておりますのが６校、小学校

で４校、中学校で２校。それから、校長室に設

置をしております学校が８校、小学校は５校、
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中学校は３校という状況であります。 

 児童生徒が休みとなる夏季休業中においても、

教職員は勤務をしておりますので、議員が御指

摘のように、真夏の室内での勤務を行う上では、

職員室、校長室の冷房の設備は猛暑が続く最近

の状況の中では、必要ではなかろうかとは考え

ております。 

 また、熱中症等の症状が出た場合に、対応を

する保健室の設置につきましては、現在４校。

小学校が２校、中学校が２校という現状であり

ます。 

 職員室と同様に、すべての学校に設置をする

必要があると考えております。これにつきまし

ては、財政的な制約もありますので、同時期に

全校一斉に設置をするということは、大変困難

なことではあろうと思いますけれども、今後、

２年ないし３年の間には、設置をできるように

努力をしてまいりたい。財政当局とも、市長部

局とも話をして、ぜひ設置をしたいという、こ

ういうふうに思っております。 

 以上です。 

○副議長（中平富宏君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） ５番、再質問をいたし

ます。 

 まず、市長のほうについての分を、先に進め

ます。 

 先ほどの市長の答弁の中で、一つ認識が違う

と思ったのが、私は、低所得者、特にクーラー

も買えない、電気料も払えない、こういう人の

ところに多く出ているというふうに、いろんな

情報で把握しているわけですが、市長は、別に

貧しいから熱中症が多くあるというふうに考え

てないと言うわけですが。 

 貧しい人は、クーラーも、現在、ようつけて

ないわけです。電気料も節約するというような

ことになっているわけです。 

 そういう家庭に多発している。ここのところ

は、しっかり見ていただきたいと思うわけです。 

 例えば、８月１５日に埼玉で７６歳の男性が

熱中症で死亡してます。この場合は、体を壊し

て働けない４８歳の長男と、電気もガスもとま

った家で寝ていた７６歳の男性が、翌朝、熱中

症になり死亡しています。 

 収入は、父親の年金が２カ月に１０万円だけ

の困窮生活そのもの。クーラーは、ついてはい

るが、電気をとめられているために役にたちま

せん。 

 宿毛市も、このように、命にかかわるほど生

活困難な世帯も見られます。こうした人の命を、

熱中症から守るためにも、クーラー関係の支援、

電気の支援、こういうことは必要なわけです。 

 市長の、そういう貧しい人に対する考え方、

これを、もっと現場を見詰めてもらいたい。そ

してまた、そういう対策もとってもらいたい。 

 この項目では、そういうことを、再度、質問

いたします。 

 なお、電力会社に対して、それは民間だから、

電力会社にはするわけにいかんというような形

の、市長答弁がありましたが、私の知るところ

では、２００２年４月２３日付で、経済産業省

が電力会社に出した通知。これは、生活困窮者

が電気代を滞納した場合、福祉部局と連携して、

機械的に停止しないことを求めたものだそうで

す。 

 今年の８月２３日に、再周知の対策をとると

回答が出ています。また、担当課長は、福祉部

局を通して、電力会社に連絡し、支払期限を延

ばすことができると回答しているわけです。 

 こういった面から、民間会社であっても、押

しつけはできないけど、要望はできる。行政の

ほうから。そういうことができると思いますの

で、宿毛においても、そういうことができない

という考え方ではなしに、経済産業省はやって

いるわけですので、できるという道があります
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ので、この点は再度、考えていただきたいと思

います。 

 それから、地デジ難視聴対策についてですが、

これは、現在の難視聴状態について、先ほど、

詳しく説明をいただきました。 

 あと、まだできていないところについては、

これから進めるということですが、来年度、ア

ナログ停波までに、全部できるかどうかについ

ては、私がよう聞き取らんかったのか、回答が

あったんかなと思いますが、再度、来年の６月

までに、こういう地デジ電波が届かないという

ところがないようにできるのか、その部分につ

いて、再度お聞きしたいと思います。 

 それから、地デジのチューナー等、こういっ

たものの支給手続については、今、お話を聞き

ましたが、これ、障害者とか、ＮＨＫ受信料全

額免除とかいうことではなしに、住民税非課税

世帯全体について、来年度予算で支給できるよ

うにするという総務省の取り組みが出ています。 

 しかし、来年度予算で決めても、果たして７

月のその時期までに間に合うのか、心配される

わけですが、これはどうなるのか、もしわかれ

ば、対策ができるのか聞きたいと思います。 

 非課税世帯全体に広げていくということは、

それなりに意義がある。大体、１６０万世帯ぐ

らいになるんじゃないかと思いますが、それく

らいのところへ、新たに追加ができるような方

向になりつつあるということです。 

 なお、４番目に提起しました悪徳商法の関係

ですね。これは、私の知る情報では、訪問販売

業者が、アナログ放送が１０年間延期できる工

事を３，０００円でするというような話を持っ

てきて、対象者をだまそうとしたと。 

 それから、一例では、地デジ工事には９万円

かかるが、今なら５万円でできるということで、

お金を渡したら、持って逃げられたというよう

な、そういう地デジ問題についてわからない人

を対象に、そういう悪徳商法も行われていると

いう情報がきてますので、なお今後とも警戒し

ていただきたいと思います。 

 それから、火災警報装置の設置ですが、これ

については、市長は、２，０００円ぐらいから

あるので、個人でつけてくださいという答弁で

したが、高知県内においても、香南市や田野町

など、７つの市町村では役所の予算で購入し、

全世帯に無料配布しているわけです。 

 それから、１０の市町村は、ひとり老人世帯

などに無料配布、また補助金を出しているとい

う面があります。 

 市長、お話ありましたように、確かに本人の、

こういうものをつけたいという好みもあります

ので、役所で買うて、全部与えるのがいいかど

うかは、皆さんの声を聞かないかんですが、助

成することは、よそでもやりよるように、宿毛

でも本人が買いたいもののうち、何ぼ限度に負

担するのか。自治体によっては、５，０００円

まで負担しましょうというようなことを決定し

ているところも見られるわけです。 

 こういった面で、個人への助成、こういった

ものを取り組んでいただきたい。 

 特に、助成により、早期の設置を進めること

は、住民の命を大切にする自治体の役割ではな

いかと思います。宿毛市としても、災害弱者の

世帯だけでも、公的助成に踏み出すべきではな

いか。再度、答弁を求めるわけです。 

 以上です。以上で再質問、２回目の質問を終

わります。 

○副議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浅木議員の再質

問にお答えをいたします。 

 私、先ほど、貧しい人とかいうふうな人とい

うのは、被害に遭った方がどういった階層の人

かというのは、把握してないということを言っ

ただけであって、浅木さんは、その新聞記事等
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で、そうやって見られているということだけの

話ですから、これはもう、貧しい人に何かをす

るということは、助成、助けるということは、

できるものはしなきゃいけないとは思います。 

 ただ、その熱中症になった人が、貧しい人な

のか、裕福な人なのか、経済的なことは、全然

報道もされておりませんから、わからない部分

があると。その把握をしてないということを言

っただけの話です。 

 それは間違いないようにしてください。 

 それから、経産省の通達というのは、私は今、

初めて知ったわけでございまして、そこら辺の

通達があるかないか、ちょっと調べて見て、対

応してみたいというふうに思います。 

 市民のほうから、そういった働きかけあれば、

ともに行って、お願いしに行くということ、こ

れはもう全然、やぶさかではございませんし、

通達どおりのことは、通達が出ておるんであれ

ば、そういった形をとってはいきたいというふ

うには思います。 

 ただ、その通達がどういうものか、はっきり

私の手元にありませんので、今、初めてでござ

いますから、ちょっと対応のしようを、ここで

話すことができません。 

 それから、地デジについては、来年の７月ま

で、これは国策でございますから、すべてやっ

ていただかなきゃいけない。国の責任において、

ぜひやってもらいたいというのが、私の気持ち

でございます。 

 これは、国が来年の７月までには、全部、地

上デジタルにかえていくということですから、

これ、個人の世帯からテレビが見えなくなると

いうことは重大なことでございます。だから、

今、共聴を直すとか、それから光ケーブルでや

るとか、ＳＷＡＮテレビですね、そういったも

のでできる、全部できるというふうなことで、

今、進めているわけでございます。 

 そういったことで、ただ、私もよくわからな

い部分がありますが、その電波を受ける角度に

よって、よく見えるところ、見えないところが

出るかもしれない。これは、試験的に受けてみ

なきゃわからないというところがあるそうでご

ざいます。 

 その試験的に受けてみて、来年の７月までに

受けられないところを解消するということは、

必要なことだと思いますから、それについては、

我々としても精いっぱい努力もしていきたいと

いうふうに思います。 

 それから、総務省の概算要求の話は、高知新

聞にきょう、載っていたと思います。これ、地

デジ移行で３４０億円の中で、市町村民税の免

除世帯まで広げるという文書があります。 

 ただ、その内容については、我々のほうでは

把握をしておりませんから、ここで答えるわけ

には、なかなかできませんので、御容赦願いた

い。 

 新聞のほうに出ておりますので、それを見て

いただければいいと思います。 

 それから、悪徳業者の話も出ましたが、やは

りそういった人間が出てくる可能性というのは、

やっぱりあると思いますから、市民の皆様には、

こういった悪徳業者にだまされないように、ぜ

ひ、先ほど申しましたように、自分で防衛もし

ていただきたいし、そういう被害にもし、もし

そういう方が来てたというふうな情報がありま

したら、また市役所のほうにもいただければあ

りがたいというふうに思います。 

 また、注意の喚起も、それによってできるん

じゃなかろうかというふうなことは思います。 

 それから、火災報知機の設置について、他の

自治体のことを出されております。ただ、うち

のほうの財政状況等、いろいろ勘案をした結果

もありまして、個人で住警器を設置していただ

きたいというふうなことでございます。 
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 支援、補助についてのお話がありましたけど、

既に設置されている方とか、平成１８年６月１

日以降に、新築した住宅には、この住宅の警報

器が設置されておりまして、そういった方々と

の平等性というのが図れないんではなかろうか

というふうなことで、各家庭に合った住警器を

購入していただくのがよろしいんではなかろう

かというふうに思います。 

 以上でございます。 

○副議長（中平富宏君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） 再質問をいたします。 

 熱中症対策については、今後とも、一般質問

の冒頭で述べましたように、ことしの残暑だけ

じゃなしに、これから、来年以降も、一応、５

月ぐらいからそういうふうな状況になると。熱

中症が発生する時期になるというふうに考えら

れるようでございます。 

 そういった面から、ぜひ、今年だけじゃなし

に、来年以降へ向けての対策もとっていただき

たい。 

 それから、電力会社云々の問題については、

これから調べてみるということですので、それ

を待ちたいと思います。 

 住宅用火災警報器の設置について、再度質問

します。 

 これについては、先ほど、話しましたように、

各自治体も、今、市長が話したように、新築住

宅には既につけていた。それから、今、自費で

つけている人もある。こういうアンバランスが

ある中でも、よその自治体では、残ってようつ

けてない人に対して、つけているわけです。 

 そういった、もう新築の人は自分でつけてい

るんだから、そしてまた、自力でつけた人もあ

るんだから、だから公的支援をするのはおかし

いと、こういうことにはならんと思います。 

 そういった面で、特に経済的弱者、高齢者等、

低収入の方、こういった人については、他の自

治体ではやってくれてるのに、何で宿毛市はや

ってくれんのよということになるわけです。 

 ぜひとも検討願いたい。 

 また、財政状況が厳しいというお話ありまし

たが、全体的には厳しいかもわかりませんが、

果たして、今、使っている財政状況、使用して

いる、こういったものについて、これは余り必

要ないんじゃないかというような、市民からの

声もあるわけです。そういった部分を、再度チ

ェックして、こういった、本当に市民の命を守

る方向へ向けてお金を使っていく、こういうこ

とが大事じゃないかと思うんで、この面につい

て、答弁をお願いしたいと思います。 

○副議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、浅木議員の再質

問にお答えしますが。 

 住警器の関係については、答弁は変えるつも

りはございませんので、この点で御了解願いま

す。先ほどの話のとおりでございます。 

○副議長（中平富宏君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） 今の住宅用火災警報器

の設置については、他の市町村がやりよっても、

宿毛ではやらんという、主張ですので、行政当

局がやらんというのを、ここで何ぼ議論しても

進みませんので、私はこれ以上、議論しません。 

 市民の皆さんが、それは判断してくれるもの

と思います。 

 それから、教育行政で先ほど答弁いただきま

した。このことについては、教育長に再度お尋

ねします。 

 宿毛でも熱中症で子供が病院へ運ばれた。熱

中症と思われることで、５人ですか、そういう

ことがあったということですが、私の知るとこ

ろでは、大阪の耳原クリニックというところの

所長さんの判断ですが、屋外でのスポーツ等は、

２４度を超えれば、常に熱中症の危険があると

いうふうに指摘されています。 
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 それと、もう一つ、３１度を超えたときには、

屋外スポーツはやめるほうがいいのではないか

というふうな、一つの見方が出ております。 

 こういったことを含めて、熱中症になるよう

な場合に無理をさせないということが大事じゃ

ないかと思います。 

 特に、子供は熱中症にかかりやすい、こうい

うことも日本医科大教授の判断ということで出

てますが、教師や指導者は、自分の体感を基準

で判断すると過ちを犯す。大人に比べて体積が

小さいので、周囲の温度の影響を子供は受けや

すいと。大人が大丈夫と思ても、子供にはかな

り負担になってきているということがあると。 

 それから、もう一つは、汗を出すことで体温

調整をする自律神経が未熟なため、子供は暑く

なると、体温までが上昇してしまって、熱中症

になってしまうと。 

 特に、これは私の意見ですが、指導者は子供

をけがや病気にさせない。健康な体で親元に戻

すのが最大の任務。こういった面から、訓練の

成果を優先する、こういった部活動については、

考え直していただきたいと、こう思うわけです。 

 なお、今、話した部分については、私は紹介

をしたわけですので、今後、教育行政、学校等

への何に、参考になるとしたら生かしていただ

きたいということで、このことについての答弁

は求めません。 

 ２番目の冷房装置ですね、学校の。これにつ

いては、今、数字的には、各学校とも報告いた

だきましたが、まだ二、三年はかかるというお

話もありました。 

 聞いてみると、小筑紫小の子供、新しい学校

できて、廃止になったですが、冷房設備はどこ

の学校へつけるのか。どの学校も今度はうちの

学校かというようなことで、待ちゆうという話

も聞くわけですが、小筑紫の冷房設備はどこか

へ移設するようにしちゅうのか、聞きたいと思

います。 

 また、ある学校の校長は、職員室で仕事をし

ている先生が大変だ。校長室は後になってもよ

いから、まず職員室へつけてほしいと言ってい

ました。 

 先生の暑さとの戦いを、毎日見ているからだ

と思います。行政担当者は、もっと、現場の苦

労を把握するべきではないかと、こう思うわけ

です。 

 けさの新聞でも、熱中症による労災死が、今

年は３３人になり、これまでの年間最多を記録

しているわけです。 

 学校現場から、こういった熱中症の労働災害

が発生する、こういった事態にしないためにも、

クーラーの導入が必要だといえるわけです。 

 また、お隣の愛南町のほうへ聞いてみました

ところ、職員室、校長室、保健室、パソコン室

などには、すべての学校に冷房設備をつけてい

る、こういうことでございます。 

 こういう状況なのに、高知県はなぜ、いまだ

に学校現場へクーラーをつけれないのかと。こ

ういった教育予算が組めないのかという問題が

あるわけです。 

 これについて、愛媛県では、お隣の町ではで

きるのに、ここではなぜできないのか、こうい

ったことについて答弁をいただきたい。 

 それから、もう一つは、教育長は、きのうの

今城議員の学力問題の質問に対して、研修等で

教師の力量を上げるというふうな答弁があった

ように、私は記憶しているわけです。 

 それも大事なことではあると思いますが、子

供の夏休み中に、教師自身が自己研さんし、教

育力を高めるためにも、冷房設備を完備した職

場環境をつくることが、行政の役割だと思うわ

けです。 

 そういった面で、教育効果を上げようと思え

ば、やはり学校設備、こういったものを充実さ
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せて、お隣の愛南町に負けないような態勢、設

備、こういったものをつくっていく必要がある

と思うわけです。 

 こういった点について、回答をいただきたい。 

 以上です。 

○副議長（中平富宏君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、浅木議員の

再質問にお答えをいたします。 

 いろいろと、熱中症対策について、御指導を

いただきまして、校外であれば、２４度から熱

中症にかかる可能性がある。それから、３１度

になったら、危険であると、そういうことを、

具体的な数字もいただきましたので、子供は体

積が少ないから、大人とは違うだとか、それか

ら、汗を出す能力が低いだとか、いろいろ指導

いただきましたので、そんなことも含めて、学

校のほうにも、また校長先生を通じてお話をさ

せていただきたいと、こんなふうに思います。 

 それから、そのことについては、校長会の中

でも、異常気温ということですので、外でいろ

いろな教育活動をする場合、体育的な行事をす

る場合には、気をつけてもらいたいということ、

校長会の中でも指導してまいっておりますので、

再度、学校のほうに、文書ででも、口頭ででも

連絡をするようにいたします。 

 それから、エアコンの設置につきまして、１

点、小筑紫のエアコンの施設をどこに移すのか

というようなことがありましたけれども、ちょ

っと、そこのところはわかりませんので、課長

のほうから、そのところは答弁させるようにい

たします。 

 それから、議員のおっしゃるとおり、確かに

今城議員の昨日の質問の中で、先生の資質向上

を図る。それから、私はもう１点は、学習規律

等を確立するということも、もう１点お話をし

たかったんでありますけれども、今城議員から

再質問ありませんでしたので。 

 確かに、議員おっしゃるように、快適な場所

で研修をすることが、先生の資質向上につなが

るとは思っておりますし、夏休みに暑い中で、

先生が研修をするというのは、大変、都合悪い

とは存じます。 

 その点につきましては、先ほど申しましたよ

うに、全校一斉にやるとなりますと、大変な費

用ですので、できないということ、我々は来年

度にでもやりたいと思うのでありますけれども、

財政当局、市長部局とも折衝をしながら、最大

限、努力するという気持ちがありますので、そ

の点は御理解ください。 

 それから、もう１点、愛南町はできるのに、

愛媛県はできるのに高知県はなぜできないのか

ということでありますけれども、やはり、私も

よくわかりませんけれども、財政的に裕福であ

るということも、１点はあるのではないか。 

 それ以外にも、教育にもう少しお金を使う考

えがある、そういう考えもあるかもしれません

けれども、一定、一つには財力に豊かであろう

かとも思ったりしますけれども、その点、愛媛

県ができるのに高知県はできないのはなぜかと

いうことについては、明確には、私の立場から

は回答はできません。 

 私は、財政難のときであっても、議員おっし

ゃられましたように、先生が学力向上のための

研修をするための、望ましい教育環境をつくる

ために、努力はしてまいる所存でございます。 

 以上です。 

○副議長（中平富宏君） 教育次長兼学校教育

課長。 

○教育次長兼学校教育課長（出口君男君） 教

育次長兼学校教育課長、５番議員の一般質問に

お答えを申し上げます。 

 学校での熱中症対策に関係しまして、旧小筑

紫小学校の冷房施設について、どのように扱っ

たかという御質問でございますけれども、旧小
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筑紫小学校及び田の浦小学校の冷房設備につき

ましては、本年度、山奈小学校のほうへ移転す

べく、今、発注をいたしております。 

 あわせて、新しい冷房機器も含めて、本年度

は山奈小学校の冷房機器を整備をするというこ

とで、取り組んでおります。 

 以上でございます。 

○副議長（中平富宏君） ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） 先ほど、学校教育課長

のほうからも答弁いただきましたが、小筑紫の

田の浦の分については山奈へ移すということで

すが、きょうこの何を聞きよった人は、よかっ

たと思う人と、残念だと。 

 うちへ来るだろうかと思て待ちよった、待ち

よりますという話も聞きましたので、山奈小へ

行くようになったという何もあろうかと思うわ

けです。 

 それだけ、皆、欲しがっているということで

す。 

 教育長の答弁で、愛南町は全部できちゅうの

に、宿毛はできんのは何でかわからんというこ

とですが、やっぱり財政問題だと思うんですね。 

 いかに教育を重視しているかということだと

思います。 

 特に、私も、篠山小中学校議会の議員に選出

され、向こうの、篠山小中学関係の決算書、関

係書類全部見せてもらいましたところ、やっぱ

り、支出内容は違うと。こういうところも町の

財政で負担してくれてるんだということがわか

るわけですね。 

 そういった面も含めて、やはり学校予算をふ

やしていくということは、非常に大事なんでは

ないかと思うわけです。 

 教育長自身も、これからさらに財政当局と相

談して、できるだけ早いうちに、２年、３年と

言わんうちに、できればもう、１年でも早く設

置して、するようにしていただきたい。そして、

最初の質問で指摘しましたように、教師の中に

熱中症による労働災害が発生したというような

事態にはなってほしくないと、私は思うわけで

す。 

 そういった面で、今後、努力していただくこ

とをお話ありましたので、私の質問はこれで終

わります。 

○副議長（中平富宏君） １１番濵田陸紀君。 

○１１番（濵田陸紀君） １１番、一般質問を

行います。 

 宿毛市中心市街地活性化事業の推進について。 

 この事業につきまして、おさらいの意味を兼

ねまして、この事業内容、中身につきまして申

し上げます。 

 中心市街地は、さまざまな都市機能が集積し、

長い歴史の中で、文化、伝統をはぐくみ、各種

の機能を培ってきた町のことです。しかしなが

ら、近年のモータリゼーションの進展、消費者

ライフスタイルの変化等を背景にして、中心市

街地における移住人口の減少、空き店舗の増加

を初めとする商業機能の低下など、中心市街地

の空洞化が深刻化しています。 

 このような状態に対応するため、経済産業省、

国土交通省、法務省等が中心になって、中心市

街地活性化のための総合的対策を講じるとし、

その根拠法となる中心市街地における市街地の

整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関

する法律が制定され、平成１０年７月より執行

されました。 

 この中心市街地活性化法は、地域の創意工夫

を生かしつつ、市街地の整備改善、商業等の活

性化を柱とする総合的、一体的な対策を、関係

省庁、地方公共団体、民間事業者等が連帯し、

推進することにより、地域の振興と、秩序ある

整備を図り、我が国の国民生活、経済の発展を

図るものとなっています。 

 また、平成１８年８月には、中心市街地活性
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化法が改正され、内閣総理大臣による基本計画

認定制度の創設、支援措置の大幅な拡充など、

中心市街地における都市機能の増進及び経済活

力の向上を、総合的かつ一体的に推進するため

の措置が、新たに盛り込まれました。 

 これを受けて、当市では、平成２０年４月開

催の中心市街地活性化説明会を初め、平成２２

年８月までの間に、勉強会、事務局勉強会、事

務局討論会、協議会、設立議会、準備協議会、

作業部会、講演会、さらには平成２２年５月に

は、株式会社まちづくり宿毛の法人登記を完了

するなどして、数えること２９回を数えてまい

りました。 

 その取り組みをさらに積極的に進めていくた

めに、文化環境研究所による平成２３年４月か

ら、平成２８年３月までの５カ年間を計画期間

とする宿毛市中心市街地活性化基本計画書を策

定しました。 

 中心市街地活性化については、法の趣旨から

して、自治体の責務であるといっても過言では

ありません。 

 質問１。まず、昨年度から作成した宿毛市中

心市街地活性化計画について、これは宿毛市中

心市街地活性化協議会での構想案を取りまとめ

たものとなっていますが、この内容に基づき、

５カ年間において実行していくためには、よほ

どの覚悟を持って、官民一体となって取り組ま

なければ、まさに絵にかいたもちで終わりとな

ります。 

 ここまできて、このまま終わらすわけにはい

かないと思い、できるものから積極的に取り組

まなければなりませんが、基本計画に基づいた

実施計画がなければ、どのようになるか、皆目

見当が定まりません。 

 まず、そこで、市として実施計画の策定につ

いて、どのようにとらえているのか、市長の御

所見をお願いします。 

 ２番目について。吉田 茂銅像移転について。 

 現在、吉田 茂先生の銅像は、高知龍馬空港

の敷地内に、しかも注意して探さなければなら

ないようなところにひっそりと建立されており

ますが、聞くところによると、道路、公園整備

のために移転計画があるように聞きますが、徳

川幕府から大政奉還させた坂本龍馬が、ＮＨＫ

が、大河ドラマ「龍馬伝」によって、全国レベ

ルで爆発的な人気を得ているのに比べ、吉田 

茂先生は、近代日本の礎を築いた割には、静か

に高知龍馬空港の片隅に鎮座しているような状

況に置かれております。 

 高知県の宿毛が生んだ偉大なる先人として、

高知市内、しかも高知空港敷地内において、吉

田先生を顕彰するよりも、吉田先生の重鎮、竹

内 綱、長男の竹内明太郎先生の、生誕の地の

宿毛に移設誘致し、戦後日本の復興に寄与、貢

献した先生の顕彰を行って、高知県西南端、宿

毛の活性化の一翼を担っていただくことも重要

ではないかと思いますが、市長の考えをお聞き

します。 

 ３番目としては、吉田 茂邸再建プロジェク

トの会議の協力について。 

 平成２１年３月２２日、神奈川県大磯の吉田

邸が火災に遭って全焼して、現在、大磯町では、

大磯町吉田 茂邸再建プロジェクト会議が発足

し、平成２１年７月１日から２３年３月１日ま

で、第１期として、寄附金の募集が行われてい

ます。 

 大磯町では、年間５，０００円以上を超える

場合、所得税と合わせて、一定の限度額まで、

住居地の個人住民税から控除できる制度の確立

などをして、寄附金の募集を行っています。 

 この際、宿毛市として、市の豊かな森林資源

の活用と、山林資源のＰＲの一助として、県内

の８４プロジェクトを巻き込み、材木の提供を

申し出て、宿毛市の意気込みを示すことも、当



 

－ 66 － 

市の活性化のため、必要なことではないかと思

います。 

 材木の提供を行うには、その資源の裏づけが

必要不可欠であると思うが、その資源の確保に

ついては、宿毛市在住者のみでなく、関東、関

西在住者からも浄財を賜り、その資金を活用し

て、材木の購入、提供という方法も考えられる。 

 そのような回りくどい寄附を行うより、直接、

大磯町に寄附をしたほうが、手っ取り早いでは

ないかという意見もありますが、東京や大阪、

名古屋地区に在住する県出身者を初め、麻生太

郎元総理や、財界の重鎮と面会し、浄財蓄積の

協力を要請することも重要で、直接的に浄財が

集まらなくても、地域活性化や何か活用できる

情報の収集も期待できるように思うが。 

 また、このことを契機に、大磯邸再建計画の

運動を起爆剤とし、建設施工ということになれ

ば、大工、左官の職人も、宿毛から出向させ、

その建設の一翼を担うということになれば、こ

れも地域活性化につながるのではないかと思う

が、市長の考えをお聞きします。 

 ２番目の質問として、市内における環境美化

について。 

 環境課においては、環境指導員による不法投

棄等のパトロールを行うとともに、最近、新た

にごみ減量化推進の一つとして、ＳＷＡＮテレ

ビ職員が出演し、３Ｒ、リデュース、排出抑制。

リユース、再使用、リサイクル、再利用の啓発

放送し、市民に理解を求めて、市民の間でもご

み問題に関する関心が高まっていると聞いてい

ます。 

 しかし、まだ、道路、公園等にごみ袋や缶の

ポイ捨てが多く見受けられ、また、このところ、

荒瀬山展望台を初め、人目につきにくい場所へ

の不法投棄が目につき、環境の荒廃、悪化を助

長している状態にあります。 

 ごみの集積場所以外における不法投棄の防止

のためにも、美化運動を市内一円で取り組むこ

とによって、啓蒙啓発、意識の変化にも大いに

期待できるのではないかと思う。 

 行政の維持管理には努めてまいると思います

が、まだ十分な整備がなされていないように思

われますが、以前、よさこい高知国体をきっか

けに、市は花街道をみんなできれいにする事業

補助金を出し、のり面の草刈り、花壇の清掃を

初め、花の植え込みを行い、各地で市民参加に

よるボランティア活動を実施され、環境美化に

対する啓発が行われ、平成１５年度から平成１

９年度までは、市の補助金を活用し、２２団体

できれいなまちづくりの参加や、もろもろのボ

ランティア活動を行った経緯があります。 

 市民も自主参加し、きれいなまちづくりをし

てきた、その補助事業をなぜ中止したのか、中

止した経過と理由をお聞きする。 

 また、このような事業を再着手し、今後、予

算計上を復活する考えはないか、お聞きします。 

 ３番目の質問。アパート住民等の地区加入促

進の取り組みについて。 

 市長は、市民税を納めている住民に対して、

市の情報を広報等によって周知する義務がある

と思うが、地域の未加入者に対して、どのよう

な形で、情報の提供をしているか。 

 また、宿毛市においても、大型のマンション

やアパートが増加しています。これらの集合住

宅には、専用のごみ集積所を設置することなく、

各地区で管理する既存のステーションを利用し、

ごみ出しの曜日や分別をめぐって、地区住民と

の間でトラブルが発生するケースが見受けられ

ます。 

 これに関連して、街区、地区長会でも、毎年

のようにアパート住民の区費支払いが問題にな

っております。 

 大型アパートやマンションの場合、区長や班

長が入居者を確認し、区費等の支払いを求める
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ことには限界があります。 

 地区に加入し、区費を払うことは、配布され

る広報などへの対価というよりも、地域住環境

の維持や、保全に対する共益費という意味合い

のほうが大きいものであります。 

 したがって、住民間のトラブルをなくし、住

民間の協調性を保つために、入居者の皆様に、

地区に加入していただくことが大切だと思いま

すが、行政として、よい方法、取り組みがあれ

ばお聞きします。 

 以上で、第１回目の質問を終わります。 

○副議長（中平富宏君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、濵田議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、宿毛市中心市街地活性化の基本計画の

件でございます。 

 本計画は、平成２１年度事業として実施をし

ておるわけでございます。 

 現在の目標としましては、平成２３年２月に、

内閣府へ認定の申請を行い、２３年度から５カ

年事業の計画となっておるわけでございます。 

 基本計画の策定に当たりましては、平成２１

年４月に、宿毛市中心市街地活性化準備協議会

を発足させまして、テーマごとに５つの作業部

会をつくり、また、各部会ごとの協議を重ねて、

全体会でさらに構想案をまとめておるというふ

うなことでございます。 

 さらに、今後、地元調整であるとか、財政的

な裏づけに基づく事業仕分け等の作業を行わな

きゃいけないだろうと思っております。 

 また、身の丈に合った計画を作成してまいら

なければいけないというふうに思いまして、本

計画に市民の皆様がいろんな御意見を出してい

ただき、御尽力をいただきましたことに対して、

感謝をしているところでございます。 

 これから意見集約がたくさんできたものです

から、これからきちんとした計画、５カ年でで

きる、できない、そういったところの仕分けを

しなきゃいけないということでございます。 

 以上。 

 それから、次に吉田 茂先生の銅像の移転で

ございます。これは、現在、高知空港の敷地内

に建立されておりますが、移転について、担当

課から県に確認しましたら、以前、宿毛市の

方々から、吉田 茂先生の銅像を、先生にゆか

りのある宿毛市への移転を考えられないかとい

った声があったことを聞いておりまして、県で

も、何らかの検討をしていく体制を考えている

が、経費の問題、それから県民意見の収集、そ

れから検討メンバーといった、さまざまな課題

があるということでございまして、現時点では、

具体的な形となっていないとの回答がございま

した。 

 この銅像そのものが、民間の有志の方々が建

てられて、県の所有になっているんじゃないか

なというふうに思いますが、現在、県の移転計

画がまだ白紙の状態であるというふうなことで

ございますので、もう少し、推移を見守る必要

があるんじゃないかなと、そういうふうに考え

ております。 

 次に、３番目に、吉田 茂邸再建プロジェク

ト会議というのは、私は初耳でございまして、

すぐに対処を、どうしようということが、実は

できてないのが本音のところでございますが。 

 いろいろ濵田議員から、協力についてのお話

がございました。木材の提供だとか、人的な派

遣だとか、浄財の協力要請ということでござい

ます。 

 ただ、この再建については、基本的には、大

磯町の考えでなされるべきだろうというふうな

ことと思います。 

 現時点では、濵田議員がおっしゃったような

協力を行うことへの考えが、実は及んでおりま

せん。ただ、吉田 茂先生、本当に全国で知ら
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ぬ者はないという形で、当宿毛市とは非常にゆ

かりの深い方でございます、という認識は持っ

ております。 

 この再建プロジェクトのことは、興味を持っ

て、ちょっと注意深く見守ってまいりたいと、

このように考えております。 

 次に、市内における環境美化でございます。 

 花街道みんなできれいにする事業補助金の背

景でございますが、平成１４年に開催されまし

たよさこい高知国体の期間中、数多くのボラン

ティアの皆さんの協力のもとで、市内各地で環

境美化運動が実施されまして、ポイ捨ての抑制

とか、環境美化に対する啓発に多大な効果があ

りまして、このボランティア活動が国体だけで

終わるのじゃなく、市民参加によるきれいなま

ちづくりへの参画や、さまざまなボランティア

活動のきっかけとなるよう、支援することを目

的に、事業が実施されたわけでございます。 

 平成１５年度以降５カ年にわたりまして、県

の補助金等も活用しまして、地元ボランティア

団体へ必要物品等の購入に対する補助を行いま

して、活動を支援することで、地域住民の自主

参加、ボランティア意識が根づいたことと推測

されまして、平成２０年度には、県の補助金の

補助対象外というふうになったこともありまし

て、市の補助事業も廃止しております。 

 しかしながら、補助事業廃止後におきまして

も、地域住民を中心に、市民のボランティア活

動として、積極的に参加し、継続していただい

ておるものというふうに、私は思っております。 

 予算措置につきまして、市内各地区、及びボ

ランティア団体等より、また強い要望等がござ

いましたら、現状等を調査し、検討してまいり

たいというふうに考えております。 

 それから、地区の加入の件でございます。こ

れは、先月行われました市政懇談会でも、非常

に重要な問題ということで、地区長連合会の皆

さん方からも、お話があったわけでございます。 

 まず、一つ目の、地区未加入者に対して、広

報等、どのような形で提供しているかというこ

とでございます。 

 地区によっては、地区への加入を促すという

意味も込めて、地区長の判断によって配布をし

ていただいている地区もあると聞いていますが、

ほとんどの地区では、未加入世帯への配布はし

てないということでございます。 

 このために、「広報すくも」を市のホームペ

ージには掲載をしております。それから、市役

所のロビー、企画課、各支所、それから坂本図

書館及び宿毛駅などの窓口に広報紙を置きまし

て、一人でも多くの方が、行政情報を確認でき

るように取り組んでいるところでございます。 

 今後も、原則として、地区長を通しての配布

をお願いしたいと考えております。 

 次に、地区加入促進に向けた取り組みでござ

いますが、各地域におきましては、よりよい生

活環境を維持していくために、さまざまな活動

をなされています。少し地区の活動を、二、三

紹介しますと、住民同士のコミュニケーション

づくりのための花見会とか、敬老会など、いろ

いろな行事を実施をしておられます。 

 それから、地域を美しくすることによる子供

たちへの情操教育の実践とか、住みよい地域づ

くりのための環境美化活動。清掃であるとか、

ごみ集積場の管理なんかもしていただいている

ところでございます。 

 それから、防災・防犯対策による安全で安心

な地域づくり。さらには、将来のまちづくりに

対する県や市への提言等を、区のほうで、いろ

いろな、このような活動をしていただいている

ということで、自治会、区の果たす役割という

ものは、非常に重要であるというふうに認識し

ておるわけでございます。 

 地区への加入は市民の自由意思によるもので
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はございますが、行政としましては、地区から

の意見収集とか、行政からの情報の伝達も、ス

ムーズに行える。また、災害時におきましては、

近所の人たちの協力であるとか、助け合いが絶

対に必要なことでありますので、住所移動の手

続の際に、地区への加入を、行政としても引き

続き働きかけてまいりたいと、このように考え

ております。 

 特に大きな災害が起こった場合に、救援物資

等の、速やかで正確な配布は、地区長や自主防

災組織の協力が必要不可欠でございますから、

地区への未加入者の情報が十分把握できないこ

とによりまして、救援物資の遅配、配布が遅く

なるというふうな問題が起こらないようにしな

きゃいけない。今後とも、地区長連合会等と連

携を図って、未加入者への加入促進の取り組み

を図ってまいるということでございます。 

 ただ、アパート、マンションの入居者の方々

に、なかなか入っていないという実情もあるよ

うでございます。これにつきましては、アパー

ト、マンションの所有者へも協力をお願いする

ということもしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

○副議長（中平富宏君） １１番濵田陸紀君。 

○１１番（濵田陸紀君） 今、着々と構想が進

んでおる段階でございますが、一応、このトー

タルテーマにある、公園の中にあるまち、これ

をまちの人なんかにいろいろと参考意見として

聞きましたところ、まだこれはあくまでも構想

でありますので、実施計画ではありませんとい

う説明をして、皆さんに話したわけでございま

すが。 

 皆さんの中でも、都市基盤づくりの中で、商

業部門のほうは、もうなかなか無理やねと。で

きれば、観光とか、そういうようながに、体験

の場をまちの中につくって、皆さんを招き入れ

るというような式にかえるのも一考ではないか

というような、いろんな意見をいただきました。 

 それで、僕も、その委員の中に入っておるの

で、再質問はいたしませんが、できる限り、こ

のトータルテーマ、公園の中にあるまちを実行

して、できる限り、実行していただきたい、そ

のように思っております。 

 ２番目の吉田 茂先生の銅像移転について、

これも今、まだ白紙状態というような答えをい

ただきましたが、できる限り、宿毛市のほうか

らも、市長も県に行ったら知事にお願いすると

か、県議なんかの皆さんにお願いするとかして、

宿毛に誘致するように試みていただくことも一

考かと思います。 

 そして、もし、仮にこの吉田 茂の銅像移転、

ほかのところに取られてできないというような

場合には、もし構わなければ、宿毛市で建立す

る基金なんかを設立できないか、これも一つ考

えていただきたい、このように思っております。 

 それから、吉田 茂邸再建プロジェクトのこ

とについて、これは早稲田大学の口元、前の募

金局長からの提案で、奥島総長と、７月の下旬

に奥島邸で会っているときに、宿毛活性化のた

めに、何とか宿毛も、ヒノキとかそういう材が

裕福なところだから、ひとつ協力してみたらど

うだというような話を私がいただきまして、こ

こに質問したようなわけでございますけれども。 

 その場合には、早稲田の１４代総長、奥島さ

ん、そして募金局長になりました口元さんなん

かも、浄財基金の一部を賄ってくれるような話

もいただきました。 

 それから、ちょっと忘れてましたけれども、

まちづくりの中の水車のことで、水車基金をつ

くってくれと。それも、早稲田としても金は出

すから、ひとつそれを取り上げてくれないかと

いうお話もいただきまして、ここに質問したよ

うなわけでございます。 
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 それから、先ほどいたしました、市内におけ

る環境の美化についての中で、市長も協力をし

てくれるようなニュアンスにとれました。それ

で、このことについては、ひとつ課長のほうに、

今まで５年間でどのぐらいの経費を出したか。

そしてまた、延べ人数はどのぐらいの人が協力

してくれたのか、それを後で、できればお話し

ていただければ結構かと思います。 

 一応、それで、質問のほうはそれだけでいい

です。課長にあれしたの。 

 再質問は、課長、答弁お願いします。 

○副議長（中平富宏君） 環境課長。 

○環境課長（岩本克記君） 環境課長、１１番、

濵田議員の再質問にお答えいたします。 

 ５年間で経費をどれぐらい出したかと。また、

延べ人員がどのぐらいおったのかという御質問

でございますが、１５年度から１９年度までの

事業費といたしまして、４４５万６，０００円

を総額で出しております。また、延べ人員とい

たしましては、５，４１１人の参加をいただい

て、事業が完了しております。 

 以上です。 

○副議長（中平富宏君） １１番濵田陸紀君。 

○１１番（濵田陸紀君） 再質問をいたします。 

 今の、５年間で述べ５，４１１名、そして使

った費用４４５万６，０００円という答えでご

ざいましたが、市長、できることなら、こうい

うような、市民が安らぐような予算にも、これ

から先、目を向けていただき、またほかのそう

いうようなソフト事業にも力を入れていただき

たいと、そのように思っております。 

 それでは、一般質問を終わります。 

○副議長（中平富宏君） この際、午後１時ま

で休憩いたします。 

午前１１時４０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午後 １時１５分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 １０番宮本有二君。 

○１０番（宮本有二君） １０番、一般質問を

行います。 

 先ほど、濵田議員からも質問がございました、

同じ命題でございますが、私は、きょうは中心

市街地の活性化についてと、あと宿毛市小中学

校の再編計画について、この二つを市長並びに

教育長、場合によっては担当課長に答弁をいた

だきたいと思います。 

 まず、市長就任以来、およそ８年になろうと

しておりますが、その間、日本の経済も余りよ

くなく、政府の構造改革等があって、地方の収

入も減り、私が見た限りでは、市長の第一の命

題は、行財政改革にあったと思います。 

 借金のほう、いわゆる公債費比率も２４年を

ピークとして、徐々によくなるということも伺

っておりますけれども、その中で、中心市街地

の活性化、並びに学校の再編計画というのは、

莫大な費用を要する。間違えば、幾ら今日まで

努力したとはいえ、なかなか継続事業等もあり、

立ち行かなくなるのではないかという思いもご

ざいまして、そういう気持ちも込めて、御質問

をいたしますが。 

 まず、この中心市街地活性化の基本計画、打

ち合わせ資料というのが２０１０年の７月７日

にでき上がっておりまして、これはかなり厚い、

このようなもので、議員の皆様は、まだ見たこ

とがないという方がたくさんおる。なぜそうな

ったのか。 

 文化環境研究所、これは市長がさきに９００

万円の予算を組んで、宿毛市の都市再生の計画、

基本計画をつくるということで、議会も了承し

た経緯がありまして、コーディネートをしてい

ただいているコンサルがあるわけでございます

が、先ほど、濵田議員の質問の中で、中心市街
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地活性化に対する法の流れ、あるいは補助の仕

方、あるいは申請等についての経緯はわかりま

した。 

 その中にあって、この平成２３年から平成２

８年の５カ年を基本計画として、今、協議会で

いろいろ、こうしたらいいんじゃないか、ああ

したらいいんじゃないかということを検討をし

ておる最中ということでございまして、実施に

ついては、市長は身の丈に合ったものをやると

いうことはわかりましたが、まず、この協議会

のメンバーを見ますと、商工会の田村 章氏を

筆頭に、市からも、商工業者はもちろんでござ

います。商工会の評議員さんももちろん入って

おられますが、せんだって、ＴＭＯ、タウンマ

ネジメントオーガナイゼーションということで、

任意の団体があって、山下市長のときから、そ

の活性化策はワーキンググループで非常に検討

をしてまいったけれども、そのままになってお

った。 

 今回は、なおまちづくり会社というものが発

足をして、田村 章君が社長になって、宿毛市

も１０万円を出資をしておると。 

 そういう中で、協議会を立ち上げて、ＴＭＯ

の流れの中からいろいろ意見を出し合って、こ

ういう基本の資料というものができ上がってお

るわけでございますけれども。 

 まず、副市長もその中に入っておられるとい

う関係で、逐一、市長には協議会の流れは説明

をしてあったと思うわけですが、これだけの膨

大な資料が、７月７日にできておるにもかかわ

らず、まだ議員に配られていないと。しかも、

実施が来年の４月からということになると。 

 都市計画街路事業で、水道通りを直すという

こともちょっと伺っておりますから、これもや

っぱり事業の一環として、重要なポイントを占

めておりますので、予算組みは１２月ごろから

になろうと思いますが、もろもろのそういうこ

とを踏まえれば、７月７日の時点ででき上がっ

た資料は、議員にいち早く見せて、いろいろ検

討をして、そして内閣府に、来年の２月に実施

計画を申請するということになると、ほとんど

時間がないのじゃないかという思いがするわけ

ですね。 

 これは、市長、副市長にとっては、少し、ま

だまだ出し合いだからというようなことで、も

う少し検討の余地があるという思いもあったか

もしれませんが、やっぱり青写真から議会には

示すべきじゃないかということを、一言御注意

を申し上げておきます。 

 さて、中身に入らせていただきますが、幾ら

かかるのかなと。これ、概算も出ておりません。

４０ページになろうとする事業計画の中で、５

６号線の内側、いわゆる旧市街化地域ですね。

ここを文教エリア、商業エリア、公園エリア、

福祉エリア、そして道路が交差する土地基盤整

備ということで、５つの事業を官民一体となっ

てやろうではないかと。 

 その中で、まちづくり会社が運営していくも

のは商業地域が主ですが、官がやる部分が、こ

れ非常に多いなという思いはしております。 

 例えば、総事業費が五、六十億かかるんであ

れば、官がやるものが半分ぐらいあるんじゃな

いかなという思いなんですが、この補助金の流

れ、今、平成１８年から法が改正されて、今ま

でのまちづくりの補助金が、社会資本整備総合

交付金ということで一括されて、いろいろな事

業内容にゆとりがあって、都市計画の街路事業

もそこへ持ち込めば、通常４０％の補助率が

５％アップであるとか、商業の再生については、

最大経済産業省が３分の２補助するという、非

常に補助率の高いものになっておりますが、こ

のことについては、私、次の答弁を聞いた後に

一言言いたいこともございまして、後回しにし

ますけれども。 
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 大事なことは、補助率がいいからといって、

飛びつく事業ではないなと。実際に、市長も言

ったように、まちの身の丈に合ったものを中心

に、この中から選んでいって、できるものだけ

を申請をしていくという、これは当たり前のこ

とでございますが、その流れの中でお聞きをし

ておきます。 

 まず、市長は、コンサルに頼んだ時点で、公

園の中にあるまちをイメージして、そのような

まちをつくっていきたいと。 

 抽象的な言葉で、わかるような気もするけど

も、望むところは、具体的にどのようなまちな

のか。この事業の資料を見ると、とても大きな

ことになっておりますから、まずその基本的な

市長の考え方も確認しておきたいと思います。 

 それから、あとは林邸の活用なんかも、この

文教歴史ゾーンというのにありますけれども、

これは土地の購入が、非常に難しかったという

経過もございまして、こういうものに、ある一

定、めどが立った上での計画なのかということ

もお聞きをしておきます。 

 それから、この中心市街地のど真ん中に、真

丁の半分ぐらいを、いわゆる小野 梓公園とし

て、親水公園として整備をしたいというような

ものがございますが、これも地権者との交渉も

これからでございましょうけれども、早稲田大

学のセミナーハウスを林邸のほうにつくりたい

というようなことも、若干聞きましたが、これ

は、そういうことであれば、高知銀行のいきさ

つからしても、集約して、小野 梓公園の中に

つくったほうがよろしいんじゃないかという思

いもいたしますから、そのあたりもお答えをい

ただきたいと思います。 

 それから、一番肝心なのは、この中心市街地

の活性化というものが、だれのためにやるのか。

何のためにやるのか。 

 例えば、商業地域、三つの区域に分かれてお

りまして、Ｂ－１－１とか２とかありますけれ

ども、この商業地域は莫大な金が要って、真丁

商店街の方々が、昔ほどいればいいんですけど、

今、非常に少ない。そうすると、この計画全体

の中で、商業地域の割合が占める、中心市街地

活性化というのは、いわゆる都市部の、郊外に

移転したあとのドーナツ現象の解消であるとか、

宿毛の場合であれば、高齢者がたくさんお住ま

いになっている中心市街地に、疲弊をして、生

活の必需品を買うところも、だんだん少なくな

って、郊外までは歩けない方がふえたとか、そ

ういう生活環境の保全であるとか、もろもろ目

的はあると思うんですが、今回の計画の流れで

一番大きなウエートを占める商業地域の再生が

できないままに、公共が官の役割として公園を

つくり、あるいは基盤整備の道路を南北に貫い

ていくということは、過大な投資になりはしな

いかと。 

 まちづくり会社の社長の田村 章君も、非常

に事業手腕のある方ですから、商工会議所の会

頭として、このまちの中を何とかせないかんと

いう気持ちはよくわかりますし、私も３０年商

売をして、これ何とかならんものかなと。個人

としても、市議会の議員としても、思いは一緒

ですが、やっぱりここの商業エリアの、商売人

の顔が少し見えないところに、この計画を、少

し疑問に思うところがございますから、そうい

う進まなかったことの場合を考えたら、ここで

一度、慎重に取り組むべきではないかという思

いがございまして、市長にお聞きをしておきま

す。 

 それから、小中学校の再編計画については、

今議会には、栄喜小学校の統合の条例案も提案

をされるということになっております。 

 保護者の方々の理解も、おおむね得たという

ことも報告されております。 

 私は、ある議員が、ひとりでも反対したらや
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らんと言ったじゃないかというような、べらぼ

うなことを言ったことありますけれども、そん

なことでは、事業というのは、どんなことがあ

っても進めることはできないと思いますから、

民主主義のルールで、過半数おればいいんだと

いう横暴もしませんけれども、やはり教育委員

会としては、子供たちが中心であると。主人公

は子供だということを念頭に置いて、統合計画

を進めておるんだから、栄喜の場合は、一日で

も早く、小筑紫の安全な学校に移るということ

は、大変喜ばしいことであったというふうに思

っております。 

 その一方、この学校再編は、実に１０年間の

スパンで行いますから、平成３３年ぐらいまで

にかかると。そういう流れの中で、東中学校や

平田、山奈小学校が一番最後になるわけでござ

いますけれども、市長部局としては、市長はい

つも、国にも県にも、耐震は予算をたくさんく

れるけど、改築はくれないんだと、そういうか

たい考えをやめてくれて、宿毛市は、ぜいたく

なことを言っているんじゃないんだと。耐震を

して、老朽化した施設を直していっても、学校

数も多いし、統合しながら、合理的に改築した

ほうが、ダブルコストもかからないし、将来に

わたっても、維持管理もしやすくなるというこ

とで、そういう思いで進んでおりますが、財政

的なシミュレーションもしっかりした上で、継

続事業もしっかりやりながら、この再編計画を

やろうとすれば、当然、１０年はかかると思う

んですが。 

 待つ身の辛さといいますか、最後になったと

こは、それぞれ意見も出ようと思いますから。

教育長はそら、早くできたほうがいいにこした

ことはないが、市長のほうでも、いろんな政治

的な努力もしながら、少しでも、最後に残る学

校が、早くできるような努力を、再度、要請を

しておきます。 

 それから、新たな小中学校の再編計画の中で、

中学校は今、５つあるんですかね。宿中、片中、

小筑紫中、橋上中、東中。沖の島を除いて５つ

あるわけですが、一番最初の基本計画では、中

学校は１校にすると。やがて６００人ぐらいに

なるんだということで、私も１校でいいのかな、

２校ぐらいがいいんじゃないかと思いましたが、

まあ教育審議会を開きながら、市民の意見も聞

いて、一応、１校でやろうということが、練り

直しになって４つに戻ったと。 

 ちょっと、数字のことをとやかくはいいませ

んが、１校にしちょったもんが４つになるとい

うのは、少し変更した教育委員会の根拠を、教

育長にお伺いしたいと思います。 

 なぜ１校であったものが、また４つに戻った

のか。 

 一応、前回も聞きましたけれども、再度、ど

んな主だった理由だったのかなということをお

聞きをしたいと思います。 

 １回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、宮本議員の一般

質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に中心市街地の活性化の基本計画

の件でございますが、冒頭、青写真のときに、

議会に示すべきであるというふうなことに対し

まして、非常におくれた、後で言いわけになろ

うかと思いますけど、非常におくれましたこと

は、申しわけございません。 

 ただいま、ここに、今、計画書をコピーして

まいりましたので、皆さんにお配りしてもよろ

しゅうございましょうか。済みませんけど、皆

さんにはお配りしておいてください。 

 御指摘もございましたので、皆様方に今、配

らせていただきました。 

 その言いわけに、少しなるかもしれませんが、

宮本議員の一般質問に答える形で、説明を少し
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させていただきたいと思います。 

 まず、最初に、まちづくりのイメージについ

てがございましたので、昨年度、８１９万円で

実施をいたしました都市再生基本計画策定委託

業務でございます。 

 住民の方々の御意見をもとに、ことし３月末

に完了しまして、一部、計画案の修正を図りま

して、当年７月中旬に構想案というのがまとま

って、基本計画ということで、皆様のお手元に

配らせていただきましたものでございます。 

 この中で、当計画案のトータルテーマとして

は、公園の中にあるまちをイメージしての計画

策定を、協議会のほうへ、私のほうは要望して

まいったわけでございます。 

 具体的に申し上げますと、公園の中のまちと

いうのは、文字どおりまち自体が公園というと

ころをイメージをしておりまして、公園をイメ

ージしますと、皆さんがそのまちの中に緑があ

ふれて、水に親しんでいただく、住民の憩いの

空間であるとか、市街地に隣接する森の緑とい

うのとは異なりまして、疲弊した商店街があり

ます。また、中心市街地を大きな緑の空間で囲

んでいくというふうなイメージでございます。 

 新しい商業のまちというよりも、宿毛らしい、

美しい町並みを形成しまして、今後のまちづく

りの契機に、また住民参加のきっかけづくりに

したいというふうなものが、私のコンセプトで

ございました。 

 次に、先ほど御質問が出たんですが、速やか

に構想ができ上がった時点で議会へ報告をすべ

きではないかという御指摘でございますが、協

議会では、委員の方々からの活性化についての

御意見を出し切ってもらっているという、それ

が今の計画の中に、すべてが入っているんじゃ

ないかというふうな状況でございまして、多種

多様といいますか、多種多彩な事業項目が出さ

れております。 

 協議会では、今後、事業の仕分けを行いまし

て、絞込みをする作業が、まだ残っております。

ある程度、仕分けが進捗した段階で、御報告す

べきだというふうに、こちらは考えておりまし

た。 

 また、もう一つは、副市長がメンバーではご

ざいますが、私としても、その時々、報告はい

ただいておるわけですが、市の関係部局、いわ

ゆる、いろんなところが関連すると思いますの

で、これからトータルイメージに合ったものに

していかなきゃいけないだろうというふうなこ

とがございます。 

 特に、私の見る限り、非常に事業主体が、官

のほうが非常に多いというふうに感じておりま

す。そういったこともありまして、市のプロジ

ェクトチームを立ち上げて、早急にこれをもま

なきゃいけないというふうな作業が残っておる

わけでございます。 

 非常に、事業費も全然、この中には示されて

おりませんので、ちょっとわからない部分、結

構あります。 

 基本構想の実施に当たり、次に宮本議員から、

莫大な事業費を要して、実施できるのかという

ふうな御質問もございました。宮本議員の憂慮

される懸案事項についても、この計画案をもと

に、今後、協議会のみならず、宿毛市において

も官のするもの、できるもの、財政的な裏づけ

の検討も行う中で、各種事業の仕分けをしなき

ゃいけない。 

 それで、身の丈に合った、より宿毛らしいま

ちづくりの実現に向けた取り組みを行いたいと、

このように考えておるわけでございます。 

 なお、今後の活性化協議会におきましては、

これまでの委員に加えまして、外部の方々、オ

ブザーバーとしまして、国土交通省の地方整備

局のメンバー、そして経済産業省の四国経済産

業局の方、そして高知県の都市計画課長、それ
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から同じく、県の商工労働部の経営支援課長、

また、中小企業基盤整備機構四国支部地域振興

課長などを迎えまして、さまざまな視点から御

意見、外部からの御意見をちょうだいいたしま

して、より現実的な実施計画を策定してまいら

なきゃいけないというふうに考えております。 

 次に、林邸の活用の関係でございますが、協

議会では、その計画にはのっておりますが、基

本計画策定に当たりまして、いま一度、宿毛の

歴史ある建物、数少ないふるい建造物の価値を

再考査をしておりまして、この結果、十数件の

保存検討建造物がリサーチをされまして、その

うち、最も修復、または管理が急がれるのが林

邸ではないかというふうになっております。 

 現計画で、林邸を文教センターの補完施設と

して整備するということになっておりまして、

また、早稲田セミナーハウスを多目的ホールと

して併設させるという計画になっております。 

 用地の購入につきましては、林邸をだれがど

うするのか、現在のところ、市としても決定し

てない状況でございます。活用するのかどうか、

こういったことは決定後の話になろうかと思い

ます。 

 先ほど、吉田 茂先生の銅像も、宿毛市への

誘致という話も出ておりました。両方とも、人

様の物でございますので、宿毛市がすぐにこれ

をどうできるというものではないということも、

十分承知しておりますので、そこら辺を、しっ

かりした考えのもとに、この計画どおりいくの

かいかないのか、そういったことも検討の余地

が、いっぱいあろうかというふうに思います。 

 次に、セミナーハウスの建設場所でございま

す。早稲田のですね。 

 当初、早稲田のゆかりある梓公園内に設置の

検討をしていたようでございますが、公園が狭

くなることもあり、文教施設であるという理由

から、林邸に変更した経緯があるようでござい

ます。協議会の準備委員会の中でございます。 

 それから、林邸の活用につきましては、今後、

必要性も含めまして、先ほど申しましたように、

今後、事業仕分けの中で、十分、検討していか

なきゃいけないというふうに考えております。 

 次に、官の役割となる道路等のインフラ整備

についての御質問がございました。 

 宮本議員御指摘のとおり、以前の真丁の商店

街移転計画等が不調に終わった経緯等もござい

ます。商業についても、厳しい状況にあること

は承知しております。 

 まちづくりの展開といたしましては、商業の

活性化を中心に、計画するものもあれば、市街

地に居住する住民のために行うもの。そして、

インフラ整備に重点を置くものなど、さまざま

なものがございます。 

 市としましては、町中に商業ゾーンを大きく

計画しても、私自身、今、思ってますのは、無

理があるのではないかというふうに思っており

ます。 

 先ほどからの繰り返しになろうかと思います

が、宿毛らしい、身の丈に合った、総合的なま

ちづくりにしていかなければいけないというふ

うに考えております。 

 現計画にあります各種事業は、このままの計

画で実施するものではなく、あくまでも的確に

将来を見据えた上で、必要なもののみとしまし

て、無駄な投資に終息することにならないよう、

投資に値する魅力あるまちづくりを行うべく、

今後は十二分に検討協議を重ねまして、投資に

見合う効果を目指して、にぎわいの再生による

中心市街地のまちづくりに取り組んでいきたい

と、そういうふうに思っております。 

 その計画の中で、一番、私が思っているのは、

トータル的なテーマの、公園の中にあるまちと

いうものは、皆さんがよく言っていただけるん

ですが、公園の中に、今の計画の中、ほとんど



 

－ 76 － 

緑がありません。公園の中に公園があるという

ことはありましたけど、そういったところもや

っぱり、これからきちんと精査していかなきゃ

いけない、そういうことを思っているわけでご

ざいます。 

 次に、宿毛市の小中学校再編計画についてで

ございます。 

 教育委員会が策定しました小中学校再編計画

では、今後１０年間で、すべての学校の改築と

か、耐震化を完了する計画となっておりますが、

宮本議員御指摘のように、いつ発生するかわか

らない地震等の災害から、子供たちを守るため

に、できるだけ早く、私は学校施設の耐震化を

する必要があるというふうに考えておるわけで

ございます。 

 学校施設の耐震化に関する私の思いは、９月

号の広報の中でもちょっと述べさせていただい

ております。子供たちの安全を守ることを最優

先課題と考えておりまして、教育委員会にもそ

の旨、計画の前倒しということも検討する必要

があるというふうに申しております。 

 財政的には、決して余裕がある状況でござい

ませんが、再編計画を、できるだけ前倒しをし

まして、一日も早く安全な教育環境ができるよ

うに努めてまいりたい、このように考えており

ます。 

 いろいろな土地の問題であるとか、例えば校

舎だけでも早くやるとか、いろいろな手法があ

ろうかと思います。財政の大変な折ではござい

ますけど、この学校の建築、耐震化というもの

は、最優先課題ではなかろうかというふうに、

私自身は考えております。 

 そういったことで、せんだっても文科省のほ

うへ陳情に参りまして、財政的に非常に厳しい

ということも申し上げまして、一番、国との関

係で困っておりますのは、補助していただく単

価が、非常に今の単価、安いということでござ

いますので、国の定める補助単価を実勢価格を

反映した単価にしていただきたい、これはもう、

全国どこでも一緒だろうと思いますが、やはり

こういったことから財政負担を少しでも減らし

ていくということをやっていかなきゃいけない。 

 そんなようなことを思っておりますし、また、

地震防災の緊急事業の５カ年計画は、今年度で

終了でございます。そんなことも、２３年度か

ら、やっぱり２７年度ぐらいまでは、計画期間

として、第４次計画を策定しまして、学校施設

及び公共施設のさらなる耐震化を推進していた

だきたいというふうに、国のほうにも要望はし

ております。 

 また、議員各位におかれましても、ぜひこう

いった形での要望について、御賛同願えれば幸

いでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、宮本議員の

一般質問にお答えをいたします。 

 まず、最初に宿毛市の小中学校の再編計画に

つきましてでありますけれども、子供たちには、

よりよい教育環境を提供するために、各界各層

の意見をいただく中で、見直しを行ってまいり

ました。 

 本年の６月議会において、議員の皆さんに、

その計画案を報告をいたしました。 

 また、７月号の広報で、市民の皆さんにもお

知らせをいたしました。 

 そして、市内小中学校の保護者の皆様には、

ブロックごとに説明会を開催をいたしまして、

学校再編に関する教育委員会の基本的な考えを、

直接、説明をさせていただきました。 

 今後につきましては、統合等に直接関係をす

る学校の保護者、関係地域の皆様と、協議を重

ねていく中で、再編計画を推進をしてまいりた

いと、このように考えております。 
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 本年度、策定をいたしました小中学校の再編

計画におきましては、先ほど、議員が御指摘の

ように、市長も話にありましたように、今後１

０年間ですべての学校の改築とか、耐震化を完

了する計画となっておりますけれども、保護者

の説明会の中でも、いつ発生するかわからない

南海地震に対して、できるだけ早く耐震化をし

てほしいとの御要望もいただいております。 

 教育委員会といたしましても、財政的にも厳

しい状況ではありますけれども、子供たちに安

全な教育環境を確保するために、再編計画に基

づく耐震化や、改築がおくれることがないよう

に、先ほど市長も答弁にありましたように、

我々もできる限り、市長部局とも協議を進めな

がら、可能であれば計画よりも少しでも早い実

施ができるように努めてまいりたいと、このよ

うに考えております。 

 次に、平成１９年度策定いたしました小中学

校の再編計画の中では、中学校が１校となって

おったのに、今回の見直しで４校になったその

理由、根拠はどのようなものかという御質問で

あります。 

 そのことについて、お答えをいたします。 

 平成１９年度に策定をいたしました小中学校

再編計画の見直しに当たりましては、教育審議

会からの答申であるとか、議員の方々からの御

提言、それから教育懇談会における保護者や地

区長さんからの、皆さんからの御意見を十分参

考にさせていただきました。 

 その中で、再編に当たって、基本的な方針の

中に、学校の適正な規模であるとか、適正配置

は基本としつつとも、やはり地域性についても、

できるだけ考慮するように明記をいたしており

ます。 

 市内の学校における中学校間の連携による教

育活動の取り組みであるだとか、各学校間での

望ましい教育原理を活用する中で、切磋琢磨を

して、教育効果を上げていくことも一つの方法

ではないだろうか、そういう認識の中で、１校

とすることについては、まだ性急ではないかと、

こういうふうな判断をしてまいりました。 

 しかし、長いスパンでの視点で考慮してまい

りますときには、将来的には、生徒数の動向に

よっては、さらなる再編も検討していかなくて

はならないということが予想される、このよう

に思っております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １０番宮本有二君。 

○１０番（宮本有二君） 再質問をいたします。 

 まず、市長、早速資料を配っていただいて、

早過ぎたなと思うぐらい。議会でも、皆で検討

をしてまいります。 

 その中で、市長の頭の中にある緑の空間で囲

まれた市街化地域と。商売だけでなく、住みよ

い環境で、できるだけのことをしていく。これ

から仕分けをしていく段階においては、職員も

プロジェクトチームをつくって、また各省から、

県から部長、課長を呼び、四国の支部振興課長

等も出て、実際にこれから練り上げていくとい

う流れはわかりました。 

 林邸に対する考えも、わかりました。 

 そこで、私が後でちょっと言いたいことがあ

ると言ったのは、この私も宿毛に帰って３０年

商売をして、それなりに飯が食えたのは幸せだ

ったなと思うけど、これから一番心配するのは、

地元に残る、あるいは地元に帰ってくる我々の

次の世代が、非常に人口が少なくなった中で、

商いをしていくところが、非常になくなったな

という思いがあるわけですね。 

 そこで、まちづくり会社も、会議所等々が必

死になって、これじゃあいかんぞという思いも

よくわかるんですよ。だから、行政も、財政負

担ができれば、この絵にかいたようなことを１

回やってみればいいんですが、ただ、その中で、
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ちょっと気になるのは、真丁商店街の方々や、

この町の中で商売しておる人の熱い声が聞こえ

てこないんですね。 

 昔、林市長がやっているころに、濵田議員は、

いつも中心市街地、何とかしてくれという話を

しました。２０年前からやっていると思います

が、民が先に立ち上がってくれと。官は後から

ついていくからという議論で終わりましたけれ

ども、やっぱり商売人が、みんながこのままじ

ゃ食えんなるから、もう土地のこんな広いのは

要らんと。店も半分あったらいいと。余ったと

こ、全部緑の公園にしていいから、豊かな町を

つくって、その隅のほうででも商売させてくれ

という、生の声が上がってきたんだったら、こ

の計画は実施段階で内閣府にも認められると思

うんですよ。 

 そこがないから、だれのために、何のために

やる改革になるのかというのを、私は危惧をし

ておるわけです。 

 そこで、簡単に言えば、一番日本の地域をめ

ちゃくちゃにしたのは政府なんですね。私に言

わすと。これはもう、大店法ですよ。 

 大規模小売店舗法、３０年ぐらい前に制定を

されて、なぜ廃止になったのか。十数年前に大

店法は廃止になって、その後、大規模小売店舗

法は、大規模小売店舗立地法という名前をかえ

て、２０００年から施行されましたが、その改

正になり、廃止になった理由は、アメリカなん

ですね。 

 日米構造協議。これは、貿易摩擦の不均衡を

是正する。そこで東芝のファミコンであるとか、

三菱かトヨタの車がひっくり返されて、ガソリ

ンをかけられて燃やされて、アメリカはこの借

金何とかしろということで、世界の大蔵大臣や

総理を集めて、引き金になったのはニューヨー

クのプラザホテル、プラザ合意というやつです

が、アメリカが長期の財政借金を、日本に肩が

わりさせるために７９円という円高をつくった。

今、８５円ぐらいですが、その当時の７９円は、

大打撃を受けた。 

 そして、その流れの中で、日本は公共投資を

５００兆ぐらい、１０年間でやるからと。内需

をふやすからという約束と、大規模小売店舗法

を改正しなさいと。スーパーマーケット、ディ

スカウントショップ、ドラッグストア、これが

アメリカからどんどんやってきた。 

 日本も対抗しなきゃいけないから、地方に分

散して、彼らは大資本同士が手を組んで、宿毛

までやってきた。 

 我々が行政視察に行って、地方を見るに、郊

外から入ってくると、もう全国コンビニとかド

ラッグストアとか、スーパーマーケット、ディ

スカウント、そしてホームセンター、全く同じ

景色になって、地方の色が全く見えない。 

 そういう中にあって、宿毛市は、ドーナツ現

象解消のために、中心市街地を活性化したかっ

たが、今までできなかった。 

 じゃあ、今、一番くたびれているときにでき

るのかと言ったら、私は非常に心配になる。 

 そこで、きょう質問する本当の意味は、流れ

は担当課に聞けばわかっているけど、市長に認

識していただきたいのが、市長も国や県には、

たくさんものを言って、非常に行動的にやられ

ているから、私は期待をしておるんですが、今

の、ちょっと後で言う教育関係の単価の問題も

そうですけれども、この国がアメリカの要求で

大店法を改正して、資本主義の社会は弱肉強食

ですから、必ず大資本が食い殺す。大資本同士

でけんかをして、我々はとばっちりを受けなが

ら、生活の場を求めるときに、何で古い、旧市

街化地域に限定して交付金を出すのか。 

 大阪や東京ならいいですよ。郊外、遠いから。

宿毛は歩いて数歩のところに、新しい都市計画

の場所もある。 
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 旧市街化地域から歩いても、老人が歩けなき

ゃ、ここに、計画にあるように、逆の電気バス

のルートで買い物を助けてあげればいい。それ

を線引きをして、旧市街化地域を活性化さすと

いうものじゃなくて、国に対して、民主党も

「コンクリートから人へ」ということで、非常

に国民生活を第一にしているんであれば、きの

うも話にあったように、地域主権というのは、

地方が身の丈にあったことを、地方でやってい

くと。人間も財源も権限も、三つの権利を地方

に与えるというんだったら、こんなくだらん線

引きで、３分の２の補助金を出すなんてばかな

ことをしないで、住みよい生活空間は、この市

街化地域で、緑の公園の中でやると。 

 商業ゾーンは、大型店が立地する都市計画の

ところで、１回試させてくれんかと。それが規

制緩和ではないですかということを、やっぱり

市長は国交省なり経済産業省なり、関係各省に

出向いていって、あるいは民主党の政調会長や

幹事長に申し上げて、同じ補助金くれないかと。

あんた方、間違っているんじゃないかというこ

とを、ぜひ言ってもらいたい。 

 中西市長ならできると思う。それをやれば、

この絵にかいたもちに、濵田議員も言ってたが、

ならないように、中身を、適材適所に持ってい

くことが一番いいんじゃないかなと。 

 ただ、冒頭言ったように、補助率がいいから

事業をするというのは、もうやめたほうがいい。

ランニングコストが高くなって、何とかじゃあ、

３分の２の補助をもらうから、商業地域、その

中心市街地に出店しようかなというのを探して

きても、数年もたたないうちに経済戦争に巻き

込まれてつぶされるようでは、最後に残るもの

は何もないという思いがしますから、そのこと

を、市長にぜひお願いをしておきたいと思いま

すし、その決意のほどもお聞かせください。 

 それから、教育委員会のほうでは、市長は今

の実勢価格の単価交渉と、それから、できるだ

け安心・安全の学校づくりだから、できるだけ

前倒しでやるという、こういう答弁をいただき

ましたので、もうここに関しては、市長、答弁

よろしいですから、中心市街地の基本的な、私

の今の質問に対してだけお答えをいただきます。 

 教育長、ファイルが、僕、どこへいったかわ

からんようになりました。 

 基本的には、地元と交渉しながら、再編計画

をやって、これからも財政課と話して、安心・

安全な学校づくりを早く、待つ身は辛いですか

ら、何とか早くできるようにお願いをしておき

ますし、そういうお考えであったということで、

なお頑張っていただきたいと思いますが。 

 四つを一つにしたという理由。今言われた地

域性であるとか、適正規模、配置等を勘案して、

一つは、あんまり早急過ぎたなという思いは、

大体、こんな答えが出るんじゃないかと思って

おったんですが。 

 中で、やっぱり、将来的にはまたさらなる再

編も検討しなきゃいかんと。長いスパンで見た

ら。当然なんですが、長いスパンというのは、

今、長期に１０年計画をつくっておって、最大

生徒数、児童生徒が宿毛市にいたときは、我々

の団塊世代の昭和二十二、三年ごろですね、そ

の生まれたのが小中学校に行ったときは、七千

数百人おったと思うんですよ。 

 学校給食が始まった、林 ・さんが公約にし

て、学校給食をやるんだと。５万人のまちをつ

くるんだといって、公約違反じゃないですけど、

減ってしまいましたが、あのときにも、３，０

００人近くいたと思うんですね。給食の配食が。 

 将来的には、ちょっとその先、ほんの少し先

はもう１，６００人でしょう。そうすると、将

来といえども、そう遠くない将来に再考しなき

ゃならんぐらいの人口がいっていると思うんで

すけど。 
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 そんな流れの中で、四つを一つにするときに、

例えば、小筑紫の中学校。たしか前回の答弁で、

基本的に、この四つの枠組みは変えないと。小

学校が６つぐらいですか。これは地域性も考慮

してあげないと、通学が大変だから。 

 小筑紫の中学校は、この地域性というのも問

題があるんですよね。地元の皆さんの意見が地

域性でしょうから。栄喜も相当苦労したんです

から。 

 だから、主人公の子供のためだけでいいんで

すよ。もうこんなものは要らない、我々はね。

地域性なんていうのは。小学校以外は。 

 そうすると、中学校、小筑紫、この際、宿毛

中学校が小学校の後に改築されるときに、橋上

も、もう１０人ちょっとぐらいになっているか

ら、橋上やりますよと。いや、小筑紫もやれば

いいんじゃないかと思うんですよ。 

 それを耐震をして、残す理由があるのか。そ

ういうことを考えていると、話がちょっと飛び

ますが、前回に戻りますが、大島小学校も、あ

れは松田川も宿毛小学校になるはずだったんで

すよね。ただ、政府の経済対策、麻生さんのこ

ろの。ほとんど持ち出しが要らんからといって、

大島は耐震になった。そして、咸陽はもう、耐

震が済んでいるから、統合には入れない。 

 これは、私はやっぱり、ちょっと先を見ると、

どっちみち老朽化しているんだから、一時しの

ぎのようなことはせんほうがええなという思い

はあったんですが、皆さん方の意見の流れの中

で、それだけではなくて、効果もあるんだろう

という思いで、そのときは自分自身もそんなに

反対せずに、その程度のことであれば、大丈夫

かなという思いありましたけど、やっぱり、一

つ一つ例外を少しつくっていくいうことは、最

後がおくれるいうことになるじゃないですか。 

 前倒しするには、厳しいけど、もう見切りを

つけてくれないかということも必要だと思うん

ですよ。 

 だから、小筑紫に対するその教育長の考えで

すね。枠組みは変えないと言ったが、現実に今

はもう４０人ぐらいでしょう。３０人を切った

ら、県のほうも。職員の配置もできないと。用

務員さんもおけない。 

 そしたら、校長先生とか教頭先生、雑用にな

って、子供と向き合う時間がないとか、もろも

ろの弊害も出てくる。 

 ３０人が、数は決めているけど、４０人なら

いいのかといえば、そうじゃないと思う。長い

目で見れば。そんなあたりをお聞きしたいのと、

それから、もともとこの小中学校再編成は、私

は三つ大きなポイントがあったと思うんですよ。

それは子供たちが減るのが一番。それから、耐

震。それから、将来は、最終的に落ちつくのが、

道州制で、地方の分権。今、地域主権と言って

いるけど、政党が変わっただけで、何ら中身は

変わってないんですが。 

 そういう時代が来たときに、地方６団体、知

事や市長や議会、もろもろの機関が、政府に言

っていることは、教育はもう各県でやらしなさ

いよと。それぞれの色を出してやるからという

ことを、国にも訴えているんですから、やがて

そうなると思うんですよ。 

 そんななったときに、宿毛市の体力でできる

ものはどこまでかということと、主人公の子供

を守れるかということの二つしかないと思うん

ですね。 

 そういう意味から、小筑紫のことについて、

ちょっと御説明をいただきたいと思います。 

 ２回目の質問を終わります。 

○議長（寺田公一君） 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、宮本議員の再質

問にお答えをいたします。 

 今、御提案がございました、大きなところで

の、この中心市街地、狭いところですけれども、
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今、宿毛市全体を考えれば、駅前のほうにも行

ったり、量販店が非常に郊外に行っているとい

うことでございますから、そういったところで

の商業ゾーンをまとめた形でものを言ったらど

うかと、いうお話だというふうに理解してよろ

しゅうございますね。 

 そういうことをやって、補助率がよいからや

るのはだめだという話もありました。 

 私も、補助率は高いにこしたことはないんで

すが、やはりそれに、だから飛びつくというこ

とではないということのほうは、心としては思

っておりますし、いずれにしても、市のほうの

財源を出さなきゃいけない。高かろうが低かろ

うがですね。そういうことはありますから、財

政とはちゃんと、きちんとして、いわゆる効果

のあるものをやっていかなきゃいけないという

ふうなことは思っております。 

 そういった形で、先ほどのお話の中での理解

をさせていただきましたので、機会をつくって、

政府のほうにも、いろんな政策を決められる

方々、そういった方々にお話をさせていただき

たい。 

 やはり、東京で考えるものと、地域におって、

地域を知ってお話、いろんな制度をつくってい

く人とは、また全然違うと思います。そういう

ことで、この地域の実情をきちんと把握した上

で、いろいろな事業に対する政府の支援だとか、

そういうものをきちんとしていただきたい、そ

ういうふうなことは、これからも申し出ていき

たいというふうに思いますし、そうなりますと、

今の計画につきましても、商業ゾーンをたくさ

んとらなきゃいけないのかどうか、そういうも

のも、おのずから答えも出てこようかというふ

うに思っております。 

 それから、この中心市街地の関係は、東京の

コンサルと申しましたが、そこに文化環境研究

所とありますが、この方は、実は宿毛市で小さ

いころ育って、非常に宿毛市のことをよく知っ

ているという意味でお願いをしてまいりまして、

この方、全国的にいろんなまちづくりも関与し

ておりましたので、そういったことでの文化環

境研究所にお願いしたという経緯もございます。 

 ぜひ、宿毛を知って、宿毛の人たちの身の丈

に合った形でのこの基本計画を、もう一度、き

ちんと見直し、それからできるものを皆さんに

説明していくというふうなことでございますか

ら、きょうはまことに、議員の皆様に、その基

本計画、今ある基本的なものを、ようやくお渡

しいたしまして、まことに申しわけなかったん

でございますが、ぜひ、それをまた議員の皆様

も精査していただきまして、事業仕分けと申し

ますか、そういった形のものの御意見もいただ

ければ幸いでございます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 教育長。 

○教育長（岡松 泰君） 教育長、宮本議員の

再質問にお答えをいたします。 

 子供たちの安全な教育環境を、できるだけ早

く確保するように努力をしてもらいたいという

御指導がありました。御提言がありました。 

 先ほど、市長の話の中でもありましたように、

財政難でもありますけれども、宿毛市の子供を

守るために、教育委員会としても、市長部局と

協議をしながら、この計画を進めて、できるだ

け早く進めてまいりたいという気持ちでありま

す。 

 それから、お尋ねの小筑紫中学校を、耐震化

を行わずに統合に向けて検討をするべきではな

いか。その理由については、議員のほうからい

ろいろ御指摘がありましたし、私も納得すると

ころもありますけれども。 

 私が１９年度に、宿毛市の中学校を１校にと

いうその案の中で、大きな要件につきましては、

中学校においては、地域性も大事であるけれど
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も、子供の知に対する興味の心を育てたい、大

事にしたい。それは、子供の多様なニーズに対

応できるということ。大規模の学校であれば、

それは大事にしたいということでありました。

そういうふうな話をさせてもらいました。 

 一つには、例えば、英語の好きな子で、英語

のサークルのクラブをつくれる可能性もある。

音楽活動も、しっかりできる。それから、運動

部も、と言いますか、相撲であるだとか、柔道

であるとか、いろいろな子供のニーズに対応で

きるような部が設置できるのではないかという

ことがありました。 

 そのために、１校をということで推進をして

まいりましたけれども、先ほど申しましたよう

に、その１校案を出した中で、いろいろな、各

層からの意見をいただきました。先ほど、この

お答えをいたしましたように、ある程度、２校

か３校か、今の宿毛の状況であるならば、１０

０名以上の学校が数校つくれるのであるから、

１校は余りにも性急過ぎるということで、４校

になったわけですけれども。 

 小筑紫中学校につきましては、残した要件っ

て何点かあると思いますけれども、一つには、

まず、小筑紫中学校は、宿毛市の中学校の中で

は、比較的新しい学校なのです。５６年という

ことですので、５６年に国の新しい耐震化の基

準が設置されましたので、それ以降の、５７年

以降の建物については、耐震化をクリアしてい

る、基準をクリアしているわけですので、比較

的新しい学校であるということが１点。 

 それから、今度、新しくできました小学校と、

特別教室を共有をしているということでありま

す。理科室であるだとか、家庭科室であるとい

うことで。 

 この学校は、小筑紫小学校は、１０年以上、

４０人の生徒が、今の子供の推移でいけば、確

保できるということもありますので、いろいろ

な自治活動、生徒会活動を盛んにするだとか、

そんないろいろな子供の、ある程度のニーズに

も対応できるような学校で、教育活動が対応で

きるいうこともあって、その小筑紫小、中学校

は残していきたいと。 

 それから、小筑紫小学校がもう少し、中学校、

小学校の中にスペースがあれば、特別教室もつ

くるようなこともあるかもしれませんけれども、

財政のこと、それからスペースのことも考える

中で、小筑紫小、中学校の特別教室を、小筑紫

小学校と小筑紫中学校で共有をして、対応する

と。 

 それから、耐震補強が済んで１７年、２０年

たつかわかりません。小筑紫中学校の子供らが

減って、１０人になるか２０人になったときに、

統合する場合にでも、それは小筑紫小学校の特

別教室を使えるであろうし、それから、比較的

新しい学校であるので、その地区のために活用

できると、そういうようなところもあると思い

ます。 

 そのために、将来的に中学校が統合になりま

しても、校舎の耐震化は必要ではなかろうかと、

こういう判断をいたしまして、小筑紫小学校を

耐震化するようにいたしました。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） １０番宮本有二君。 

○１０番（宮本有二君） 市長からは、私の思

いもわかっていただいて、そのようなことで、

やっていくということでございますから、もう

これ以上の質問はございませんが。 

 宿毛市の中で、次に宿毛市を担う世代のもの

が、何とかやっていけるように、行政も努めな

ければ、商売の面でいえば、もう交通の便がよ

くなるに従って、お客さんは遠くへ遠くへも行

きやすくなるから、私は、最終的には、二分し

た商店街とかいうのではなくて、一つの地域で、

宿毛市が何とか、ここだったらやっていけるな
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というところに助成をしていくという方向で、

まちづくりを進めていただきたいと思います。 

 教育長の今の小筑紫の理由は、大体わかりま

した。でも、一言つけ加えておけば、昭和５６

年からできて、耐震の面でも３０年しかたって

ないからというものもありますけれども、長い

スパンで考えたときに、耐震をしながら改築を

していくというダブルコストは当然できないわ

けですから、あと２０年ぐらいということにな

ったら、既に５０年はたちますから、それはも

うもたんわけですから。 

 そのようなことを考えたら、これから学校再

編をしていくときに、少しの人数の差ではなく

て、いかに効率的なのかということも考えてい

ただいて、取り組んでいただきたいと思います。 

 これ以上答弁は、もう求めませんから。 

 それで、私は、希望的なことをちょっと、時

間がありますから、二、三分言わせてもらいま

すと、教育長ね、その、これは市長にも聞いて

もらいたい。これは私の考えだから、それはい

かんぞというかもわからんけど。 

 県立だからできんとかという議論にもなるか

もしれませんけどね。 

 中身は、幡多広域で自立圏構想というのがあ

って、医療であるとか、図書館のネットワーク

であるとか、もろもろやっている。国は、市町

村合併も進めた、その中身として、宿毛市と四

万十市を中心に、幡多広域の自治圏構想という

ことで、皆さんがそれぞれ、暮らしやすいよう

にということで、お金もいただいておりますが、

私から言えば、金が少な過ぎるとは思うんです

けどね。もう少し出してくれたら、自立圏にな

るんじゃないかという思いもありますれど。 

 例えば、この教育の中で、勉強のできん子も、

体操する子もいいんですよ。できる子だけがい

いというんじゃないですから。そこは間違えな

いように聞いてもらいたいんですが。 

 幡多広域の教育委員会で、こういうことを話

せないのかなという思いがあるんですよ。宿毛

の運動公園でもいいですけど、あそこは体育の

施設も、すべてが万全に整って、もろもろ施設

がある。 

 エリート学校はつくることはできないのかと。

例えば、学芸や土佐や愛光に、勉強のできる子

が行きたくても、家庭が貧しかったら行けない。

いいＤＮＡを持ったのがたくさんおると思うん

ですよ。そういう子供たちが、人数のことは言

いませんけど、あそこで勉強して、例えば中高

一貫にして、幡多広域で、東京の大学でもどこ

でも受かるような子をつくることはできないの

か。その子たちは、やがて地域に発展の材料を

与えるし、都会で成功しても、いろいろこの地

域に貢献できることがたくさんあると思います

から。 

 学校の数も、地震対策でもやらないかん。生

徒数減少でもやらないかん、それはよくわかる

んです。でも、何となく寂しいんですね。それ

はマイナス思考のような形で。 

 だから、幡多広域の中で、いい学校一つつく

ろうじゃないかといえば、その地域の力が、そ

こでふえるんじゃないかと。それは、住民の皆

さんが安心して暮らせる一つの力になり得ると。 

 例えば、これは小さな病院が悪いというのじ

ゃないけど、病院もたくさんある。お医者さん

はたくさんいる。でも、高度医療ができるけん

みん病院がなければ、この地域はそういう意味

では、安心して暮らせない。 

 教育もそうじゃないかと思うんですよ。一つ

中心になる、別の意味でも、学校があれば、こ

の地域で定住する人もふえるんじゃないかとい

う思いがありますから。 

 これは希望的な考えですから、教育委員会で

もそういう話もしていただいたら、イギリスに

も小さな町にすばらしい学校があって、住民が
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ふえているところもあるんですよね。 

 私も世界じゅう回りましたけん、大概のとこ

は見ておりますけれども、こんな町にこんな大

学があるのかなと。カルチェラタンがたくさん

ありますから。 

 そういうことも、希望的に申し上げておきま

すから。すぐ答弁できんと思いますから。 

 これで終わります。 

○議長（寺田公一君） これにて一般質問を終

結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から、「議案第２７号及び議案

第２８号」の２議案が提出されました。 

 この際、これを日程に追加し、一括議題とい

たしたいと思います。 

 これに御異議ありません。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、この際、「議案第２７号及び議案第

２８号」の２議案を日程に追加し、一括議題と

することに決しました。 

 「議案第２７号及び議案第２８号」の２議案

を一括議題といたします。 

 この際、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長、追加提案いたし

ました議案につきまして、提案理由の説明をい

たします。 

 議案第２７号及び議案第２８号は、工事請負

契約の締結です。 

 両議案の工事とも、平成２１年度の繰り越し

事業として、公共投資臨時交付金を充当し、地

上デジタル放送の難視聴地域及びブロードバン

ドゼロ地域の解消等、情報格差是正に向けた情

報通信基盤整備を行おうとするものでございま

す。 

 まず、議案第２７号は、センター局となるＳ

ＷＡＮテレビ及びサブセンター局となる総合運

動公園への情報機器設置等に係る工事を実施す

るに当たり、三菱電機株式会社四国支社と、７

億１，４００万円で工事請負契約を締結するこ

とについて。 

 また、議案第２８号は、市内各地域への光フ

ァイバー網敷設に係る工事を実施するに当たり、

日本コムシス株式会社高知営業所と３億３，１

８０万円で、工事請負契約を締結することにつ

いて、それぞれ地方自治法第９６条第１項第５

号の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

 追加になりました議案でございます。よろし

く御審議の上、適切な御決定をいただきますよ

う、お願いを申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） これにて提案理由の説

明は終わりました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これにて散会いたします。 

午後 ２時２６分 散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１０時００分 開議 

○議長（寺田公一君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第２８号ま

で」の２８議案を一括議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑の通告がありますので、順次発言を許し

ます。 

 ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） おはようございます。

それでは、通告に従いまして、質疑をさせてい

ただきたいと思いますが、質疑の議案は、第１

５号別冊、平成２２年度宿毛市一般会計補正予

算（第２号）についてであります。 

 まず、最初は、ページ１５ページ、第２款総

務費、第１項総務管理費、９目開発推進費、１

９節負担金補助及び交付金についてであります

けれども。地域公共交通活性化再生総合事業負

担金として、５８４万円が計上されております。 

 先日の一般質問において、地域公共交通の充

実の問題について質問をした経緯がありますが、

それに関連をする予算であろうかと思いますが、

事業内容を含めて御説明をいただきたいと思い

ます。 

 そして、この負担金については、昨年度は８

１１万８，０００円でありましたが、昨年に比

べて減額となった理由について、お示しをいた

だきたいと思います。 

 次は、ページ１７ページ、第２款総務費、第

２項徴税費、２目賦課徴収費、２３節償還金利

子及び割引料についてであります。 

 過誤納還付金として８００万円が計上されて

おります。ことしの当初予算において１，１０

０万円が計上しておりました。合計で１，９０

０万円となります。 

 ちなみに、平成１９年度は８２９万円、２０

年度は１，０８３万円、２１年度は１，４８７

万円でありました。このように、過誤納還付金

は毎年増加をいたしております。過誤納還付金

が増加傾向にある理由と言いますか、その原因

について、どのように分析をされておるのかお

示しをいただきたいと思います。 

 そして、今回、このように８００万円もの大

幅な増額をしなければならない理由をお示しい

ただきたいと思います。 

 ページ２２ページ、第５款労働費、第１項労

働諸費、１目労働諸費についてでありますが、

ページ１１ページの第１４款県支出金、第２項

県補助金、３目労働費県補助金としての緊急雇

用創出臨時特例基金事業費補助金に係る事業で

あろうかと思います。２１２万７，０００円を

もって、どのような事業を行おうとしておるの

か。そして、雇用しようとしている臨時雇用計

画、及び事業内容や委託先を含めて、御説明を

いただきたいと思います。 

 ページ２３ページ、第６款農林水産業費、第

１項農業費、３目農業振興費、１９節負担金補

助及び交付金として、２５７万１，０００円が

計上されております。この４つの事業の中には、

新規の事業もありますので、どのような事業内

容であるのか、あわせて補助金をどのような団

体に補助をしようとしているのか、それぞれ御

説明いただきたいと思います。 

 ２５ページ。第７款商工費、第１項商工費、

５目観光費、１９節負担金補助及び交付金につ

いてでありますが、市民祭宿毛まつり補助金と

して６０万円が計上されております。 

 当初予算においては、例年どおりに２７０万

円が計上されておりましたが、ことしは今まで

に比べて６０万円の増額となりました。その増

額となった理由について、御説明いただきたい

と思います。 

 ２９ページ。第９款消防費、第１項消防費、
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２目非常備消防費についてでありますが、今回、

全体で１３０万１，０００円が計上されており

ますが、そのうちの６３万１，０００円につき

ましては、ページ１２ページの第１９款諸収入、

第５項雑入、５目雑入、１節雑入において、少

年消防クラブ防災実践活動モデル事業に対して、

補助されたものであります。 

 少年消防クラブ消防防災実践活動モデル事業

補助金は、御案内のとおり、中学生や高校生の

少年消防クラブが、より実践的な活動ができる

よう、簡易救助資機材や、応急救護機材等、必

要な物品購入に対する助成でありますけれども、

どのような資機材を購入しようとしているのか

お伺いいたします。 

 そして、助成をしようとしておる少年消防ク

ラブは、市内のどのクラブであるのか、お示し

をいただきたいと思います。 

 ページ３０ページ。第１０款教育費、第４項

社会教育費、３目公民館費についてであります

けれども、１７万８，０００円につきましては、

財源の変更となっております。これにつきまし

ては、ページ１２ページの第１９款諸収入、第

５項雑入、５目雑入、１節雑入において、財団

法人伝統文化活性化国民協会よりの補助金とし

て歳入されたものに関連すると思いますが、当

初予算等においての予算説明項目の中で、伝統

文化活性化に係る事業予算について、把握でき

ませんでした。 

 そこで、財源内容を変更した理由及び今後、

この助成を受けた事業趣旨を生かし、どのよう

な事業を実施しようとしているのか、お伺いい

たします。 

 以上で１回目の質疑を終わります。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（岡崎匡介君） 企画課長、松浦議

員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１５号別冊、平成２２年度宿毛市一般

会計補正予算（第２号）、ページ１５ページ。

第２款総務費、第１項総務管理費、第９目開発

推進費、第１９節負担金補助及び交付金の５８

４万円についてでございます。 

 今回、予算計上いたしております事業内容に

ついて、御説明させていただきます。 

 まず、事業内容については、みんなで守り、

支える意識の醸成と仕組みづくりといたしまし

て、平成２１年度から継続事業として行ってお

りますサポーターズクラブの運営、サポーター

ポイント制度の導入、広報やＰＲの実施を計画

しております。 

 次に、利用したくなるサービスの提供といた

しまして、これも継続事業でございますが、ク

リスマス列車の運行によるキャンペーンの実施、

乗りやすさのための１００円刻みの運賃設定、

定期券の割引率の拡大、列車、バスの共通回数

券の発行等を計画しております。 

 新規事業といたしましては、既存バスのシー

トの改善や、列車の改修、量販店のポイント制

度の導入等を計画しております。 

 次に、利用しやすい環境づくりといたしまし

て、これも継続事業ではございますが、新規路

線の運行、これは三原から入野までのバスでご

ざいます。それから、シャトルバスの運行、こ

れは平田駅とけんみん病院とのシャトルバスで

ございます。 

 土佐くろしお鉄道の増便等の実証実験を実施

する予定でございます。 

 また、駅に設置する発券機能を高めた切符販

売機の設置や、バス停留所の整備を実施する予

定でございます。 

 負担金の増減につきましては、国の内示額の

増減や、年度ごとに取り組み内容を改善して実

施しているため、金額に変動があるものでござ

います。 

 以上でございます。 
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○議長（寺田公一君） 税務課長。 

○税務課長（山下哲郎君） 税務課長、松浦議

員の質疑にお答えします。 

 議案第１５号別冊、平成２２年度宿毛市一般

会計補正予算（第２号）、ページ１７ページで

ございます。 

 ２款総務費、２項徴税費、２目賦課徴収費、

２３節償還金利子及び割引料の８００万円につ

いてでございます。 

 この還付金は、過年度の所得に減額修正があ

った場合に、納税者に還付しているものでござ

いまして、当初予算では前年度確定申告額の２

分の１を予定納付する法人市民税の申告状況等

を考慮して、積算をしました。 

 その結果、全体では、前年度実績の約７割に

当たります１，１００万円を予算計上していま

したが、法人市民税で想定外の２社で８００万

円以上の大口の過誤納還付金が生じたことによ

りまして、本年度は既に７４件で、ほぼ全額を

支出している状況にあります。 

 したがいまして、予算の執行状況から、今後

の必要額としまして８００万円を計上させてい

ただきましたので、よろしくお願いいたします。 

 次に、増加傾向の理由についてでありますが、

一昨年のリーマンショックに端を発した世界経

済の混乱、景気後退によります企業業績の悪化

が大きな要因であるというふうに考えておりま

して、今後もこのような状況が続くんじゃない

かというふうに分析しております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（出口君男君） 教

育次長兼学校教育課長、４番議員の質疑にお答

えを申し上げます。 

 議案第１５号別冊、平成２２年度宿毛市一般

会計補正予算（第２号）の２２ページでござい

ます。 

 ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費２

１２万７，０００円の事業内容や、委託先等に

ついての御質問をいただきました。 

 本事業は、高知県の緊急雇用創出臨時特例基

金事業補助金を活用して実施するものでござい

ますけれども、４節の共済費２０万４，０００

円、７節の賃金１４０万７，０００円、及び１

３節委託料５１万６，０００円のうちの１万９，

０００円の合計１６３万円につきましては、本

定例議会に御提案申し上げております議案第２

５号に関連するものでございますけれども、平

成２３年４月１日に統合を予定いたしておりま

す栄喜小学校につきまして、今後、統合に向け

た円滑な事務の執行のために、臨時職員２名を

雇用しようというものでございます。 

 雇用期間といたしましては、本年１１月１日

から平成２３年３月３１日までの５カ月間を予

定いたしております。 

 職員の確保につきましては、本事業を行うに

当たっては、四万十公共職業安定所に募集をす

る必要がございますので、募集をいたしまして、

応募者の中から選考をいたしたいというふうに

考えております。 

 なお、委託料の中の１万９，０００円につき

ましては、臨時職員であっても、事業所といた

しまして健康診断を受けさせる必要がございま

すので、宿毛市が委託を予定しております事業

所にあわせて委託をしたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（金増

信幸君） 生涯学習課長兼文教センター所長、

松浦議員の質疑にお答えいたします。 
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 議案第１５号別冊、平成２２年度宿毛市一般

会計補正予算（第２号）、ページ２２ページ。

５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、１

３節委託料、緊急雇用創出臨時特例基金事業委

託料の内容についてでございます。 

 委託料５１万６，０００円のうち、４９万７，

０００円を、宿毛文教センター外装等清掃事業

を実施するために計上させていただいておりま

す。 

 この事業は、公民館、図書館、歴史館のある

宿毛文教センターの外装を中心に清掃するもの

でございます。 

 平素、清掃では困難な高所にあるサッシ等を

含めた外装全域や、建物周辺の通路の高圧洗浄、

池の防水処理、汚れが付着した床面のクリーニ

ングなどを実施することといたしております。 

 委託先につきましては、高圧洗浄、あるいは

高所作業ができる市内事業者を予定しておりま

す。 

 また、この事業の雇用人数は、新規雇用２人

を含め３人を予定しております。 

 次に、ページ３０ページ。１０款教育費、４

項社会教育費、３目公民館費についてでござい

ます。当初予算で伝統文化こども教室の予算計

上をしておりましたが、今回、財団法人伝統文

化活性化国民協会からの補助金の決定がござい

ましたので、財源内訳を一般財源から特定財源

に変更を行ったものでございます。 

 また、この補助金は、行政だけでなく地域に

根差した団体が、伝統文化を子供たちに体験し

て、取得してもらう事業に対して補助が受けら

れる内容のものになっております。地域の伝統

文化の保存継承に取り組んでいる団体にもお知

らせし、取り組みを行っております。 

 これまで、橋上子ども和太鼓クラブ、大深浦

子供獅子舞会、野菜祭り保存会などが申請して

おりましたが、今年度につきましては、野菜祭

り保存会が野菜祭り太鼓踊り練習会を実施し、

伝統文化を継承していくために活用しておりま

す。 

○議長（寺田公一君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（頼田達彦君） 産業振興課長、

４番、松浦議員の質疑にお答えをいたします。 

 議案第１５号別冊、平成２２年度宿毛市一般

会計補正予算（第２号）、ページ２３ページ。 

 ６款農林水産業費、第１項農業費、３目農業

振興費の１９節負担金補助及び交付金として２

５７万１，０００円が計上されているが、事業

内容と、どのような団体に補助しているかとい

う御説明をさせていただきます。 

 まず、宿毛市中山間地域集落営農等支援事業

費補助金３５万３，０００円の事業内容ですけ

れども、集落営農組織や、集落営農に対して関

心のある集落等を対象として、各集落のリーダ

ーなどの主要メンバーに対して、集落営農組織

の視察研修を行い、その活動内容を実際に見て、

聞いてもらうことで、集落営農の必要性と、自

分たちの集落でも取り組みが可能であることを

感じてもらう。そして、実際の集落営農組織の

設立や、営農組織の活動につなげていってもら

う目的であります。 

 事業費といたしましては、研修費のバス借上

料と、謝金となっております。 

 研修先といたしましては、香川県１回と、高

知県を、県内を２回予定をしております。 

 補助金の交付先といたしましては、宿毛市担

い手育成総合支援協議会であります。 

 続きまして、宿毛市産業振興推進総合支援事

業費補助金１６６万６，０００円でございます。 

 当初予算で施設設計委託料、搾汁施設改修費

及び搾汁機設置費などの補助金として、５，７

５０万円を議決していただいておりましたが、

今回、高知県工業技術センターや、幡多福祉保

健所の指導助言のもと、高知県食品衛生管理認
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証制度を受けるためには、施設内の照明器具を

変更、そしてナオシチの洗浄部分と搾汁部分、

また冷蔵庫設置部分と作業場を、それぞれ分離

する必要が生じましたので、今回、増額補正を

お願いするものです。 

 事業費といたしましては、全体で２００万。

そのうち県の補助金３分の２で１３３万３，０

００円、市が６分の１の３３万３，０００円。

それから、生産組合のほうで３３万４，０００

円負担となります。 

 それから、補助金の交付先については、直七

生産組合であります。 

 次に、宿毛市環境保全型農業推進事業費補助

金２０万２，０００円であります。化学肥料、

農薬の低減や効率的利用により、環境保全と生

産性の調和に配慮した持続的な農業を目指し、

人と環境に優しい生産基盤の確立と、消費者が

安心して消費できる安全で良質な農産物を生産

するため、ミョウガの生産において天敵昆虫、

これはミヤコカブリダニという昆虫であります

けれども、及び交信かく乱剤を導入し、栽培体

系の確立を図るものでございます。 

 全体事業費３０万３，５００円のうち、県補

助金３分の１で１０万１，０００円、市が３分

の１で１０万１，０００円、残りが事業主体で

１０万１，５００円であります。 

 補助金の交付先については、高知はた農業協

同組合宿毛支所園芸部であります。 

 続きまして、宿毛市生活改善センター修繕費

補助金３５万円であります。橋上生活改善セン

ターは、平成２２年６月議会において、宿毛市

生活改善センターの設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例を議決していただいてお

りましたが、平成２２年７月１日より、地区に

無償譲渡し、管理運営を行ってもらうことにな

りましたが、廊下、玄関タイル、畳など、一部

損傷している部分を７月までに補修を行い、引

き渡す予定でありましたが、予算不足が生じま

したので、今回、施設を引き渡した後でありま

すので、補助金として橋上地区自治会に対し、

交付するものであります。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） 商工観光課長補佐。 

○商工観光課長補佐（山戸達朗君） 商工観光

課長補佐、４番、松浦議員の質疑にお答えいた

します。 

 議案第１５号別冊、平成２２年度宿毛市一般

会計補正予算（第２号）。２５ページ、第７款

商工費、第１項商工費、５目観光費、１９節負

担金補助及び交付金。市民祭宿毛まつり補助金

６０万円を計上しておりますが、その内容につ

いて御説明いたします。 

 市民祭宿毛まつりにつきましては、市の補助

金、地区寄附金、一般寄附金及び協賛チケット

等の売り上げにより、運営を行っております。 

 しかしながら、長引く景気の低迷は、当イベ

ントにも影響があるものと考えており、今回は

昨年度ほどの寄附金が見込めない状況にありま

す。 

 市といたしましても、収入が見込めない中で

は、イベントの規模縮小や、支出予算の削減な

どの見直しも必要ではないか等の指摘も、実行

委員会に対して行ってまいりました。 

 実行委員会としては、協議検討をする中で、

支出予算の削減を行い、なおかつ寄附金の増収

に向けて努力しても、約６０万円の不足が生じ

ると見込んでおります。このままでは、ようや

く宿毛市を代表するお祭りとして定着し、そし

て市民から楽しみと評判の秋に行う花火の実施

にも影響すると考えられるため、今回、補助金

増額予算を計上いたしました。 

 なお、補助金の交付につきましては、宿毛市

補助金交付規則にのっとりまして、適正に執行

してまいります。 
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 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 総務課長。 

○総務課長（弘瀬徳宏君） 松浦議員の質疑に

お答えいたします。 

 議案第１５号別冊、平成２２年度宿毛市一般

会計補正予算（第２号）、ページは２９ページ

であります。 

 第９款消防費、第１項消防費、２目非常備消

防費の少年消防クラブ消防防災実践活動モデル

事業助成金で購入しようとしている資機材、及

びクラブ名を示せということでありますが、こ

の事業で執行する予算としましては、１１節の

消耗品費２３万１，０００円と、１８節の備品

購入費４０万であります。 

 消耗品費につきましては、ヘルメットとライ

トを各２０個購入しようと考えてます。 

 それから、備品につきましては、テント１基、

担架２台、ＡＥＤトレーナーを２個、購入しよ

うと考えております。 

 それと、クラブ名ですが、クラブ名は片島少

年消防隊に助成をしようとするものです。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） どうもありがとうござ

います。 

 それでは、２点ほどお伺いをいたしますが、

再質問させてもらいますが。 

 地域公共交通活性化の再生総合事業負担金に

ついてでありますけれども、今、２１年度から

取り組んでおりますサポータークラブとか、料

金の割引の事業について、お話がありましたけ

れども、この内容について、もう少し詳しくお

示しをいただければと思います。 

 もう１点は、宿毛市産業振興推進総合支援事

業費補助金について、お伺いをいたします。 

 事業内容等については、一定、理解をしまし

たけれども、このナオシチの搾汁工場は、いつ

ごろから操業を開始しようとしているのか。そ

して、その工場の処理能力を含めて、今後の処

理計画がどのようになっているのか、わかって

おればお示しをいただきたいと思います。 

 あわせて、３月議会の説明の中で、直七生産

組合の組合員数は７名であり、新たに募集をし

たところ、１６名の方から申し込みがあったと

いう御説明でございましたが、現時点でのこの

直七生産組合の組合員数について、どれぐらい

になっておるのかお示しをいただきたいと思い

ます。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（岡崎匡介君） 企画課長、松浦議

員の再質疑にお答えをいたします。 

 サポータークラブの内容についてでございま

すが、高知新聞にも載っておりまして、第１回

目の会合を開いたということで、新聞記事にも

ありましたが、利用者増進等をいかに進めてい

くかという、民間の方々の集まりでございまし

て、皆様の中にも、回数券を購入いただいて、

サポーターズクラブに入っていただいた経過が

あろうかと思いますが、今後、その利用増進に

ついて、官民ともに活動していこうというため

のグループでございまして、今後、詳細の内容

については、キャンペーンを打ったりとか、い

ろんな活動を計画しているようで、まだ具体的

には決まっておりません。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（頼田達彦君） 産業振興課長、

松浦議員の質疑にお答えをいたします。 

 ページ２３ページの宿毛市産業振興推進総合

支援事業費補助金についての、創業時期と処理

計画についてでありますが、まず、創業時期で

ありますけれども、現在、ある一定、固まって

いるものについては、ナオシチが９月下旬から

１０月。それから、コナツが１２月から１月に
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かけて、搾汁を予定しております。 

 また、セトカについても、試験的に搾汁した

いという予定があるようでございまして、それ

が加工品としてする場合は１２月を。完熟して、

ジュースとしてやる場合は、３月に搾汁を予定

しているようでございます。 

 次に、処理計画でありますけれども、搾汁機

の処理能力は、１レーンで１時間当たり１トン

であります。作業時間を平均６時間としており

ます。これは、その日その日の清掃とか、いろ

いろありまして、平均６時間として計算させて

いただいておりますけれども、今回、２レーン

を計画しておりますので、１２トンとなります。 

 それで、ナオシチについて、昨年度、玉で２

５トン搾汁をしております。本年度は、３０ト

ンを見込んでいるようでございます。 

 それから、コナツについては、昨年度は２０

トン搾汁しておりましたが、本年度は春先の天

候不順とかいろいろありまして、昨年度ほどは

見込まれないようでありますけれども、せっか

くコナツジュースというようなもので売り出し

してある一定評価も得ていますので、１０トン

は搾汁したいと聞いております。 

 それから、また、先ほど申しましたけれども、

セトカについては、試験的に加工用とジュース

の搾汁をしたいというように聞いております。 

 それから、その他、デコポンとかポンカン、

ユズなどについては、現在、他の施設で搾汁を

している方々、農協も含んででありますけれど

も、その方々に働きかけて、当施設を利用して、

今後、搾汁をしていただくように努力をしてい

きたいと考えております。 

 それから、組合員数については、現在、面接

を行い、２５名で、先ほど、議員さん、役員７

名と申しましたけれども、５名の方が役員でお

られまして、そのほかに一般言いますか、面接

を行って２５名の方が今回、計３０名の組合員

となっております。 

 以上です。 

○議長（寺田公一君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） 先ほど、地域公共交通

の関係で、割引料の関係は、どういう、お尋ね

したと思うんですけれども。ちょっと済みませ

ん、お願いします。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（岡崎匡介君） 企画課長、松浦議

員の再質疑にお答えします。 

 割引料と言いますと、定期券等の割引料につ

いてでございますか。 

 現在、宿毛中村間につきましては、鉄道の料

金、定期券に合わせて、バス料金のほうの定期

券を、約７５％割引して、鉄道の料金と合わせ

たような形で発行しております。 

 それを、別の路線に対しても、割引を７５％

にして、試験運行しようということでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ４番松浦英夫君。 

○４番（松浦英夫君） いろいろと御説明をい

ただきました。ありがとうございます。 

 これは、質疑ではないわけですけれども、先

ほど、生涯学習課長のほうからるる説明があり

ましたが、伝統文化の継承の関係で、いろいろ

と取り組みをされておるということであります。 

 皆様も御案内のとおり、宿毛市内各地を見た

場合、高齢化が進む中で、地区長さんや保存会

の皆さんを中心にしながら、それぞれの地区に

伝わる伝統文化の保存や継承に、必死になって

取り組んでおる地区も多く見られます。 

 地域に伝わる伝統文化を保存し、後世に継承

していくことは大変重要なことであります。宿

毛市行政として、真剣に考えていかなければな

らない課題であると考えます。 

 今後においても、このような伝統文化こども
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教室への補助金や、他の補助事業、そして助成

事業をできるだけ活用しながら、あるいは宿毛

市単独事業としてでも、伝統文化の保存や継承

に取り組んでいただきたいということを申し上

げまして、質疑を終わります。 

○議長（寺田公一君） ３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君） ３番、野々下昌文で

ございます。皆さん、おはようございます。 

 通告に従いまして、早速、質疑に入らせてい

ただきます。 

 私が質疑を行いますのは、議案第１５号別冊、

平成２２年度宿毛市一般会計補正予算（第２

号）及び議案第１６号別冊、平成２２年度宿毛

市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）、そして議案第２５号、議案第２７号、２

８号についてであります。 

 まず、初めに、議案第１５号別冊、３０ペー

ジ。 

 第１０款教育費、第４項社会教育費、１目社

会教育総務費の１１節需用費、２０万３，００

０円、同じく１２節役務費、１８３万２，００

０円、１４節使用料及び賃借料、２０万３，０

００円、計２２３万８，０００円について、こ

れは市長から提案理由の説明もございましたが、

もう少し詳しく、中身の説明をお願いをいたし

ます。 

 次に、議案第１６号、平成２２年度宿毛市国

民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、

７ページ。 

 第８款第２項１目１３節委託料、８４万円。

ジェネリック医薬品の普及促進のための委託料

ということですが、このジェネリック医薬品の

普及によって、どのような違いがあるのか、少

し詳しく御説明を願います。 

 次に、議案第２５号についてであります。 

 平成２３年４月１日から、栄喜小学校は小筑

紫小学校へ統合されることに伴い、条例から栄

喜小学校に関する記述を削るということであり

ますが、５月の小中学校再編計画発表時点では、

栄喜小学校の統合については、地元の父兄の皆

さんの納得が得られていないということであり

ましたが、今議会において、突然、議案として

あがってまいりました。 

 これは、教育長を初め、皆さんの御努力で、

地元の皆さんの納得が得られたのかなと理解を

しておりますが、私たち議会としても、何も知

らなかったわけですが、この間の経緯の説明を

お願いいたします。 

 次に、議案第２７号、２８号についてであり

ます。 

 本契約議案は、平成２１年度第３回定例会に

おいて、国のブロードバンドゼロ地域を解消す

る目的の事業とはいえ、地域の実情を十分に精

査すること。後年度に多額の維持費、管理費が

必要とされることとして、懸念がされ、附帯決

議をされた議案の契約議案であります。 

 本事業をすべて行った場合、後年度の負担は

幾らぐらいと試算をされているのか。 

 ブロードバンドゼロ地域の解消といっても、

すべての地域というわけにはいかないと思いま

すが、今回の事業で整備エリアはどのようにな

っておられるのか。また、今回の整備エリアの

対象外になった地域の今後の整備計画は考えて

おられるのか。 

 現在のＳＷＡＮテレビ整備エリアにおいても、

加入したくても加入できない世帯がございます

が、今回の整備事業で対応できるのか。 

 以上３点、お伺いをいたします。 

 以上で、１回目の質疑を終わります。 

○議長（寺田公一君） 生涯学習課長兼宿毛文

教センター所長。 

○生涯学習課長兼宿毛文教センター所長（金増

信幸君） 生涯学習課長、３番、野々下議員の

質疑にお答えいたします。 
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 議案第１５号別冊、平成２２年度宿毛市一般

会計補正予算（第２号）、ページ３０ページ。 

 １０款教育費、４項社会教育費、１目社会教

育総務費、１１節需用費、１２節役務費、１４

節使用料及び賃借料についてでございます。 

 今回、宿毛市出身の岡本知高さんのコンサー

トを実施するため、この予算を計上させていた

だきました。 

 予算の内容につきましては、１１節にポスタ

ー、チラシ等の制作費、キャスト、スタッフの

食料費などとして２０万３，０００円。１２節

役務費として、岡本さんを初め、キャスト、ス

タッフの出演料、交通宿泊費等の公演企画手数

料として１６８万を初め、音響照明手数料など

１８３万２，０００円。そして、１４節では、

福祉センターの会場借上料と、著作権使用料と

して２０万３，０００円、合わせてコンサート

実施総額として２２３万８，０００円を計上さ

せていただいております。 

 一方、歳入といたしましては、入場料を前売

り券Ｓ席４，０００円、Ａ席３，０００円を予

定しておりまして、高校生以下は半額としてお

ります。 

 入場料収入２４０万を見込んでおります。 

 この実施につきましては、年を明けまして１

月１５日土曜日、福祉センターで午後６時３０

分開演を予定しております。 

 このコンサートにつきましては、翌日に行わ

れる花へんろウオークと一体的に広報を実施し

て、市内外の皆さんに参加していただくよう、

取り組みを進めてまいりたいと思っております

ので、御協力よろしくお願いいたします。 

○議長（寺田公一君） 市民課長。 

○市民課長（滝本 節君） 市民課長、３番、

野々下議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第１６号別冊、平成２２年度宿毛市国民

健康保険事業特別会計補正予算（第２号）、７

ページ、歳出の第８款保健事業費、第２項保健

事業費、１目保健衛生普及費、１３節のジェネ

リック医薬品普及促進委託料として、８４万円

を計上させてもらっておりますが、その内容に

つきまして、御説明させていただきます。 

 本予算につきましては、新規事業として、通

常価格の先発医薬品から、安価な後発医薬品。

この後発医薬品のことをジェネリック医薬品と

申します。後発医薬品に切りかえた場合の医療

費の差額通知を発送して、広くジェネリック医

薬品を普及させるための事業であり、事業の委

託先につきましては、国保連合会を予定してお

ります。 

 委託料８４万円の積算根拠につきましては、

１カ月の平均レセプト件数８，０００件に、差

額通知の対象月数、１２月から３月までの４カ

月と、１件当たりの単価２５円を掛けて求めた

ものであります。 

 事業導入によります医療費の削減効果につき

ましては、委託予定業者の過去の実績から判断

しまして、差額通知発送後４カ月間のレセプト

１件当たりの平均削減額を５５円としまして、

それにレセプト件数８，０００件と、差額通知

の対象月数の４カ月を掛けて求めた１７６万円

を、今年度の削減効果と見込んでおります。 

 ジェネリック医薬品につきましては、製薬会

社が開発をした医薬品の特許が切れた後に、別

のメーカーが同じ有効成分でつくる薬であり、

先発医薬品に対して後発医薬品と呼ばれており

ます。 

 先発医薬と同等の効果があるにもかかわらず、

開発経費等が発生しない分、価格が安く設定さ

れております。 

 事業の効果といたしまして、被保険者並びに

国保保険者の負担軽減はもとより、ジェネリッ

ク医薬品の普及で削減できた医療費を、特定健

診や保健事業に回して、市民の健康保持、病気
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の重篤化等を防いで、年々増加する医療費を削

減していきたいと考えております。 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（寺田公一君） 教育次長兼学校教育課

長。 

○教育次長兼学校教育課長（出口君男君） 教

育次長兼学校教育課長、３番議員の質疑にお答

えを申し上げます。 

 議案第２５号、宿毛市立小学校設置条例及び

宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例の

一部を改正する条例についての御質問をいただ

いております。 

 本議案につきましては、宿毛市立小中学校再

編計画に基づきまして、平成１９年度より小筑

紫小学校、及び田の浦小学校との統合に向けて、

保護者の皆様を初め、地域の皆様と協議を重ね

ておりました栄喜小学校につきまして、本年４

月１日に３校統合ということで教育委員会も進

めてまいりましたけれども、最終的な御理解を

いただけずに、本年４月は田の浦小学校と小筑

紫小学校の２校での統合という結果になりまし

た。 

 委員会といたしましては、その後も子供たち

の教育環境をよりよくしたいということから、

保護者の皆様を初め、地域の皆様と協議を重ね

て、数度にわたって協議を重ねてまいりました。 

 去る７月２８日及び８月１９日でございます

けれども、最終的に、委員会としても、ぜひと

も来年４月には統合に向けて、そういう方向で

やらせていただきたいという話し合いを持たせ

ていただきまして、最終的に地域の皆様、保護

者の皆様も、一定御理解をいただいたというこ

とから、今回、９月の定例議会のほうへ関連議

案を上程させていただいたということでござい

ます。 

 なお、議会のほうには、地域の皆さんの御理

解をいただいた上で、教育委員会の定例教育委

員会に諮りまして、今議会の議案として上程す

るということを議決いただきました後、総務文

教常任委員長のほうには、経緯を報告申し上げ

まして、８月２５日の告示日に議案として上程

をさせていただきたいという報告はさせていた

だいておりますので、御理解をいただきたいと

思います。 

 なお、子供たちのよりよい教育環境のために、

大変深い御理解、御協力を賜りました保護者並

びに地域の皆様には、心より感謝を申し上げた

いというふうに思います。 

 今後につきましては、子供たちが新しい学校

で伸び伸びと、明るく元気に教育活動を行うこ

とができますように、具体的な事案につきまし

て、保護者の皆様等と協議を重ねてまいりたい

というふうに考えておりますので、よろしくお

願いをしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（岡崎匡介君） 企画課長、野々下

議員の質疑にお答えいたします。 

 議案第２７号及び２８号の契約議案について

でございます。 

 本事業実施後の後年度負担についての御質問

でございますが、現段階では、試算額について

は、一部しかお示しすることができませんので、

その旨、御了承いただきたいと思います。 

 まず、今回の事業について、御説明いたしま

す。 

 機器及び光ファイバー網の整備は市が行いま

して、通信事業者が運営をする形となります。 

 運営につきましては、ＳＷＡＮテレビと基本

協定を結んでおりますが、沖の島地区の無線設

備については、未発注の状況でございます。 

 後年度負担につきましては、大きく三つの要

素がございますが、まず通信事業者と回線使用

契約、通常ＩＲＵ契約と申しますが、により、
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ＳＷＡＮテレビから市のほうに使用料が発生い

たします。 

 次に、施設の保守契約によりまして、市がＳ

ＷＡＮテレビに保守委託料を支払うこととなり

ます。 

 さらに、四国電力及びＮＴＴへの電柱共架料

として、現在の設計書におきましては、約３，

８００本、共架料で約５７０万円程度の使用料

と、毎年変動しますが、電柱改修費等の負担金

が必要となります。これらの差引額が、市の後

年度負担となる予定でございます。 

 次に、今回の工事における整備区域について

でありますが、対象は出井、奥下藤、還住薮、

舟ノ川、まだ未発注でございます沖の島を除く

市内全域となっておりますが、希望者の全くい

ない地区、既にＳＷＡＮテレビで整備済で、そ

れ以上の新たな希望者がいない地区の未加入世

帯等につきましては、今回の整備の対象外とな

る可能性がございます。 

 今回の事業につきましては、通常、有料とな

ります屋外引き込み工事が補助対象となりまし

て、補助対象事業費を算定するため、９月末ま

での希望者の状況により、事業費、事業内容を

決定することとしておりまして、現在、ＳＷＡ

Ｎテレビにおきまして加入者申し込みのチラシ

等を配布して募集しておりますので、できるだ

け多くの方に加入していただきますよう、ぜひ

お願いいたします。 

 今回の整備対象外となった地域につきまして

も、一定の条件が整えば整備も可能かと思われ

ますが、現状では光ファイバーを整備しても、

利用者がいない場合につきましては、事業の効

果等について会計検査院による検査で補助金返

還の対象となる場合もあり、また市の後年度負

担も生じますので、現段階で整備しない方向で

考えております。 

 しかしながら、現在、国においては、光ファ

イバーの整備を促進しておりますので、社会情

勢の動向によりまして、今後、検討してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） ３番野々下昌文君。 

○３番（野々下昌文君） １点、再質問をした

いと思います。 

 いまのブロードバンドの件なんですが、今、

対象外になっている人、未加入の人に対しては、

今後も対象外になる可能性があると言われまし

たけれども、今後、その方が加入したいという

場合は、どのような形になるんでしょうか。引

けるんでしょうか、それは。 

○議長（寺田公一君） 企画課長。 

○企画課長（岡崎匡介君） 企画課長、野々下

議員の再質疑にお答えいたします。 

 未加入世帯について、あとに申し込みをされ

た場合についてでございますが、現在、家の軒

先までが無料で、補助対象として整備できると

いうことで、キャンペーンをうっておりますが、

その部分が有償の負担ということになります。

できるだけ後発の申し込みについても、加入で

きるような配慮はしてまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○３番（野々下昌文君） どうもありがとうご

ざいました。 

 以上で終わりたいと思います。 

○議長（寺田公一君） 以上で、通告による質

疑は終了いたしました。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） ほかに質疑がありませ

んので、これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案のうち

「議案第１５号から議案第２４号まで」の１０
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議案については、会議規則第３７条第３項の規

定により、委員会の付託を省略いたしたいと思

います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって「議案第１５号から議案第２４号ま

で」の１０議案については、委員会の付託を省

略することに決しました。 

 ただいま議題となっております議案のうち、

「議案第２５号から議案第２８号まで」の４議

案は、お手元に配付してあります議案付託表の

とおり、所管の委員会に付託いたします。 

 お諮りいたします。 

 議案等精査のため、９月９日及び９月１０日

は休会いたしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、９月９日及び９月１０日は休会する

ことに決しました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 ９月９日から９月１２日までの４日間は休会

し、９月１３日午前１０時より再開いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前１１時０３分 散会 
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－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時１３分 開議 

○議長（寺田公一君） これより本日の会議を

開きます。 

 日程第１「議案第１号から議案第２８号ま

で」の２８議案を一括議題といたします。 

 これより「議案第１５号から議案第２４号ま

で」の１０議案について討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより、「議案第１５号から議案第２４号

まで」の１０議案を一括採決いたします。 

 本案は、原案のとおり可決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（寺田公一君） 全員起立であります。 

 よって「議案第１５号から議案第２４号ま

で」の１０議案は、原案のとおり可決されまし

た。 

 これより「議案第２５号から議案第２８号ま

で」の４議案について、委員長の報告を求めま

す。 

 総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（宮本有二君） 総務文

教常任委員会に付託されました議案の審査結果

の御報告をいたします。 

 本委員会に付託されました議案は、議案第２

５号、２７号、２８号の３議案であります。 

 議案第２５号は、宿毛市立小学校設置条例及

び宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条例

の一部を改正する条例についてであります。 

 本案は、平成２３年４月１日から、栄喜小学

校が小筑紫小学校へ統合されることに伴い、両

条例から栄喜小学校に関する記述を削る必要が

あるので、２条例を一括で一部改正しようとす

るものであります。 

 審査の結果で、委員の中には、地元の一部に

根強い反対があるため、統合すべきでないとの

意見もありましたが、担当課から詳しい説明を

受ける中で、慎重に審査をした結果、原案を適

当であると認め、賛成多数をもって可決すべき

ものと決しました。 

 議案第２７号及び議案第２８号は、工事請負

契約の締結です。 

 両議案とも、平成２１年度の繰越事業として、

公共投資臨時交付金を充当し、地上デジタル放

送の難視聴地域及びブロードバンドゼロ地域の

解消等情報格差是正に向けた情報通信基盤整備

を行おうとするものであります。 

 まず、議案第２７号は、センター局となるＳ

ＷＡＮテレビ及びサブセンター局となる総合運

動公園への情報機器設置等にかかわる工事を実

施するに当たり、三菱電機株式会社四国支社と、

７億１，４００万円で工事請負契約を締結する

ことについて。また、議案第２８号は、市内各

地域への光ファイバー網敷設にかかわる工事を

実施するに当たり、日本コムシス株式会社高知

営業所と、３億３，１８０万円で工事請負契約

を締結することについて、それぞれ地方自治法

第９６条第１項第５号の規定により、議会の議

決を求めようとするものであります。 

 担当課からの詳しい説明を受ける中で、慎重

に審査をした結果、いずれも原案を適当である

と認め、全会一致をもって可決すべきものと決

しました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案３件

についての報告を終わります。 

○議長（寺田公一君） 産業厚生常任委員長。 

○産業厚生常任委員長（浦尻和伸君） 産業厚

生常任委員長。本委員会に付託されました議案

は、議案第２６号の１議案でございます。 

 議案第２６号は、字の区域及び名称の変更並
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びに字の区域の廃止についてでございます。 

 内容につきましては、宿毛駅東地区土地区画

整理事業が平成２２年５月に工事が完了したこ

とに伴い、本区域内の細かく分かれた字を、駅

前町１丁目及び２丁目並びに駅東町１丁目、２

丁目、３丁目、及び４丁目に変更すること、並

びに現行の字の区域を廃止することについて、

地方自治法第２６０条第１項の規定により、議

会の議決を求めるものでございます。 

 執行部に出席を求め、慎重に審査をした結果、

原案を適当と認め、全会一致で可決すべきもの

と決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（寺田公一君） 以上で、委員長の報告

は終わりました。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 格別質疑がありません

ので、これにて質疑を終結いたします。 

 これより「議案第２６号から議案第２８号ま

で」の３議案について、討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 討論がありませんので、

これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第２６号から議案第２８号ま

で」の３議案を一括採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（寺田公一君） 全員起立であります。 

 よって「議案第２６号から議案第２８号ま

で」の３議案は、原案のとおり可決されました。 

 これより、議案第２５号について、討論に入

ります。 

 討論の通告がありますので、発言を許します。 

 ５番浅木 敏君。 

○５番（浅木 敏君） ５番議員の浅木です。

ただいまから、議案第２５号についての討論を

行います。 

 先ほど、総務文教常任委員長から原案可決の

報告がありましたが、私はこの委員長報告に反

対する立場から討論を行います。 

 この議案は、２０１１年の４月１日をもって

栄喜小学校を小筑紫小学校へ統合すること、並

びに宿毛市立学校体育施設の使用料に関する条

例から、栄喜小学校体育館の項を削除しようと

するものです。 

 学校再編計画が発表された直後から、栄喜地

区と保護者の皆さんは、統廃合に反対し、存続

を強く求めてきました。小規模校では、学習面

のみならず、あらゆる面で教師の指導が行き届

き、各人の個性を十分に伸ばす教育ができる長

所もあります。 

 地域の人々も、学校のことや各児童のことを

よく知り、地域全体が子供たちと学校を守り育

てる力を持っています。 

 特に栄喜の皆さんは、たとえ複式学級の授業

であっても、しっかり力をつけ、子供たちが他

校の児童にまさるとも劣らないという確信を持

っています。 

 こうしたことも、栄喜小学校存続を求める力

になっていると思います。 

 ところが、教育委員会は、小筑紫地域の３校

統合を前提に、小筑紫小学校を新築し、今年の

４月に２校の統合を実施しました。２校統合後

の教育委員会との話し合いでも、栄喜小学校の

保護者の皆さんは、たとえ統合するにしても、

三、四年間待ってもらいたいと統合延期を求め

ていました。 

 しかし、宿毛市教育委員会は、８月１９日に
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栄喜地区役員会や保護者から一定の理解を得た

として、８月２５日には９月議会の議案書にこ

の統廃合の条例改正案を盛り込みました。 

 そして、この議会の一般質問が始まった９月

６日になってから、保護者会から来年度統合の

了解をもらったようであります。 

 こうした経緯を見ると、栄喜小学校統廃合の

この議案は、まだ保護者等の反対がある中で見

切り発車をしたと思われます。 

 これまでの議会で私が指摘したように、学校

の統廃合は子供たちだけでなく、地域や保護者

にとっても、極めて重要な課題であり、慎重な

上にも慎重でなくてはなりません。 

 このたびの教育委員会の対応は、地元にまだ

反対意見がある中で、統廃合に関する条例改正

案を提案したものであり、時期尚早といえます。 

 統廃合の延期要望も含め、今後、十分な話し

合いを持ち、関係者大多数の理解を得る努力を

すべきことを求め、この議案には反対します。 

 皆さんの御賛同を求め、討論を終わります。 

○議長（寺田公一君） 以上で、通告による討

論は終わりました。 

 ほかに討論はありませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） ほかに討論がありませ

んので、これにて討論を終結いたします。 

 これより「議案第２５号」を採決いたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決であります。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（賛 成 者 起 立） 

○議長（寺田公一君） 起立多数であります。 

 よって「議案第２５号」は、原案のとおり可

決されました。 

 お諮りいたします。 

 議案第１号から議案第１４号までの１４議案

については、すべて決算認定に係る議案であり

ますので、この際、８人の委員をもって構成す

る決算特別委員会を設置し、これに付託の上、

閉会中の継続審査とすることにいたしたいと思

います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案については８人の委員をもって

構成する決算特別委員会を設置し、これに付託

の上、閉会中の継続審査とすることに決しまし

た。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委

員の選任については、委員会条例第８条第１項

の規定により、今城誠司君、岡﨑利久君、野々

下昌文君、松浦英夫君、浅木 敏君、有田都子

君、浦尻和伸君、西村六男君、以上８人を指名

いたします。 

 続いて、決算特別委員会の委員長及び副委員

長の互選をお願いいたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

午前１１時２０分 休憩 

－－－－－・・－－－－－・・－－－－－ 

午前１１時２１分 再開 

○議長（寺田公一君） 休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 休憩中に決算特別委員会の委員長及び副委員

長が選任されましたので、この際、事務局長か

ら報告いたさせます。 

 事務局長。 

○事務局長（岩本昌彦君） 事務局長。 

 「決算特別委員会」の委員長及び副委員長を

報告いたします。 

 委員長、西村六男君、副委員長、岡﨑利久君。 

 以上でございます。 

○議長（寺田公一君） 日程第２「委員会調査

について」を議題といたします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下
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委員会において調査中の事件については、会議

規則第１０４条の規定により、お手元に配付い

たしました申出書のとおり、閉会中の継続調査

の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調

査に付することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（寺田公一君） 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査に付することに決しました。 

 以上で、今期定例会の日程はすべて議了いた

しました。 

 閉会に当たり、市長からあいさつがあります

ので、発言を許します。 

 市長。 

○市長（中西清二君） 市長。閉会に当たりま

して、一言ごあいさつを申し上げます。 

 去る９月１日に開会されました今期定例会は、

本日までの１３日間、議員の皆様方におかれま

しては、連日、熱心に御審議をいただき、御提

案申し上げました２８議案のうち、決算認定議

案の１４議案を除きまして、いずれも原案のと

おり御決定をいただきました。まことにありが

とうございます。 

 今議会を通じ、お寄せいただきました数々の

貴重な御意見や御提言につきましては、今後、

さらに検討をいたし、市政の執行に反映させて

まいりたいと考えております。 

 議員の皆様方におかれましては、今後とも引

き続き御協力、御指導を賜りますようお願い申

し上げます。 

 また、ことしは非常にまだ、９月中は熱中症

が発生もしやすいというふうな、暑い時期でご

ざいます。お体には十分に御留意されまして、

ますます皆様方、御活躍をされますことをお祈

りを申し上げまして、閉会のごあいさつにかえ

させていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（寺田公一君） 以上で、市長のあいさ

つは終わりました。 

 これにて、平成２２年第３回宿毛市議会定例

会を閉会いたします。 

午前１１時２９分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

 

 

              宿  毛 市 議 会 議 長                  寺 田 公 一 

 

 

              宿 毛 市 議 会 副 議 長                  中 平 富 宏 

 

 

                          議 員   西 郷 典 生 

 

 

                          議 員   中 川   貢 
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                                平成２２年９月８日 

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                        総務文教常任委員長 宮 本 有 二 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第２５号 

宿毛市立小学校設置条例及び宿毛市立学校体育施設

の使用料に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

原案可決 適 当 

議案第２７号 工事請負契約の締結について 原案可決 適 当 

議案第２８号 工事請負契約の締結について 原案可決 適 当 
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                                平成２２年９月８日 

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 浦 尻 和 伸 

 

委員会審査報告書 

 

 本委員会に付託の事件は、審査の結果下記のとおり決定したので、会議規則第１０３条の規

定により報告します。 

記 

 

事 件 の 番 号       件          名 審査結果 理 由 

議案第２６号 
字の区域及び名称の変更並びに字の区域の廃止につ

いて 
原案可決 適 当 
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                                平成２２年９月８日 

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                        総務文教常任委員長 宮 本 有 二  

 

               閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

  

記 

１ 事 件 （１） 総合計画の策定状況について 

      （２） 行政機構の状況について 

      （３） 財政の運営状況について 

      （４） 公有財産の管理状況について 

      （５） 市税等の徴収体制について 

      （６） 地域防災計画について 

      （７） 教育問題について 

２ 理 由 議案審査の参考とするため 
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                                平成２２年９月８日 

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                        産業厚生常任委員長 濵 田 陸 紀  

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 農林水産業の振興対策状況について 

      （２） 商工業の活性化対策状況について 

      （３） 観光産業の振興対策状況について 

      （４） 市道の管理状況について 

      （５） 環境、保健衛生の整備状況について 

      （６） 下水道事業の運営管理状況について 

      （７） 保育施設の管理状況について 

      （８） 介護保険制度について 

２  理  由  議案審査の参考とするため 
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                               平成２１年９月１３日 

 宿毛市議会議長 寺 田 公 一 殿 

 

                          議会運営委員長 岡 崎   求 

 

閉会中の継続調査申出書 

 

  本委員会は、下記により閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、会議規則第 

 １０４条の規定により申し出ます。 

 

記 

１ 事 件 （１） 議会の運営に関する事項 

      （２） 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 

      （３） 議長の諮問に関する事項 

      （４） 議会報に関する事項 

２ 理 由 議会運営を効率的かつ円滑に行うため 
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              一  般  質  問  通  告  表 

                           平成２２年第３回定例会    

質問 

順位 
質 問 議 員      質 問 の 要 旨                      

１ 
 ４番 

 松浦英夫君 

１ 「広報すくも」について（市長） 

 

２ 地域公共交通対策について（市長） 

２ 
 １番 

 今城誠司君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）自治基本条例について 

（２）総合計画策定について 

（３）行政評価システムについて 

 

２ 教育行政について（教育長） 

（１）平成２２年度全国学力・学習状況調査結果について 

３ 
 ７番 

 有田都子君 

１ 手話の普及について（市長） 

 

２ 花へんろウオークの今後について（市長） 

 

３ 潮干狩り場の再生への取り組みについて（市長） 

 

４ 子ども議会の再開について（市長、教育長） 

 

５ 有害図書等、有害環境の浄化活動について（教育長） 

４ 
２番 

 岡﨑利久君 

１ 第３回宿毛花へんろマラソン２０１１について（市長） 

 

２ 宿毛市立学校施設整備等基金条例について（教育長） 

５ 
 ５番 

 浅木 敏君 

１ 市長の政治姿勢について（市長） 

（１）熱中症対策について 

（２）地デジの難視聴対策について 

（３）住宅用火災警報器の設置について 

 

２ 教育行政について（教育長） 

（１）学校での熱中症対策について 

６ 
１１番 

 濵田陸紀君 

１ 中心市街地活性化について（市長） 

（１）中心市街地活性化基本計画について 

（２）吉田 茂先生の銅像移転について 

（３）吉田 茂邸再建プロジェクト会議への協力について 

 

２ 市内における環境の美化について（市長） 

 

３ アパート住民等の地区加入促進の取り組みについて（市長） 

７ 
１０番 

 宮本有二君 

１ 宿毛市中心市街地活性化基本計画について（市長） 

 

２ 宿毛市小中学校再編計画について（市長、教育長） 
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平成２２年第３回宿毛市議会定例会議決結果一覧表 

 

   議  案 

 

議案番号 件 名                議決月日 結  果 

第 １号 
平成２１年度宿毛市一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 
９月１３日 継続審査 

第 ２号 
平成２１年度宿毛市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月１３日 継続審査 

第 ３号 
平成２１年度宿毛市へき地診療事業特別会計歳入歳

出決算認定について 
９月１３日 継続審査 

第 ４号 
平成２１年度宿毛市定期船事業特別会計歳入歳出決

算認定について 
９月１３日 継続審査 

第 ５号 
平成２１年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計歳

入歳出決算認定について 
９月１３日 継続審査 

第 ６号 
平成２１年度宿毛市老人保健特別会計歳入歳出決算

認定について 
９月１３日 継続審査 

第 ７号 
平成２１年度宿毛市学校給食事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
９月１３日 継続審査 

第 ８号 
平成２１年度宿毛市下水道事業特別会計歳入歳出決

算認定について 
９月１３日 継続審査 

第 ９号 
平成２１年度宿毛市国民宿舎運営事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月１３日 継続審査 

第１０号 
平成２１年度幡多西部介護認定審査会特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月１３日 継続審査 

第１１号 
平成２１年度宿毛市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について 
９月１３日 継続審査 

第１２号 
平成２１年度宿毛市土地区画整理事業特別会計歳入

歳出決算認定について 
９月１３日 継続審査 

第１３号 
平成２１年度宿毛市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について 
９月１３日 継続審査 

第１４号 平成２１年度宿毛市水道事業会計決算認定について ９月１３日 継続審査 

第１５号 平成２２年度宿毛市一般会計補正予算について ９月１３日 原案可決 

第１６号 
平成２２年度宿毛市国民健康保険事業特別会計補正

予算について 
９月１３日 原案可決 

第１７号 
平成２２年度宿毛市定期船事業特別会計補正予算に

ついて 
９月１３日 原案可決 



 

付 － 3 

第１８号 
平成２２年度宿毛市特別養護老人ホーム特別会計補

正予算について 
９月１３日 原案可決 

第１９号 
平成２２年度宿毛市学校給食事業特別会計補正予算

について 
９月１３日 原案可決 

第２０号 
平成２２年度宿毛市下水道事業特別会計補正予算に

ついて 
９月１３日 原案可決 

第２１号 
平成２２年度宿毛市介護保険事業特別会計補正予算

について 
９月１３日 原案可決 

第２２号 
平成２２年度宿毛市土地区画整理事業特別会計補正

予算について 
９月１３日 原案可決 

第２３号 
平成２２年度宿毛市後期高齢者医療特別会計補正予

算について 
９月１３日 原案可決 

第２４号 平成２２年度宿毛市水道事業会計補正予算について ９月１３日 原案可決 

第２５号 

宿毛市立小学校設置条例及び宿毛市立学校体育施設

の使用料に関する条例の一部を改正する条例につい

て 

９月１３日 原案可決 

第２６号 
字の区域及び名称の変更並びに字の区域の廃止につ

いて 
９月１３日 原案可決 

第２７号 工事請負契約の締結について ９月１３日 原案可決 

第２８号 工事請負契約の締結について ９月１３日 原案可決 

 

 

 


